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▲Universal Oneサービス契約約款（第２編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

▲Universal Oneサービス契約約款（第２編）（平成23年ＢＮＳネサ第100017号） 

実施 平成23年５⽉10⽇ 

 

目次 

第１章〜第３章 （略） 

 

目次 

第１章〜第３章 （略） 

第４章 契約 

  第１節 ＶＰＮサービスに係る契約 

   第11条 契約の種別等 

   第12条 契約の単位 

   第13条 契約者回線又は加入者回線の終端 

   第14条 ＩＰ伝送サービス区域 

   第15条 加入者回線又は接続契約者回線等の収容 

   第16条 ＶＰＮ契約申込の方法 

   第17条 ＶＰＮ契約申込の承諾 

   第18条 最低利用期間 

   第19条 ＩＰ伝送回線番号 

   第20条 区分等の変更等 

   第21条 所属ＶＰＮグループの変更 

   第22条 回線終端装置の種類の変更 

   第23条 回線収容部等の変更 

   第24条 契約者回線又は加入者回線の移転等 

   第25条 アクセス回線共用 

   第26条 その他の契約内容の変更 

   第27条 利用の一時中断 

   第28条 ＶＰＮ利用権の譲渡 

   第29条 ＶＰＮ契約者が行うＶＰＮ契約の解除 

   第30条 当社が行うＶＰＮ契約の解除 

   第31条 協定事業者等の契約の解除等に伴うＶＰＮ契約の扱い 

   第32条 その他の提供条件 

第４章 契約 

  第１節 削除 

   第11条 削除 

   第12条 削除 

   第13条 削除 

   第14条 削除 

   第15条 削除 

   第16条 削除 

   第17条 削除 

   第18条 削除 

   第19条 削除 

   第20条 削除 

   第21条 削除 

   第22条 削除 

   第23条 削除 

   第24条 削除 

   第25条 削除 

   第26条 削除 

   第27条 削除 

   第28条 削除 

   第29条 削除 

   第30条 削除 

   第31条 削除 

   第32条 削除 

  第２節 国際ＶＰＮサービスに係る契約 

   第33条 （略） 

 

  第２節 国際ＶＰＮサービスに係る契約 

   第33条 （略） 

   第33条の２ 契約者回線の終端 
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   第34条 （略） 

   第35条 （略） 

   第36条 （略） 

 

   第37条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第38条 （略） 

   第33条の３ ＩＰ伝送サービス区域 

   第33条の４ 接続契約者回線等の収容 

   第34条 （略） 

   第35条 （略） 

   第36条 （略） 

   第36条の２ ＩＰ伝送回線番号 

   第37条 （略） 

   第37条の２ 所属国際ＶＰＮグループの変更 

   第37条の３ 回線収容部の変更 

   第37条の４ アクセス回線共用 

   第37条の５ その他の契約内容の変更 

   第37条の６ 国際ＶＰＮ利用権の譲渡 

   第37条の７ 国際ＶＰＮ契約者が行う国際ＶＰＮ契約の解除 

   第37条の８ 当社が行う国際ＶＰＮ契約の解除 

   第37条の９ 協定事業者等の契約の解除等に伴う国際ＶＰＮ契約の扱い 

   第38条 （略） 

第５章 付加機能 

   第39条 （略） 

   第40条 （略） 

   第41条 付加機能の利用の一時中断 

   第42条 利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能 

第５章 付加機能 

   第39条 （略） 

   第40条 （略） 

   第41条 削除 

   第42条 削除 

第６章 端末設備の提供等 

   第43条 端末設備の提供 

   第44条 端末設備の移転 

   第45条 端末設備の利用の一時中断 

第６章 削除 

   第43条 削除 

   第44条 削除 

   第45条 削除 

第７章〜第14章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

  通則 

  第１表〜第３表 （略） 

第７章〜第14章 （略） 

別記 （略） 

料金表 

  通則 

  第１表〜第３表 （略） 

 料金表別表 

  １〜２ （略） 

  ３ 複合利用割引 

 料金表別表 

  １〜２ （略） 

  ３ 削除 
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   第１章〜第３章 （略） 

 

   第１章〜第３章 （略） 

 

   第４章 契約 

    第１節 ＶＰＮサービスに係る契約 

 

 （契約の種別等） 

第11条 ＶＰＮサービスに係る契約には、次の種別があります。 

 ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

   第４章 契約 

    第１節 削除 

 

 

第11条 削除 

(1) ＶＰＮ契約 

(2) 臨時ＶＰＮ契約（第１種サービスに係るものに限ります。） 

 

 

 （契約の単位） 

第12条 当社は、１の契約者回線又は回線収容部等ごとに１のＶＰＮ契約（臨時ＶＰＮ契

約を含みます。以下同じとします。）を締結します。 

２ 前項の場合、ＶＰＮ契約者は、１のＶＰＮ契約につき１人に限ります。 

 

 

第12条 削除 

 

 （契約者回線又は加入者回線の終端） 

第13条 当社は、ＩＰ伝送サービス取扱所内において、配線盤又は回線終端装置（これに

相当するもの（当社が別に定めるものに限ります。）を含みます。以下、「配線盤等」とい

います。）を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

 

 

第13条 削除 

２ 当社は、ＶＰＮ契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、配線盤等を設置

し、これを加入者回線の終端とします。 

 

３ 当社は、前項の加入者回線の終端に係る地点を定めるときは、ＶＰＮ契約者と協議し

ます。 

 

（注）本条に規定する当社が別に定める回線終端装置に相当するものは、技術基準等で定

められた電気的条件及び光学的条件に適合するものとします。以下、同じとします。 

 

 

 （ＩＰ伝送サービス区域） 

第14条 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところにより、ＩＰ伝送サービス区域を

設定します。 

 

 

第14条 削除 

２ 当社はＩＰ伝送サービス区域を表示する図表をそのＩＰ伝送サービス区域内の契約事

務を行うＩＰ伝送サービス取扱所において閲覧に供します。 

 



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

4/137 

 

 （加入者回線又は接続契約者回線等の収容） 

第15条 当社は、当社が指定するＩＰ伝送サービス取扱所の回線収容部等に加入者回線又

は接続契約者回線等を収容します。 

 

 

第15条 削除 

２ 前項の場合において、当社は、１の回線収容部等（第25条（アクセス回線共用）に規

定するアクセス回線共用を行う場合においては、複数の回線収容部を統合した電気通信

設備を含みます。以下同じとします。）ごとに１の加入者回線又は接続契約者回線等を収

容します。 

 

３ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のＩＰ伝送サー

ビス取扱所の回線収容部等への収容の変更を行うことがあります。 

 

 

 （ＶＰＮ契約申込の方法） 

第16条 ＶＰＮ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の

契約申込書を契約事務を行うＩＰ伝送サービス取扱所に提出していただきます。 

 

 

第16条 削除 

(1) ＶＰＮサービスの種類、区分、品目及び通信又は保守の態様による細目 

(2) 所属する１のＶＰＮグループ（以下「所属ＶＰＮグループ」といいます。） 

 

(3) 他社接続契約者回線に係る協定事業者の氏名又は名称 

(4) 契約者回線、加入者回線又は接続契約者回線等に係る終端の場所 

 

(5) 接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と締結している契約の内容

（当社が別に定めるものに限ります。） 

 

(6) 見込みトラヒック 

(7) その他申込みの内容を特定するために必要な事項 

 

２ 前項の場合において、その申込みが新たにＶＰＮグループを設ける申込みであるとき

は、ＶＰＮグループ代表者を定めて契約事務を行うＩＰ伝送サービス取扱所に届け出て

いただきます。これを変更したとき又はＶＰＮグループ代表者を変更したときも同様と

します。 

 

（注）本条第１項第５号に規定する当社が別に定める契約の内容は、契約事業者又は協定

事業者の契約約款及び料金表に規定する事項のうち、当社がＶＰＮサービスの料金又

は工事に関する費用を適用するために必要な事項とします。 

 

 

 （ＶＰＮ契約申込の承諾） 

第17条 当社は、ＶＰＮ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾しま

す。 

 

 

第17条 削除 
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２ 当社は、前項の規定にかかわらず、臨時ＶＰＮ契約の申込みがあった場合は、ＶＰＮサ

ービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕があるときに限り、その臨時ＶＰＮ

契約の申込みを承諾します。 

 

３ 当社は、前２項の規定にかかわらず、次の場合には、そのＶＰＮ契約の申込みを承諾し

ないことがあります。 

 

(1) ＶＰＮ契約の申込みをした者が、接続契約者回線等について、契約事業者又は協定

事業者と契約を締結している者と同一の者とならないとき。 

 

(2) 接続契約者回線等について、契約事業者又は協定事業者と契約を締結している者が

複数となるとき。 

 

(3) 前２号の規定にかかわらず、接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者

と契約を締結している者が複数（契約者数が２となるものに限ります。）となる場合に

おいては、そのＶＰＮ契約の申込みをした者がその複数の契約者に含まれていないと

き又はそのＶＰＮ契約の申込みについて契約事業者若しくは協定事業者と契約を締結

している者（申込みをした者を除きます。）の同意がないとき。 

 

(4) 前３号の規定にかかわらず、第25条（アクセス回線共用）に規定するアクセス回線

共用を行う場合であって、そのアクセス回線共用に係る他社接続契約者回線（以下「他

社接続共用回線」といいます。）について、協定事業者と契約を締結している者が複数

となる場合においては、そのＶＰＮ契約の申込みをした者がその複数の契約者に含ま

れていないとき又はそのＶＰＮ契約の申込みについて協定事業者と契約を締結してい

る者（申込みをした者を除きます。）の同意がないとき。 

 

(5) 所属ＶＰＮグループのＶＰＮグループ代表者の同意がないとき。 

(6) ＶＰＮサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

(7) ＶＰＮ契約の申込みをした者が、ＶＰＮサービスの料金又は工事に関する費用の支

払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

 

(8) 他社接続契約者回線との接続に関し協定事業者の承諾が得られないとき又はその

他その申込み内容が相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 

(9) その他当社のＶＰＮサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

 

 （最低利用期間） 

第18条 ＶＰＮサービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用期間

があります。 

 

 

第18条 削除 
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２ 前項の最低利用期間は、ＶＰＮサービスの提供を開始した⽇又はＶＰＮ契約者が接続

事業者変更（接続契約者回線等に係る協定事業者（契約事業者を含みます。以下この条に

おいて同じとします。）を他の協定事業者へ変更（別記５の(1)に掲げる協定事業者相互

間の変更を除きます。）すること、第24条（契約者回線又は加入者回線の移転等）第２項

に規定する変更を行なうこと又はＶＰＮサービスの区分等を変更（当社が別に定めるも

のに限ります。）することをいいます。以下同じとします。）を行った⽇を起算開始⽇とし

て１年間とします。 

 

３ 当社は、前項の最低利用期間内にＶＰＮ契約の解除、ＶＰＮサービスの区分若しくは

品目の変更等、接続事業者変更、加入者回線の移転又は他社接続契約者回線に係る終端

の場所若しくは料金表に定める通信又は保守の態様による細目の変更等があった場合

は、当社が定める期⽇までに、料金表第１表に規定する額をＶＰＮ契約者から支払って

いただきます。 

 

（注）本条第２項に規定する当社が別に定めるＶＰＮサービスの区分等の変更は、アクセ

スタイプ１（イーサネットアクセス（別記５の(2)に掲げる協定事業者に係るものに限

ります。）に限ります。）とその他の区分等との間の相互の変更とします。 

 

 

 （ＩＰ伝送回線番号） 

第19条 当社は、１のＶＰＮ契約ごとに１のＩＰ伝送回線番号を定めます。 

２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＩＰ伝送回線番号

を変更することがあります。 

３ 前項の規定により、ＩＰ伝送回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことをＶ

ＰＮ契約者に通知します。 

 

 

第19条 削除 

 

 （区分等の変更等） 

第20条 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、ＶＰＮサービスの区分、品目又

は通信又は保守の態様による細目の変更を行います。 

 ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

 

第20条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 

 

 

 （所属ＶＰＮグループの変更） 

第21条 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、所属ＶＰＮグループの変更を行

います。 

 

 

第21条 削除 
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２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 

 

 

 （回線終端装置の種類の変更） 

第22条 当社は、ＶＰＮ契約者（第１種サービス（加入者回線に係るものに限ります。）又

は第２種サービスに係る者に限ります。）から請求があったときは、回線終端装置の種類

の変更を行います。 

 

 

第22条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 

 

 

 （回線収容部等の変更） 

第23条 ＶＰＮ契約者（第１種サービスに係る者に限ります。以下この条において同じと

します。）が接続契約者回線等に係る終端の場所について変更の申込みを契約事業者又は

協定事業者に行うときは、その内容について契約事務を行うＩＰ伝送サービス取扱所に

届け出ていただきます。 

 

 

第23条 削除 

２ 前項の届出により、その接続契約者回線等について他のＩＰ伝送サービス取扱所の回

線収容部等への収容の変更を行う必要が生じたとき、加入者回線の移転によりその加入

者回線について他のＩＰ伝送サービス取扱所の加入者回線収容部への収容の変更を行な

う必要が生じたとき又は第24条（契約者回線又は加入者回線の移転等）第２項に規定す

る変更により加入者回線収容部と回線収容部との間の相互の収容の変更を行なう必要が

生じたときは、当社は、その変更を行います。 

 ただし、次の場合はその変更を行わないことがあります。 

 

(1) 第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）第３項各号のいずれかに該当するとき。 

(2) その届出が臨時ＶＰＮ契約に係るものの場合は、ＶＰＮサービスを提供するために

必要な電気通信設備に余裕がないとき。 

 

３ 前項ただし書の場合において、ＶＰＮ契約者は、ＶＰＮサービスを利用できないこと

があります。この場合、当社は、そのＶＰＮ契約者にそのことを通知します。 

 

 

 （契約者回線又は加入者回線の移転等） 

第24条 ＶＰＮ契約者は、契約者回線（当社が別に定めるものに限ります。）又は加入者回

線（当社が別に定めるものに限ります。）の移転を請求することができます。 

 

 

第24条 削除 

２ 前項に規定するほか、ＶＰＮ契約者は、回線収容部等に収容する加入者回線と接続契

約者回線等との間の相互の変更を請求することができます。 
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３ 前２項の請求があったときは、当社は第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 

 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める契約者回線は、料金表通則に規定するア

クセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）に係るものとします。 

 

（注２）本条第１項に規定する当社が別に定める加入者回線は、料金表通則に規定するア

クセスタイプ１に係るものとします。 

 

 

 （アクセス回線共用） 

第25条 ＶＰＮ契約者（第１種サービスに係る者に限ります。）は、アクセス回線共用（そ

のＶＰＮサービスに係る回線収容部に収容される接続契約者回線等（別記６に掲げる接

続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。）について、そのＶＰＮサ

ービスのほか別記２に定める当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を相

互に接続して接続契約者回線等を共用することをいいます。以下同じとします。）の請求

をすることができます。 

 

 

第25条 削除 

２ 前項の場合において、当社は、そのアクセス回線共用に係る複数の電気通信回線（以下

「アクセス回線共用回線群」といいます。）のうち１の電気通信回線が臨時以外のもので

ある場合に限り、アクセス回線共用を提供します。 

 

３ 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、アクセス回線共用に係る変更等（当社

が別に定めるものに限ります。）を行います。 

 

４ 前項に規定するほか、当社は、ＶＰＮ契約者からの請求等によりアクセス回線共用回

線群に係る回線数が１となったときは、そのアクセス回線共用を廃止します。 

 

５ 当社は、第１項又は第３項の請求があったときは、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）

の規定に準じて取り扱います。 

 

（注）本条第３項に規定する当社が別に定める変更等は、次のとおりとします。  

(1) アクセス回線共用回線群に係る回線数の変更 

(2) アクセス回線共用の廃止 

 

 

 （その他の契約内容の変更） 

第26条 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、第16条（ＶＰＮ契約申込の方法）

第１項第７号に規定する契約内容の変更を行います。 

 

 

第26条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 
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 （利用の一時中断） 

第27条 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、ＶＰＮサービスの利用の一時中

断（そのＶＰＮサービスに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用でき

ないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

 

第27条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。 

 

 

 （ＶＰＮ利用権の譲渡） 

第28条 ＶＰＮ利用権（ＶＰＮ契約者がＶＰＮ契約に基づいてＶＰＮサービスの提供を受

ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その

効力を生じません。 

 ただし、臨時ＶＰＮ契約者が臨時ＶＰＮ契約に基づいてＶＰＮサービスの提供を受け

る権利は譲渡することができません。 

 

 

第28条 削除 

２ ＶＰＮ利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書

面により所属ＩＰ伝送サービス取扱所に請求していただきます。 

 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代

えることができます。 

 

３ 当社は、前項の規定によりＶＰＮ利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合

を除いて、これを承認します。 

 

(1) ＶＰＮ利用権を譲り受けようとする者が、ＶＰＮサービスの料金又は工事に関する

費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

 

(2) その譲渡について、他社接続契約者回線に係る協定事業者の承認が得られないと

き、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 

 

(3) その譲受人が、その接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と契約を

締結している者と同一の者とならないとき。 

 ただし、その接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と契約を締結し

ている者が複数（契約者数が２となる場合に限ります。）となる場合においては、その

譲受人がその複数の契約者に含まれていないとき又はその譲渡について契約事業者若

しくは協定事業者と契約を締結している者（その譲受人を除きます。）の同意がないと

き。 
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(4) 前号の規定にかかわらず、現にアクセス回線共用を行っている場合であって、その

他社接続共用回線について協定事業者と契約を締結している者が複数となる場合にお

いては、その譲受人がその複数の契約者に含まれていないとき又はその譲渡について

協定事業者と契約を締結している者（その譲受人を除きます。）の同意がないとき。 

(5) 所属ＶＰＮグループのＶＰＮグループ代表者の承諾が得られないとき。 

 

４ ＶＰＮ利用権の譲渡があったときは、譲受人は、ＶＰＮ契約者の有していた一切の権

利及び義務を承継します。 

 

 

 （ＶＰＮ契約者が行うＶＰＮ契約の解除） 

第29条 当社は、ＶＰＮ契約者がＶＰＮ契約を解除しようとするときは、そのことをあら

かじめ所属ＩＰ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

 

第29条 削除 

 

 （当社が行うＶＰＮ契約の解除） 

第30条 当社は、第48条（利用停止）の規定によりＶＰＮサービスの利用を停止されたＶ

ＰＮ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのＶＰＮ契約を解除することがあ

ります。 

 

 

第30条 削除 

２ 当社は、ＶＰＮ契約者が第48条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その

事実が当社のＶＰＮサービスに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる

ときは、前項の規定にかかわらず、ＶＰＮサービスの利用停止をしないでそのＶＰＮ契

約を解除することがあります。 

 

３ 当社は、前２項の規定により、そのＶＰＮ契約を解除しようとするときは、あらかじめ

ＶＰＮ契約者にそのことを通知します。 

 

 

 （協定事業者等の契約の解除等に伴うＶＰＮ契約の扱い） 

第31条 当社は、ＶＰＮ契約者からそのＶＰＮ契約に係る接続契約者回線等について、契

約の解除等ＶＰＮ契約者の責めに帰すべき理由によりその接続契約者回線等との接続を

中止（以下この条において「接続中止」といいます。）する旨の届出があったとき若しく

はその事実を知ったときは、そのＶＰＮ契約を解除します。 

 

 

第31条 削除 

  ただし、第24条（契約者回線又は加入者回線の移転等）第２項に規定する変更に該当

するとき、接続中止すると同時にそれに相当する接続契約者回線等との接続を開始した

とき又は接続中止すると同時にアクセス回線共用を開始した場合であって、そのＶＰＮ

契約者からＶＰＮ契約を継続したい旨の申出があったときは、この限りでありません。 
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２ 前項に規定するほか、当社は、次の場合には、そのＶＰＮ契約を解除することがありま

す。 

 

(1) ＶＰＮ契約者とそのＶＰＮ契約に係る接続契約者回線等について、契約事業者又は

協定事業者と契約を締結している者とが同一の者でないことについて、その事実を知

ったとき。 

 

(2) 接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と契約を締結している者が

複数となる場合においては、そのＶＰＮ契約者がその複数の契約者に含まれていない

ことについて、その事実を知ったとき。 

 

(3) 現にアクセス回線共用を行っている場合であって、その他社接続共用回線について

協定事業者と契約を締結している者が複数となる場合においては、そのＶＰＮ契約者

がその複数の契約者に含まれていないことについて、その事実を知ったとき。 

 

 

 （その他の提供条件） 

第32条 ＶＰＮ契約（ＶＰＮ（イーサアクセス）契約者を含みます。）に係るその他の提供

条件については、別記３及び４に定めるところによります。 

 

 

第32条 削除 

 

    第２節 国際ＶＰＮサービスに係る契約 

 

    第２節 国際ＶＰＮサービスに係る契約 

 

 （契約の単位） 

第33条 当社は、１の契約者回線又は回線収容部ごとに１の国際ＶＰＮ契約を締結します。 

 ただし、当社が別に定める国際ＶＰＮサービスの場合は、そのＶＰＮグループ代表者

に係る１の契約者回線又は回線収容部等について、１の国際ＶＰＮ契約を締結します。 

２ （略） 

 

 （契約の単位） 

第33条 当社は、１の契約者回線又は回線収容部ごとに１の国際ＶＰＮ契約を締結します。 

 

 

２ （略） 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める国際ＶＰＮサービスは、料金表通則に規定

するアクセスタイプ３に係る国際ＶＰＮサービスとします。 

 

  

 （契約者回線の終端） 

第33条の２ 当社は、ＩＰ伝送サービス取扱所内において、配線盤又は回線終端装置（こ

れに相当するもの（当社が別に定めるものに限ります。）を含みます。以下、「配線盤等」

といいます。）を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

 （注）本条に規定する当社が別に定める回線終端装置に相当するものは、技術基準等で定

められた電気的条件及び光学的条件に適合するものとします。以下、同じとします。 
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 （ＩＰ伝送サービス区域） 

第33条の３ 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところにより、ＩＰ伝送サービス区

域を設定します。 

 ２ 当社はＩＰ伝送サービス区域を表示する図表をそのＩＰ伝送サービス区域内の契約事

務を行うＩＰ伝送サービス取扱所において閲覧に供します。 

  

 （接続契約者回線等の収容） 

第33条の４ 当社は、当社が指定するＩＰ伝送サービス取扱所の回線収容部に接続契約者

回線等を収容します。 

 ２ 前項の場合において、当社は、１の回線収容部（第37条の４（アクセス回線共用）に

規定するアクセス回線共用を行う場合においては、複数の回線収容部を統合した電気通

信設備を含みます。以下同じとします。）ごとに１の接続契約者回線等を収容します。 

 ３ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他のＩＰ伝送サー

ビス取扱所の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。 

 

 （国際ＶＰＮ契約申込の方法） 

第34条 国際ＶＰＮ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所

定の契約申込書を契約事務を行うＩＰ伝送サービス取扱所に提出していただきます｡ 

 

 （国際ＶＰＮ契約申込の方法） 

第34条 国際ＶＰＮ契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所

定の契約申込書を契約事務を行うＩＰ伝送サービス取扱所に提出していただきます｡ 

(1)〜(4) （略） 

(5) 所属ＶＰＮグループ（当社が別に定めるＶＰＮ契約者に限ります。） 

(6)〜(8) （略） 

(1)〜(4) （略） 

(5) 削除 

(6)〜(8) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（注１）本条第１項第５号に規定する当社が別に定めるＶＰＮ契約者は、料金表通則に規

定する、アクセスタイプ３に係る国際ＶＰＮ契約の申込みをしようとする者とします。 

（注１）削除 

（注２）（略） （注２）（略） 

 

 （国際ＶＰＮ契約申込の承諾） 

第35条 （略） 

 

 （国際ＶＰＮ契約申込の承諾） 

第35条 （略） 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その国際ＶＰＮ契約の申込みを承諾

しないことがあります。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その国際ＶＰＮ契約の申込みを承

諾しないことがあります。 
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(1)〜(4) （略） 

(5) 第１号に規定するほか、国際ＶＰＮ契約（当社が別に定めるものに限ります。）の申

込みをした者が、ＶＰＮグループ代表者と同一の者とならないとき。 

(1)〜(4) （略） 

(5) 削除 

(6)〜(10) （略） (6)〜(10) （略） 

（注）本条第２項第５号に規定する当社が別に定める国際ＶＰＮ契約は、料金表通則に規

定する、アクセスタイプ３に係る国際ＶＰＮ契約とします。 

 

 

第36条 （略） 

 

第36条 （略） 

  

 （ＩＰ伝送回線番号） 

第36条の２ 当社は、１の国際ＶＰＮ契約ごとに１のＩＰ伝送回線番号を定めます。 

２ 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、ＩＰ伝送回線番号

を変更することがあります。 

３ 前項の規定により、ＩＰ伝送回線番号を変更する場合には、あらかじめそのことを国

際ＶＰＮ契約者に通知します。 

 

第37条 （略） 

 

第37条 （略） 

  

 （所属国際ＶＰＮグループの変更） 

第37条の２ 当社は、国際ＶＰＮ契約者から請求があったときは、所属国際ＶＰＮグルー

プの変更を行います。 

 ２ 前項の請求があったときは、当社は、第35条（国際ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。 

  

 （回線収容部の変更） 

第37条の３ 国際ＶＰＮ契約者（第１種サービスに係る者に限ります。以下この条におい

て同じとします。）が接続契約者回線等に係る終端の場所について変更の申込みを契約事

業者又は協定事業者に行うときは、その内容について契約事務を行うＩＰ伝送サービス

取扱所に届け出ていただきます。 

 ２ 前項の届出により、その接続契約者回線等について他のＩＰ伝送サービス取扱所の回

線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。 

 ただし、第35条（国際ＶＰＮ契約申込の承諾）第２項各号のいずれかに該当する場合

は、その変更を行わないことがあります。 
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 ３ 前項ただし書の場合において、国際ＶＰＮ契約者は、国際ＶＰＮサービスを利用でき

ないことがあります。この場合、当社は、その国際ＶＰＮ契約者にそのことを通知しま

す。 

  

 （アクセス回線共用） 

第37条の４ 国際ＶＰＮ契約者（第１種サービスに係る者に限ります。）は、アクセス回線

共用（その国際ＶＰＮサービスに係る回線収容部に収容される接続契約者回線等（別記

６に掲げる接続契約者回線を除きます。以下この条において同じとします。）について、

その国際ＶＰＮサービスのほか別記２に定める当社の提供する電気通信サービスに係る

電気通信回線を相互に接続して接続契約者回線等を共用することをいいます。以下同じ

とします。）の請求をすることができます。 

 ２ 前項の場合において、当社は、そのアクセス回線共用に係る複数の電気通信回線（以

下「アクセス回線共用回線群」といいます。）のうち１の電気通信回線が臨時以外のもの

である場合に限り、アクセス回線共用を提供します。 

 ３ 当社は、国際ＶＰＮ契約者から請求があったときは、アクセス回線共用に係る変更等

（当社が別に定めるものに限ります。）を行います。 

 ４ 前項に規定するほか、当社は、国際ＶＰＮ契約者からの請求等によりアクセス回線共

用回線群に係る回線数が１となったときは、そのアクセス回線共用を廃止します。 

 ５ 当社は、第１項又は第３項の請求があったときは、第35条（国際ＶＰＮ契約申込の承

諾）の規定に準じて取り扱います。 

 （注）本条第３項に規定する当社が別に定める変更等は、次のとおりとします。 

 (1) アクセス回線共用回線群に係る回線数の変更 

(2) アクセス回線共用の廃止 

  

 （その他の契約内容の変更） 

第37条の５ 当社は、国際ＶＰＮ契約者から請求があったときは、第34条（国際ＶＰＮ契

約申込の方法）第１項第８号に規定する契約内容の変更を行います。 

 ２ 前項の請求があったときは、当社は、第35条（国際ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。 

  

 （国際ＶＰＮ利用権の譲渡） 

第37条の６ 国際ＶＰＮ利用権（国際ＶＰＮ契約者が国際ＶＰＮ契約に基づいて国際ＶＰ

Ｎサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。）の譲渡は、当社の承認
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を受けなければ、その効力を生じません。 

 ２ 国際ＶＰＮ利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定

の書面により所属ＩＰ伝送サービス取扱所に請求していただきます。 

 ただし、競売調書その他譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代

えることができます。 

 ３ 当社は、前項の規定により国際ＶＰＮ利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の

場合を除いて、これを承認します。 

 (1) 国際ＶＰＮ利用権を譲り受けようとする者が、国際ＶＰＮサービスの料金又は工事

に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

 (2) その譲渡について、他社接続契約者回線に係る協定事業者の承認が得られないと

き、その他相互接続協定に基づく条件に適合しないとき。 

 (3) その譲受人が、その接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と契約を

締結している者と同一の者とならないとき。 

 ただし、その接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と契約を締結し

ている者が複数（契約者数が２となる場合に限ります。）となる場合においては、その

譲受人がその複数の契約者に含まれていないとき又はその譲渡について契約事業者若

しくは協定事業者と契約を締結している者（その譲受人を除きます。）の同意がないと

き。 

 (4) 前号の規定にかかわらず、現にアクセス回線共用を行っている場合であって、その

他社接続共用回線について協定事業者と契約を締結している者が複数となる場合にお

いては、その譲受人がその複数の契約者に含まれていないとき又はその譲渡について

協定事業者と契約を締結している者（その譲受人を除きます。）の同意がないとき。 

(5) 所属国際ＶＰＮグループの国際ＶＰＮグループ代表者の承諾が得られないとき。 

 ４ 国際ＶＰＮ利用権の譲渡があったときは、譲受人は、国際ＶＰＮ契約者の有していた

一切の権利及び義務を承継します。 

  

 （国際ＶＰＮ契約者が行う国際ＶＰＮ契約の解除） 

第37条の７ 当社は、国際ＶＰＮ契約者が国際ＶＰＮ契約を解除しようとするときは、そ

のことをあらかじめ所属ＩＰ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。 

  

 （当社が行う国際ＶＰＮ契約の解除） 

第37条の８ 当社は、第48条（利用停止）の規定により国際ＶＰＮサービスの利用を停止

された国際ＶＰＮ契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その国際ＶＰＮ契約を
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解除することがあります。 

 ２ 当社は、国際ＶＰＮ契約者が第48条第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、

その事実が当社の国際ＶＰＮサービスに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認

められるときは、前項の規定にかかわらず、国際ＶＰＮサービスの利用停止をしないで

その国際ＶＰＮ契約を解除することがあります。 

 ３ 当社は、前２項の規定により、その国際ＶＰＮ契約を解除しようとするときは、あら

かじめ国際ＶＰＮ契約者にそのことを通知します。 

  

 （協定事業者等の契約の解除等に伴う国際ＶＰＮ契約の扱い） 

第37条の９ 当社は、国際ＶＰＮ契約者からその国際ＶＰＮ契約に係る接続契約者回線等

について、契約の解除その他国際ＶＰＮ契約者の責めに帰すべき理由によりその接続契

約者回線等との接続を中止（以下この条において「接続中止」といいます。）する旨の届

出があったとき若しくはその事実を知ったときは、その国際ＶＰＮ契約を解除します。 

   ただし、接続中止すると同時にそれに相当する接続契約者回線等との接続を開始した

とき又は接続中止すると同時にアクセス回線共用を開始した場合であって、その国際Ｖ

ＰＮ契約者から国際ＶＰＮ契約を継続したい旨の申出があったときは、この限りであり

ません。 

 ２ 前項に規定するほか、当社は、次の場合には、その国際ＶＰＮ契約を解除することが

あります。 

 (1) 国際ＶＰＮ契約者とその国際ＶＰＮ契約に係る接続契約者回線等について、契約事

業者又は協定事業者と契約を締結している者とが同一の者でないことについて、その

事実を知ったとき。 

 (2) 接続契約者回線等について契約事業者又は協定事業者と契約を締結している者が

複数となる場合においては、その国際ＶＰＮ契約者がその複数の契約者に含まれてい

ないことについて、その事実を知ったとき。 

 (3) 現にアクセス回線共用を行っている場合であって、その他社接続共用回線について

協定事業者と契約を締結している者が複数となる場合においては、その国際ＶＰＮ契

約者がその複数の契約者に含まれていないことについて、その事実を知ったとき。 

 

 （その他の提供条件） 

第38条 契約者回線の終端、ＩＰ伝送サービス区域、接続契約者回線等の収容、ＩＰ伝送

回線番号、所属国際ＶＰＮグループの変更、回線収容部の変更、アクセス回線共用、その

他の契約内容の変更、国際ＶＰＮ利用権の譲渡、国際ＶＰＮ契約者が行う国際ＶＰＮ契

 

 （その他の提供条件） 

第38条 国際ＶＰＮ契約に関するその他の提供条件については、別記３及び別記４に定め

るところによります。 
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約の解除、当社が行う国際ＶＰＮ契約の解除、協定事業者等の契約の解除に伴う国際Ｖ

ＰＮ契約の取扱いに関する取扱いについては、ＶＰＮ契約の場合に準じるものとします。 

２ 前項に規定するほか、国際ＶＰＮ契約に関するその他の提供条件については、別記３

及び別記４に定めるところによります。 

 

 

   第５章 付加機能 

 

   第５章 付加機能 

 

 （付加機能の提供） 

第39条 当社は、ＩＰ伝送契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）に定め

るところにより付加機能（臨時ＶＰＮ契約者については、当社が別に定める付加機能に

限ります。以下同じとします。）を提供します。 

 

 （付加機能の提供） 

第39条 当社は、ＩＰ伝送契約者から請求があったときは、料金表第１表（料金）に定め

るところにより付加機能を提供します。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。この場合において、同条中「ＶＰＮ契約」とあるのは「付加機能」と読

み替えるものとします。 

３ 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第35条（国際ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。この場合において、同条中「国際ＶＰＮ契約」とあるのは「付加機

能」と読み替えるものとします。 

３ 削除 

（注１）本条第１項に規定する当社が別に定める付加機能は、臨時付加機能（臨時ＶＰＮ契

約者が30⽇以内の利用期間を指定して提供を受ける付加機能をいいます。）とします。 

（注２）削除 

（注１）削除 

 

（注２）削除 

 

第40条 削除 

 

第40条 削除 

 

 （付加機能の利用の一時中断） 

第41条 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、その付加機能の利用の一時中断

（その付加機能に係る設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにするこ

とをいいます。）を行います。 

 

 

第41条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。この場合において、同条中「ＶＰＮ契約」とあるのは「付加機能」と読

み替えるものとします。 

 

 

 （利用の都度意思表示を行うことにより利用する付加機能） 

第42条 ＩＰ伝送契約者は、前２条に規定するほか、利用の都度その利用の意思表示を行

うことにより、料金表第１表（料金）に規定する付加機能を利用することができます。 

 

 

第42条 削除 
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   第６章 端末設備の提供等 

 

   第６章 削除 

 

 （端末設備の提供） 

第43条 当社は、ＶＰＮ契約者（第１種サービス（加入者回線に係るものに限ります。）又

は第２種サービスに係る者に限ります。以下この章において同じとします。）から請求が

あったときは、その契約者回線又は加入者回線について料金表第１表（料金）に定めると

ころにより端末設備を提供します。 

 

 

第43条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。この場合において、同条中「ＶＰＮ契約」とあるのは「端末設備」と読

み替えるものとします。 

 

 

 （端末設備の移転） 

第44条 当社は、ＶＰＮ契約者（当社が別に定める者に限ります。）から請求があったとき

は、当社が提供する端末設備の移転を行います。 

 

 

第44条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。この場合において、同条中「ＶＰＮ契約」とあるのは「端末設備」と読

み替えるものとします。 

 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定めるＶＰＮ契約者は、加入者回線に係るＶＰＮ

契約者又は料金表通則に規定するアクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るも

のに限ります。）に係るＶＰＮ契約者とします。 

 

 

 （端末設備の利用の一時中断） 

第45条 当社は、ＶＰＮ契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の利用

の一時中断（その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにするこ

とをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

 

第45条 削除 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定に準じ

て取り扱います。この場合において、同条中「ＶＰＮ契約」とあるのは「端末設備」と読

み替えるものとします。 

 

 

   第７章〜第14章 （略） 

 

   第７章〜第14章 （略） 
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別記 

１ （略） 

 

別記 

１ （略） 

 

２ アクセス回線共用を行うことができる電気通信サービス 

 アクセス回線共用を行うことができる電気通信サービスは、ＩＰ伝送サービスの種別

ごとに次のとおりとします。 

 ただし、その電気通信サービスに係る契約約款及び料金表において、接続可能な接続

契約者回線等について別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

２ アクセス回線共用を行うことができる電気通信サービス 

 アクセス回線共用を行うことができる電気通信サービスは、ＩＰ伝送サービスの種別

ごとに次のとおりとします。 

 ただし、その電気通信サービスに係る契約約款及び料金表において、接続可能な接続

契約者回線等について別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 種    別 電気通信サービス   種    別 電気通信サービス  

 ＶＰＮサービス（第１種サービス

（料金表通則に規定するアクセス

タイプ１（ＳＴＭアクセスに係る

ものに限ります。）に限ります。）又

は国際ＶＰＮサービス（第１種サ

ービス（料金表通則に規定するア

クセスタイプ１（ＳＴＭアクセス

に係るものに限ります。）に係るも

のに限ります。）に限ります。） 

(1) 電話等サービス 

(2) 専用サービス 

(3) ＶＰＮサービス（第１種サービス（料金

表通則に規定するアクセスタイプ１（ＳＴ

Ｍアクセスに係るものに限ります。）に係

るものに限ります。）に限ります。） 

(4) 国際ＶＰＮサービス（第１種サービス

（料金表通則に規定するアクセスタイプ

１（ＳＴＭアクセスに係るものに限りま

す。）に係るものに限ります。）に限りま

す。） 

  削除 削除  

 （略） （略）   （略） （略）  

 

３〜19 （略） 

 

３〜19 （略） 

 

料金表 

通則 

 

料金表 

通則 

 

 （回線使用料及び通信料金の設定） 

１ 回線使用料（第１種サービス（加入者回線（当社が別に定めるものに限ります。）及び

接続契約者回線に係るものを除きます。）に係るものに限ります。）は、当社の提供区間と

協定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。）の提供区間とを合わせて当社が

 

 （回線使用料及び通信料金の設定） 

１ 回線使用料（第１種サービス（接続契約者回線に係るものを除きます。）に係るものに

限ります。）は、当社の提供区間と協定事業者（当社が別に定める協定事業者に限ります。）

の提供区間とを合わせて当社が設定します。 



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

20/137 

設定します。 

 ただし、別記５の(1)又は(2)に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表等に規定する

ところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。 

 

 ただし、別記５の(1)又は(2)に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表等に規定する

ところによりその協定事業者が定める料金については、この限りでありません。 

（注１）通則１に規定する当社が別に定める加入者回線は、ＶＰＮサービス（アクセスタイ

プ１に限ります。）に係る加入者回線とします。 

（注１）削除 

（注２） （略） （注２） （略） 

 

２〜17 （略） 

 

２〜17 （略） 

 

 （ＩＰ伝送サービスの区分等） 

18 当社は、この料金表を適用するに当たって、次のとおり区分等を定めます。 

 

 （ＩＰ伝送サービスの区分等） 

18 当社は、この料金表を適用するに当たって、次のとおり区分等を定めます。 

(1) ＶＰＮサービス 

 ア ＶＰＮサービスの区分 

  ＶＰＮサービスには、次の区分があります。 

(1) 削除 

 区  分 内    容      

 アクセスタイプ１ 回線収容部等又は契約者回線とＶＰＮノード装置（ＶＰＮサ

ービスを提供するために当社が設置する装置とします。以下

同じとします。）との間を、ＳＴＭ方式、ＡＴＭ方式及びイー

サネット方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うも

の（アクセスタイプ５又はアクセスタイプ７となるものを除

きます。） 

     

 アクセスタイプ５ ＩＰ伝送網と当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料

金表に規定するＩＰ通信網との間をイーサネット方式により

符号、音響又は影像の伝送交換を行うもの 

（注）本欄に規定する当社が別に定める協定事業者の契約約

款は、NTT東⽇本株式会社及びNTT西⽇本株式会社のＩ

Ｐ通信網サービス契約約款とします。 

     

 アクセスタイプ７ ＩＰ伝送網と当社のUniversal Oneサービス契約約款（第１

編）に規定するUniversal Oneサービスに係る電気通信設備

との間において、符号、音響又は影像の伝送交換を行うもの 

     

 備考 ＶＰＮサービスの区分を変更することはできません。      
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イ ＶＰＮサービスの品目 

 (ア) アクセスタイプ１に係るもの 

  Ａ アクセスタイプ１には、次の品目があります。 

 品   目 内    容      

 ＳＴＭアクセス 64kb/s 64kbit/sの符号伝送が可能なもの       

  128kb/s 128kbit/sの符号伝送が可能なもの       

 ＡＴＭアクセス 0.5Mb/s及び1Mb /

sから１Mb/sごとに

135Mb/sまでの品

目 

料金表別表に規定する伝送速度の符号

伝送が可能なもの 

      

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの       

 100Mb/s 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの       

  1000Mb/s 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの       

 備考     

 １ イーサネットアクセス（第１種サービスに係るものに限ります。）には、次

のアクセス速度の区分があります。 

    

  
品目 

アクセス 

速度の区分 
内    容 

        

  10Mb/s 0.5Mb/s 0.5Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   １Mb/s １Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ２Mb/s ２Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ３Mb/s ３Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ４Mb/s ４Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ５Mb/s ５Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ６Mb/s ６Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ７Mb/s ７Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ８Mb/s ８Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   ９Mb/s ９Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

  100Mb/s 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   20Mb/s 20Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   30Mb/s 30Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         
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   40Mb/s 40Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   50Mb/s 50Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   60Mb/s 60Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   70Mb/s 70Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   80Mb/s 80Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   90Mb/s 90Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

  1000Mb/s 200Mb/s 200Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   300Mb/s 300Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   400Mb/s 400Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   500Mb/s 500Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   600Mb/s 600Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   700Mb/s 700Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   800Mb/s 800Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   900Mb/s 900Mb/sまでの符号伝送が可能なもの         

   1000Mb/s 1000Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

 ２ 当社は、加入者回線に係るものについては、臨時ＶＰＮ契約を締結しません。 

３ 当社は、ＳＴＭアクセスに係る利用の開始及び変更の申込みを承諾しませ

ん。 

    

 

Ｂ アクセスタイプ１（第１種サービス（加入者回線に係るものを除きます。）に

係るものに限ります。）は、次に掲げる接続契約者回線等と接続して提供します。 

 

 区   分 内    容      

 他社接続契約者

回線に係るもの 

ＳＴＭアクセス 別記５の(1)に掲げる協定事業者の契

約約款及び料金表に規定する高速ディ

ジタル伝送サービス 

      

  イーサネットアクセ

ス 

別記５の(2)に掲げる協定事業者の提

供する電気通信サービス（備考１に掲

げるものに限ります。） 

      

 備考     

 １ アクセスタイプ１に係る接続契約者回線等の品目は、当社又は別記５の(1)

及び(2)に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定するもののうち、次
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のとおりとします。 

 (1) 他社接続契約者回線に係るもの     

 ア ＳＴＭアクセス 

 高速品目とします。この場合、アクセスタイプ１の品目は、他社接続契

約者回線の品目と同一のものとします。 

    

 イ イーサネットアクセス     

  他社接続契約者回線 対応するＶＰＮサー

ビス 

        

  協定事業者 電気通信サービス         

  北 海 道 総 合

通 信 網 株 式

会社 

第１種イーサネット通信網サービ

ス（6Mb/sから１Mb/sごと10Mb/

s品目のものに限ります。）及び第

２種イーサネット通信網サービス

（１Mb/sから１Mb/sごとに5Mb/

sまでの品目のものに限ります。） 

10Mb/s品目のもの         

   第１種イーサネット通信網サービ

ス（10Mb/sから10Mb/sごとに10

0Mb/sまでの品目のものに限りま

す。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

  株 式 会 社 ト

ークネット 

第１種高速イーサネット網サービ

ス（接続契約回線に係るものであ

って、0.5Mb/s及び１Mb/sから１

Mb/sごとに10Mb/sまでの品目の

ものに限ります。） 

10Mb/s品目のもの         

   第１種高速イーサネット網サービ

ス（接続契約回線に係るものであ

って、10Mb/sから10Mb/sごとに

100Mb/sまでの品目のものに限り

ます。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

  Ｋ Ｄ Ｄ Ｉ 株

式会社 

第１類パワードイーサネットサー

ビス（0.5Mb/s及び１Mb/sから１

Mb/sごとに10Mb/sまでの品目の

ものに限ります。） 

10Mb/s品目のもの         
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   第１類パワードイーサネットサー

ビス（20Mb/sから10Mb/sごとに

100Mb/sまでの品目のものに限り

ます。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

   第１類パワードイーサネットサー

ビス（200Mb/sから100Mb/sごと

に1000Mb/sまでの品目のものに

限ります。） 

1000Mb/s品目のも

の 

        

  中 部 テ レ コ

ミ ュ ニ ケ ー

シ ョ ン 株 式

会社 

第Ⅲ種イーサネット網サービス

（第１種他社アクセス回線に係る

ものであって0.5Mb/s及び１Mb/

sから１Mb/sごとに10Mb/sまで

の品目のものに限ります。） 

10Mb/s品目のもの         

   第Ⅲ種イーサネット網サービス

（第１種他社アクセス回線に係る

ものであって、20Mb/sから10Mb

/sごとに100Mb/sまでの品目のも

のに限ります。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

   第Ⅲ種イーサネット網サービス

（第１種他社アクセス回線に係る

ものであって、100Mb/sから100

Mb/sごとに１Gb/sまでの品目の

ものに限ります。） 

1000Mb/s品目のも

の 

        

  北 陸 通 信 ネ

ッ ト ワ ー ク

株式会社 

イーサネット通信網サービス（接

続契約回線に係るものであって0.

5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/sご

とに10Mb/sまでの品目のものに

限ります。） 

10Mb/s品目のもの         

   イーサネット通信網サービス（接

続契約回線に係るものであって、2

0Mb/sから10Mb/sごとに100Mb

/sまでの品目のものに限ります。） 

100Mb/s品目のも

の 
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  株 式 会 社 オ

プテージ 

高速イーサネット専用サービス（0.

5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/sご

とに10Mb/sまでの品目のものに

限ります。） 

10Mb/s品目のもの         

   高速イーサネット専用サービス（2

0Mb/sから10Mb/sごとに100Mb

/sまでの品目のものに限ります。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

   高速イーサネット専用サービス（1

Gb/s品目のものに限ります。） 

1000Mb/s品目のも

の 

        

  株 式 会 社 エ

ネコム 

イーサネット通信網サービス（ア

クセス回線Ｂ又はアクセス回線Ｃ

（0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/

sごとに10Mb/sまでの品目のもの

に限ります。）に係るものに限りま

す。） 

10Mb/s品目のもの         

   イーサネット通信網サービス（ア

クセス回線Ｂ又はアクセス回線Ｃ

（10Mb/sから10Mb/sごとに100

Mb/sまでの品目のものに限りま

す。）に係るものに限ります。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

  株 式 会 社 Ｓ

ＴＮｅｔ 

高速イーサネット網接続サービス

（0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/

sごとに10Mb/sまでの品目のもの

に限ります。） 

10Mb/s品目のもの         

   高速イーサネット網接続サービス

（20Mb/sから10Mb/sごとに100

Mb/sまでの品目のものに限りま

す。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

  株式会社QT

net 

高速イーサーネット専用サービス

（0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/

sごとに10Mb/sまでの品目のもの

に限ります。） 

10Mb/s品目のもの         
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   高速イーサーネット専用サービス

（20Mb/sから10Mb/sごとに100

Mb/sまでの品目のものに限りま

す。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

  Ｏ Ｔ Ｎ ｅ ｔ

株式会社 

高速イーサネット専用サービス（1

Mb/sから1Mb/sごとに5Mb/sま

で及び10Mb/s品目のものに限り

ます。） 

10Mb/s品目のもの         

   高速イーサネット専用サービス（2

0Mb/sから10Mb/sごとに50Mb/s

まで及び100Mb/s品目のものに限

ります。） 

100Mb/s品目のも

の 

        

  備考 アクセスタイプ１のアクセス速度は、当社が別に定める場合を除き、

他社接続契約者回線の品目と同一のものとします。 

（注）この備考に規定する当社が別に定める場合は、他社接続契約者回線

に係る電気通信サービスが株式会社オプテージの高速イーサネット専

用サービス（1Gb/s品目のものに限ります。）の場合又はＯＴＮｅｔ株

式会社の高速イーサネット専用サービス（100Mb/s品目のものに限り

ます。）の場合であって、アクセスタイプ１のアクセス速度を60Mb/s

から10Mb/sごとに90Mb/sまでのいずれかとするときとします。 

        

 ２ アクセスタイプ１に係る接続契約者回線等の契約の種別は、アクセスタイプ

１の契約の種別と同一のものとします。 

    

 ３ 別記５の(2)に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表において、接続可能

な他社接続契約者回線に係る契約の種別及び通信又は保守の態様による細目

について別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

    

 ４ 当社は、アクセスタイプ１に係るＶＰＮ契約者にアクセス回線共用を提供し

ます。この場合において、同一のアクセス回線共用を行う他の電気通信サービ

スの契約約款及び料金表にその他社接続共用回線の通信又は保守の態様によ

る細目について別段の定めがあるときは、その定めるところによります。 

    

 ５ １の規定にかかわらず、アクセス回線共用（他社接続契約者回線（ＳＴＭア

クセスに係るものに限ります。）に係るものに限ります。）を行う場合の他社接

続共用回線の品目は、アクセスタイプ１の品目にかかわらず別記５の(1)に掲
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げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定するもののうち、高速品目（64k

b/s品目のものを除きます。）とします。 

 ６ ２の規定にかかわらず、アクセス回線共用を行う場合の他社接続共用回線の

契約の種別は、契約の種別があるものについては臨時（それに相当するものを

含みます。）以外のものとします。 

    

 ７ １の規定にかかわらず、アクセス回線共用回線群の品目に係る符号伝送速度

の合計値は、他社接続共用回線の品目に係る符号伝送速度以下とします。 

    

 ８ アクセス回線共用（他社接続契約者回線に係るものに限ります。）を行う場

合において、第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の表の１欄及び第6

4条（責任の制限）第３項に規定する時間については、他社接続共用回線の部

分の料金について、その通信又は保守の態様に応じ、別記５の(1)に掲げる協

定事業者の契約約款及び料金表の規定により適用します。 

    

 ９ 当社は、他社接続契約者回線が次に掲げるものに該当する場合はＶＰＮ契約

を締結しません。 

    

 (1) ＳＴＭアクセス（他社接続契約者回線が、別記５の(1)に掲げる協定事業

者の契約約款及び料金表に規定する多重アクセスを利用するものに限りま

す。）に係るもの 

    

 (2) ＳＴＭアクセス（他社接続契約者回線が、別記５の(1)に掲げる協定事業

者の契約約款及び料金表に規定する64kb/s品目のものであって48kbit/sの

符号伝送が可能なものであって契約の区分がプラン１のものに限ります。）

に係るもの 

    

 10 ９に規定するほか、当社は、接続契約者回線等がＳＴＭアクセスに係るもの

となる場合に限り臨時ＶＰＮ契約を締結します。 

    

 

(イ) アクセスタイプ５に係るもの 

 アクセスタイプ５には、次の品目があります。 

 

 品   目 内    容      

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの       

 100Mb/s 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの       

  1000Mb/s 1000Mbit/sの符号伝送が可能なもの       

 備考     

 １ イーサネットアクセスには、次のアクセス速度の区分があります。     
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品目 

アクセス 

速度の区分 
内    容 

        

  10Mb/s 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

  100Mb/s 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

  1000Mb/s 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   200Mb/s 200Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   300Mb/s 300Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   400Mb/s 400Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   500Mb/s 500Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   600Mb/s 600Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   700Mb/s 700Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   800Mb/s 800Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   900Mb/s 900Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

   1000Mb/s 1000Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの         

 ２ 当社は、アクセスタイプ５に係るものについては、臨時ＶＰＮ契約を締結し

ません。 

    

 

(ウ) 削除 

 

 

ウ ＶＰＮサービスの通信又は保守の態様による細目 

 ＶＰＮサービスには、次の通信又は保守の態様による細目があります。 

 (ア) アクセスタイプ１に係るもの 

 

Ａ 通信の相手先 

 ＶＰＮ契約者は、通信モードごとに次表に掲げる通信の相手先との通信を行

うことを受けることができます。 

 

 通信モード 通信の相手先      

 データモード その所属ＶＰＮグループを構成するＶＰＮグループ回

線（データモードに係るもの（通信の相手先がＶＰＮサ

ービス以外のものとなる場合は、それに相当するもの

とします。）に限ります。） 

 ただし、料金表第１表に別段の定めがある場合はこ

の限りではありません。 
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 備考     

 １ 本欄に規定するほか、ＶＰＮ契約者は、当社のＩＰ通信網サービス契約約款

に定める第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る電気通信設備との間

で通信を行うことができます。 

    

 ２ ＶＰＮ契約者は、１のＶＰＮサービスによりデータモードによる通信及び備

考１による通信を同時に行うことができます。 

    

 

Ｂ ポート速度に係る細目 

 

 細   目 内    容      

 0.5Mb/s 0.5Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 １Mb/s １Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ２Mb/s ２Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ３Mb/s ３Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ４Mb/s ４Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ５Mb/s ５Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ６Mb/s ６Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ７Mb/s ７Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ８Mb/s ８Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ９Mb/s ９Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 20Mb/s 20Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 30Mb/s 30Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 40Mb/s 40Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 50Mb/s 50Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 60Mb/s 60Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 70Mb/s 70Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 80Mb/s 80Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 90Mb/s 90Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 200Mb/s 200Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 300Mb/s 300Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 400Mb/s 400Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      
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 500Mb/s 500Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 600Mb/s 600Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 700Mb/s 700Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 800Mb/s 800Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 900Mb/s 900Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 1000Mb/s 1000Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 備考     

 １ 当社は、イーサネットアクセスについてポート速度に係る細目を定めます。 

２ ポート速度に係る細目は、イーサネットアクセスの品目ごとに次のとおりと

します。この場合において、ＶＰＮ契約者は、ポート速度に係る符号伝送速度

を超える通信を行うことができません。 

    

 (1) 10Mb/s品目に係るもの 

 0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/sごとに10Mb/sまでのものとします。こ

の場合において、イーサネットアクセス（第１種サービスに係るものに限り

ます。）のポート速度に係る細目とアクセス速度は同一のものとします。 

    

 (2) 100Mb/s品目に係るもの 

 10Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sまでのものとします。この場合にお

いて、イーサネットアクセス（第１種サービス（当社が別に定めるものを除

きます。）に係るものに限ります。）のポート速度に係る細目とアクセス速度

は同一のものとします。 

    

 (3) 1000Mb/s品目に係るもの 

 100Mb/sから100Mb/sごとに1000Mb/sまでのものとします。 

    

 （注）本欄２の(2)に規定する当社が別に定める第１種サービスは、他社接続契

約者回線（別記５の(2)に掲げる協定事業者に係るものに限ります。）に係る

第１種サービスとします。 

    

 

Ｃ １芯式と２芯式の区別 

 

 区   別 内    容      

 １芯式 端末回線（契約者回線又は加入者回線と回線終端装置

又は端末設備とを接続するための線条（端末設備にお

いては、屋内配線とします。）をいいます。以下同じと

します。）が１芯のもの 
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 ２芯式 端末回線が２芯のもの      

 備考     

 １ 当社は、１芯式と２芯式の区別をＡＴＭアクセスに係るＶＰＮ契約者に限り

提供します。 

    

 ２ 当社は、45Mb/s及び135Mb/s品目に係るＶＰＮサービスについては２芯式

を、その他の品目に係るＶＰＮサービスについては１芯式又は２芯式を、提供

します。 

 ただし、１芯式（ＡＴＭアクセスに係るものに限ります。）において、その回

線終端装置の端末側インタフェースごとに接続可能なＶＰＮサービスの品目

は、当社が別に定めるところによります。 

    

 ３ 当社は、１芯式の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。     

 （注）本欄２に規定する当社が別に定める接続可能なＶＰＮサービスの品目は、

回線終端装置の端末側インタフェースごとに、次のとおりとします。 

    

  端末側インタフェース 品    目         

  メタリックケーブル 0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/sごとに2

4Mb/sまでの品目 

        

  同軸ケーブル 0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/sごとに4

0Mb/sまでの品目 

        

  光ケーブル  0.5Mb/s及び１Mb/sから１Mb/sごとに4

4Mb/sまでの品目 

        

      

 

Ｄ 加入者回線等インタフェースの区別 

 

 区   別 内    容      

 10BASE-T 10Mb/s品目のものであって、加入者回線等（加入者回

線又は契約者回線（当社が別に定めるＩＰ伝送サービ

ス取扱所内を終端とするものに限ります。）に係るもの

をいいます。以下この欄において同じとします。）の終

端に係るインタフェースが10BASE-Tのもの 

（注）本欄に規定する当社が別に定めるＩＰ伝送サー

ビス取扱所は、ＶＰＮ契約の申込みをする者及び

ＶＰＮ契約者に開示します。 
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 100BASE-TX 100Mb/s品目のものであって、加入者回線等の終端に

係るインタフェースが100BASE-TXのもの 

     

 1000BASE-SX 1000Mb/s品目のものであって、加入者回線等の終端

に係るインタフェースが1000BASE-SXのもの 

     

 1000BASE-LX 1000Mb/s品目のものであって、加入者回線等の終端

に係るインタフェースが1000BASE-LXのもの 

     

 備考     

 １ 当社は、加入者回線等インタフェースの区別を、イーサネットアクセス（加

入者回線等に係るものに限ります。）に係るＶＰＮ契約者に限り提供します。 

    

 ２ 当社は、加入者回線等（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）の

終端の場所に当社のインタフェースケーブルを設置します。 

    

 

Ｅ ＶＰＮノード装置等の収容パターンに係る区別 

 

 区   別 内    容      

 収容パターン１ 当社が指定するＩＰ伝送サービス取扱所に設置された

ＶＰＮノード装置に契約者回線等を収容するもの 

     

 収容パターン２ 当社が指定するＩＰ伝送サービス取扱所以外のＩＰ伝

送サービス取扱所に設置されたＶＰＮノード装置に契

約者回線等を収容するもの 

     

 備考     

 １ 当社は、ＶＰＮノード装置等の収容パターンに係る区別を、イーサネットア

クセス（他社接続契約者回線（当社が別に定める協定事業者に係るものに限り

ます。）及び加入者回線（登録タイプ２に係るもの及び当社が別に定める当社

の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに係るものを除きます。以

下この欄において同じとします。）に係るものに限ります。）に係るＶＰＮ契約

者に限り提供します。 

    

 ２ 備考１の規定にかかわらず、イーサネットアクセス（他社接続契約者回線（当

社が別に定める協定事業者に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）

については、収容パターン１に限り提供します。 

    

 ３ 当社は、収容パターン１を利用するＶＰＮ契約者に限り、収容パターン２を

提供します。 

    

 ４ 備考３に規定するほか、収容パターン２に係る契約者回線等の終端の場所     
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が、収容パターン１に係る契約者回線等の終端の場所と同一である場合に限

り、収容パターン２を提供します。 

 ５ ＶＰＮ契約者（収容パターン２に係る者に限ります。）は、収容パターン１

に係るＶＰＮ契約の数を超えて、収容パターン２に係るＶＰＮ契約の申込みを

することはできません。 

    

 （注１）備考１に規定する当社が別に定める協定事業者は、ＫＤＤＩ株式会社及

び株式会社オプテージとします。 

    

 （注２）備考１に規定する当社が別に定める当社の契約約款及び料金表に規定す

る電気通信サービスは、Universal Oneサービス契約約款（第３編）に規定

するＶＰＮサービスとします。 

    

 （注３）備考２に規定する当社が別に定める協定事業者は、株式会社オプテージ

とします。 

    

 

Ｆ 利用できる通信プロトコルの細目 

 

 細   目 内    容      

 ＩＰｖ４プロトコル ＩＰｖ４プロトコルによる通信を行うもの      

 

Ｇ 登録アドレスによる区別 

 

 区   別 内    容      

 登録タイプ１ ＶＰＮノード装置に登録可能なＶＰＮ契約者に係るネ

ットワークアドレスが１以上のものであって登録タイ

プ２以外のもの 

     

 登録タイプ２ ＶＰＮノード装置に登録可能なＶＰＮ契約者に係るネ

ットワークアドレスが１のもの 

     

 備考     

 １ 当社は、登録アドレスによる区別を、イーサネットアクセス（加入者回線に

係るものに限ります。）に係るＶＰＮ契約者に限り提供します。 

    

 ２ 備考１の規定にかかわらず、当社は、登録タイプ２については、10Mb/s品

目に限り提供します。 

    

 

(ア) アクセスタイプ５に係るもの 

 

Ａ 通信可能な区域による細目  
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 細   目 内    容      

 プラン１ そのアクセスタイプ５に係る網終端装置（ＩＰ伝送網

と当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表

に規定するＩＰ通信網との間の通信を介するために当

社が設置する電気通信設備をいいます。）が設置されて

いる場所と同一の都道府県内のみにおいて、ＩＰ伝送

網と当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金

表に規定するＩＰ通信網との間の伝送交換が可能なも

の 

（注）本欄に規定する当社が別に定める協定事業者の

契約約款は、NTT東⽇本株式会社及びNTT西⽇本

株式会社のＩＰ通信網サービス契約約款としま

す。 

     

 プラン２ プラン１以外のもの      

 

Ｂ 通信の相手先 

 ＶＰＮ契約者は、通信モードごとに次表に掲げる通信の相手先との通信を行

うこと及び利用回線からの着信を受けることができます。 

 

 通信モード 通信の相手先      

 データモード その所属ＶＰＮグループを構成するＶＰＮグループ回

線（データモードに係るもの（通信の相手先がＶＰＮサ

ービス以外のものとなる場合は、それに相当するもの

とします。）に限ります。） 

 ただし、料金表第１表に別段の定めがある場合はこ

の限りではありません。 

     

 備考     

 １ 本欄に規定するほか、ＶＰＮ契約者は、当社のＩＰ通信網サービス契約約款

に定める第３種シェアードＩＰ－ＰＢＸサービスに係る電気通信設備との間

で通信を行うことができます。 

    

 ２ ＶＰＮ契約者は、１のＶＰＮサービスによりデータモードによる通信及び備

考１による通信を同時に行うことができます。 
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Ｃ ポート速度に係る細目 

 

 細   目 内    容      

 １Mb/s １Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ２Mb/s ２Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ３Mb/s ３Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ４Mb/s ４Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ５Mb/s ５Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ６Mb/s ６Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ７Mb/s ７Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ８Mb/s ８Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ９Mb/s ９Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 20Mb/s 20Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 30Mb/s 30Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 40Mb/s 40Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 50Mb/s 50Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 60Mb/s 60Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 70Mb/s 70Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 80Mb/s 80Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 90Mb/s 90Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 200Mb/s 200Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 300Mb/s 300Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 400Mb/s 400Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 500Mb/s 500Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 600Mb/s 600Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 700Mb/s 700Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 800Mb/s 800Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 900Mb/s 900Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 1000Mb/s 1000Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

36/137 

 備考     

 １ 当社は、イーサネットアクセスについてポート速度に係る細目を定めます。 

２ ポート速度に係る細目は、イーサネットアクセスの品目ごとに次のとおりと

します。この場合において、ＶＰＮ契約者は、ポート速度に係る符号伝送速度

を超える通信を行うことができません。 

    

 (1) 10Mb/s品目に係るもの 

 １Mb/sから１Mb/sごとに10Mb/sまでのものとします。 

    

 (2) 100Mb/s品目に係るもの 

 10Mb/sから10Mb/sごとに100Mb/sまでのものとします。 

    

 (3) 1000Mb/s品目に係るもの 

 100Mb/sから100Mb/sごとに1000Mb/sまでのものとします。この場合

において、イーサネットアクセスのポート速度に係る細目とアクセス速度は

同一のものとします。 

    

 

Ｄ 通信可能な相手先による細目 

 

 細   目 内    容      

 タイプ２ ＩＰ伝送網と当社が別に定める協定事業者の契約約款

及び料金表に規定するＩＰ通信網との間をイーサネッ

ト方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うも

の 

（注）本欄に規定する当社が別に定めるＩＰ通信網は、

NTT東⽇本株式会社及びNTT西⽇本株式会社のＩ

Ｐ通信網サービス契約約款に規定するＩＰ通信網

（メニュー１、メニュー４及びメニュー５（100M

b/s又は200Mb/sの品目に限ります。）に係るもの

に限ります。）とします。 

     

 

(ウ) アクセスタイプ７に係るもの 

 

Ａ 通信の種類  

 通信の種類 内    容      

 コース３ Universal Oneサービス契約約款（第１編）に規定する

Universal Oneサービスと接続するもの 
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 備考     

 １ ＶＰＮ契約者は、通信モードごとに次表に掲げる通信の相手先との通信を行

うことができます。 

    

  通信モード 通信の相手先         

  データモード その所属ＶＰＮグループを構成するＶＰＮ

グループ回線（データモードに係るもの（通

信の相手先がＶＰＮサービス以外のものと

なる場合は、それに相当するものとしま

す。）に限ります。） 

 ただし、料金表第１表に別段の定めがあ

る場合はこの限りではありません。 

        

 ２ ＶＰＮ契約者は、通信の種類の変更は、行うことができません。     

 

Ｂ 削除 

Ｃ 削除 

Ｄ 削除 

 

 

(2) 国際ＶＰＮサービス 

 ア 国際ＶＰＮサービスの区分 

  国際ＶＰＮサービスには、次の区分があります。 

 

(2) 国際ＶＰＮサービス 

 ア 国際ＶＰＮサービスの区分 

  国際ＶＰＮサービスには、次の区分があります。 

 区  分 内    容   区  分 内    容  

 アクセスタイプ１ （略）   アクセスタイプ１ （略）  

 アクセスタイプ２ （略）   アクセスタイプ２ （略）  

 アクセスタイプ３ ＶＰＮサービスを利用するもの      

 備考   備考  

 １ 当社は、ＶＰＮグループ代表者に限り、アクセスタイプ３を提供します。 

２〜３ （略） 

  １ 削除 

２〜３ （略） 

 

 

イ 国際ＶＰＮサービスの品目 

 (ア)〜(イ) （略） 

 

イ 国際ＶＰＮサービスの品目 

 (ア)〜(イ) （略） 

 

(ウ) アクセスタイプ３に係るもの 
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 アクセスタイプ３には、次の品目があります。 

 品   目 内    容      

 0.5Mb/s 0.5Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 １Mb/s １Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ２Mb/s ２Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ３Mb/s ３Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ４Mb/s ４Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ５Mb/s ５Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ６Mb/s ６Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ７Mb/s ７Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ８Mb/s ８Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 ９Mb/s ９Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 10Mb/s 10Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 20Mb/s 20Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 30Mb/s 30Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 40Mb/s 40Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 50Mb/s 50Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 60Mb/s 60Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 70Mb/s 70Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 80Mb/s 80Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 90Mb/s 90Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 100Mb/s 100Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 200Mb/s 200Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 300Mb/s 300Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 400Mb/s 400Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 500Mb/s 500Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 600Mb/s 600Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 700Mb/s 700Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 800Mb/s 800Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 900Mb/s 900Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      

 1000Mb/s 1000Mbit/sまでの符号伝送が可能なもの      
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ウ （略） 

 

ウ （略） 

 

19 削除 

 

19 削除 

 

 （長期利用割引） 

20 長期利用に係る料金の割引の適用については次のとおりとします。 

 

 （長期利用割引） 

20 長期利用に係る料金の割引の適用については次のとおりとします。 

(1) 当社は、ＩＰ伝送契約者（臨時ＶＰＮ契約者、アクセスタイプ５及びアクセスタイ

プ７に係るＶＰＮ契約者を除きます。以下この通則20において同じとします。）から、

そのＩＰ伝送契約について、次表に規定する期間の継続利用（以下「長期利用」といい

ます。）の申出があった場合には、国際ＶＰＮ契約者についてはその期間（以下「長期

利用期間」といいます。）、ＶＰＮ契約者（アクセスタイプ１に係る者に限ります。）に

ついては長期利用期間及びその満了後において、料金表第１表（料金）に規定する回線

使用料（基本料を除きます。以下この通則20において同じとします。）の額（料金表第

１表第１（基本料金）の１－１（適用）の(1)から(5)欄までの適用又は料金表第１表第

１の２－１（適用）の(1)から(5)欄までの適用による場合は、適用した後の額としま

す。）及び定額通信料金の額（料金表第１表第２（通信料金）の１－１（適用）の(1)か

ら(2)欄の適用による場合又は料金表第１表第２の２－１（適用）の適用による場合は、

適用した後の額とします。）から同表に規定する額の割引（以下「長期利用割引」とい

います。）を行います。この場合、長期利用割引の種類は、あらかじめいずれか１つを

選択していただきます。 

(1) 当社は、ＩＰ伝送契約者から、そのＩＰ伝送契約について、次表に規定する期間の

継続利用（以下「長期利用」といいます。）の申出があった場合には、国際ＶＰＮ契約

者についてはその期間（以下「長期利用期間」といいます。）、料金表第１表（料金）に

規定する回線使用料（基本料を除きます。以下この通則20において同じとします。）の

額（料金表第１表第１（基本料金）の２－１（適用）の(1)から(5)欄までの適用による

場合は、適用した後の額とします。）及び定額通信料金の額（料金表第１表第２（通信

料金）の２－１（適用）の適用による場合は、適用した後の額とします。）から同表に

規定する額の割引（以下「長期利用割引」といいます。）を行います。この場合、長期

利用割引の種類は、あらかじめいずれか１つを選択していただきます。 

ア ＶＰＮ契約に係るもの 

 【割引額（⽉額）】 

  回線使用料及び定額通信料金に次表に規定する割引率を乗じて得た額の合計額 

ア 削除 

 長期利用割引の種類 長期利用期間 割 引 率       

 (ア) ３年利用型 ３年間 回線使用料 ７％       

   定額通信料金 10％       

 (イ) ６年利用型 ６年間 回線使用料 11％       

   定額通信料金 11％       

 

イ （略） 

 

イ （略） 
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(2) 当社は、長期利用の申出を当社が承諾した⽇（ＩＰ伝送契約の申込みと同時に長期

利用の申出があった場合においては、そのＩＰ伝送サービス（臨時ＶＰＮ契約に係る

ものを除きます。以下この通則20において同じとします。）の提供を開始した⽇）を起

算開始⽇として、長期利用割引を適用します。 

(2) 当社は、長期利用の申出を当社が承諾した⽇（ＩＰ伝送契約の申込みと同時に長期

利用の申出があった場合においては、そのＩＰ伝送サービスの提供を開始した⽇）を

起算開始⽇として、長期利用割引を適用します。 

(3) （略） (3) （略） 

(4) 当社は、長期利用に係るＩＰ伝送契約の解除があった場合又は長期利用期間の満了

後において長期利用割引の適用を受けているＶＰＮ契約のＶＰＮサービスの区分の変

更があった場合には、長期利用割引を廃止します。 

(4) 当社は、長期利用に係るＩＰ伝送契約の解除があった場合には、長期利用割引を廃

止します。 

(5)〜(9) （略） (5)〜(9) （略） 

(10) 当社は、長期利用期間の満了前にＩＰ伝送契約の解除、接続事業者変更又は区分、

品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更、他社接続契約者回線に係る種類、

品目、終端の場所、サービスクラスによる区別、保守の区別若しくは１芯式と２芯式の

区別の変更又は通信モード若しくは通信の態様による細目の廃止（以下この通則20に

おいて「細目の廃止等」といいます。）によりそのＩＰ伝送契約に係る回線使用料及び

定額通信料金の合計額（以下「長期利用適用料金」といいます。）が減少した場合又は

長期利用割引の廃止があった場合には、それぞれ次表に規定する額（以下この通則20

において「長期利用違約金」といいます。）を当社が定める期⽇までに一括してＩＰ伝

送契約者から支払っていただきます。 

(10) 当社は、長期利用期間の満了前にＩＰ伝送契約の解除、接続事業者変更又は区分、

品目若しくは通信又は保守の態様による細目の変更、他社接続契約者回線に係る種類、

品目、終端の場所、サービスクラスによる区別、保守の区別若しくは１芯式と２芯式の

区別の変更又は通信モード若しくは通信の態様による細目の廃止（以下この通則20に

おいて「細目の廃止等」といいます。）によりそのＩＰ伝送契約に係る回線使用料及び

定額通信料金の合計額（以下「長期利用適用料金」といいます。）が減少した場合又は

長期利用割引の廃止があった場合には、それぞれ次表に規定する額（以下この通則20

において「長期利用違約金」といいます。）を当社が定める期⽇までに一括してＩＰ伝

送契約者から支払っていただきます。 

 区   分 長 期 利 用 違 約 金   区   分 長 期 利 用 違 約 金  

 ＶＰＮ契約に係るもの    削除 削除  

  (ア) 長期利用適用料金

が減少した場合 

残余の期間に対応する長期利用適用料金に長期利

用割引を適用した額の差額（減少前の長期利用適用

料金に長期利用割引を適用した額から減少後の長

期利用適用料金に長期利用割引を適用した額を控

除して得た額をいいます。）に0.35を乗じて得た額 

      

  (イ) 長期利用割引の廃

止があった場合（(ア)

の適用による場合を除

きます。） 

残余の期間に対応する廃止前の長期利用適用料金

に長期利用割引を適用した額に0.35を乗じて得た

額 

      

 国際ＶＰＮ契約に係るもの    国際ＶＰＮ契約に係るもの   

  (ア) （略） （略）    (ア) （略） （略）  

  (イ) （略） （略）    (イ) （略） （略）  
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(11) (10)の規定にかかわらず、料金表第１表第１の１－１の(5)欄、料金表第１表第１

の２－１の(5)欄、料金表第１表第２の１－１の(2)欄又は料金表第１表第２の２－１

の(2)欄に規定する最低利用期間内にＩＰ伝送契約の解除又は細目の廃止等があった

場合の支払いを要する額の適用については、次のとおりとします。 

 

(11) (10)の規定にかかわらず、料金表第１表第１の２－１の(5)欄又は料金表第１表

第２の２－１の(2)欄に規定する最低利用期間内にＩＰ伝送契約の解除又は細目の廃

止等があった場合の支払いを要する額の適用については、次のとおりとします。 

ア ＩＰ伝送契約の解除があった場合 

 長期利用違約金と料金表第１表第１の１－１の(5)及び料金表第１表第２の１－

１の(3)又は料金表第１表第１の２－１の(5)及び料金表第１表第２の２－１の(2)

の規定（以下この通則20において「最低利用期間に係る規定」といいます。）により

支払いを要する額の合計額とを⽐較し、高額となる方のみを適用します。 

ア ＩＰ伝送契約の解除があった場合 

 長期利用違約金と料金表第１表第１の２－１の(5)及び料金表第１表第２の２－

１の(2)の規定（以下この通則20において「最低利用期間に係る規定」といいます。）

により支払いを要する額の合計額とを⽐較し、高額となる方のみを適用します。 

イ〜ウ （略） イ〜ウ （略） 

 

 （高額利用割引） 

21 高額利用に係る料金の割引の適用については次のとおりとします。 

 

 （高額利用割引） 

21 高額利用に係る料金の割引の適用については次のとおりとします。 

(1)〜(8) （略） (1)〜(8) （略） 

 (9) (1)から(8)までの規定にかかわらず、ＩＰ伝送契約者は、ＶＰＮ契約を含む高額利

用指定回線群を新たに構成する申出及び既存の高額利用指定回線群に新たにＶＰＮ契

約を追加する申出を行うことはできません。 

（注） （略） （注） （略） 

 

 （サービス品質（開通遅延期間）に係る料金の扱い） 

22 ＶＰＮサービスの開通遅延期間に係る料金の扱いについては次のとおりとします。 

 

 

22 削除 

(1) 当社は、第17条（ＶＰＮ契約申込の承諾）の規定によりＶＰＮサービス（アクセス

タイプ１及びアクセスタイプ５に限ります。以下この通則22において同じとします。）

に係るＶＰＮ契約（ＶＰＮ契約（アクセスタイプ７に係るものに限ります。）及び臨時

ＶＰＮ契約を除きます。以下通則27までにおいて同じとします。）の申込みの承諾をし

た場合において、当社とそのＶＰＮサービスに係るＶＰＮ契約者（臨時ＶＰＮ契約者

を除きます。以下通則27までにおいて同じとします。）とがそのＶＰＮサービスの提供

の開始を合意した⽇（以下この通則22において「開通予定⽇」といいます。）に、ＶＰ

Ｎ契約者の責めによらない理由によりそのＶＰＮサービスの提供を開始できなかった

場合（次のアからキに係る電気通信サービスの提供を開始できなかった場合に限りま

す。）に限り、開通予定⽇からＶＰＮサービスの提供を開始した⽇までの⽇数（開通予

定⽇から起算してその翌⽇を１⽇とした⽇数とします。以下この通則22において「開
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通遅延⽇数」といいます。）に応じて、そのＶＰＮ契約に係る料金（以下「ＶＰＮ開通

遅延返還料金額」といいます。）を返還します。 

ア ＶＰＮノード装置相互間 

イ 回線収容部等又は契約者回線の終端とＶＰＮノード装置との間 

 

ウ 他社接続契約者回線（別記５の(1)に掲げる協定事業者に係る電気通信サービス

（当社が別に定めるものに限ります。）に係るもの限ります。）に係る区間 

 

エ 他社接続契約者回線（アクセスタイプ１（イーサネットアクセス（当社が別に定め

るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る区間 

 

オ 加入者回線（アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）

に係るものに限ります。）に係る区間 

 

カ 契約者回線に係る区間 

キ 端末設備（当社が別に定めるものに限ります。）に係る区間 

 

(2) ＶＰＮ開通遅延返還料金額は、そのＶＰＮサービスの提供を開始した⽇における、

次のアからウまでに掲げる⽉額料金（そのＶＰＮサービスに係るものに限ります。）の

合計額（以下「ＶＰＮ開通遅延返還基準額」といいます。）に次表に規定する料金返還

率を乗じて得た額とします。 

 

ア 料金表第１表（料金）第１（基本料金）に規定する回線使用料（１－１（適用）の

(1)から(4)欄までの適用による場合並びに料金表別表３の規定による場合は、適用

した後の額とします。）のアクセス回線料（次の(ア)から(ウ)までのものを除きます。） 

 

(ア) アクセスタイプ５に係るもの 

(イ) アクセスタイプ１（イーサネットアクセス（当社が別に定めるものを除きま

す。）に係るものに限ります。）に係るもの 

(ウ) アクセスタイプ１（ＡＴＭアクセス（加入者回線に係るものに限ります。）に

係るものに限ります。）に係るもの 

 

イ 料金表第１表第２（通信料金）に規定する定額通信料金（１－１（適用）の(1)欄

の適用による場合並びに料金表別表３の規定による場合は、適用した後の額としま

す。） 

 

ウ 料金表第１表第１に規定する回線終端装置使用料、屋内配線使用料及び機器使用

料（第２種サービスに係るものに限ります。）並びにインタフェースケーブル使用料

及び構内インタフェースケーブル使用料 

エ 料金表第１表第１に規定する加算料 

 

 開通遅延⽇数 料  金  返  還  率       
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 １⽇ 10％       

 ２⽇以上15⽇未満 開通遅延⽇数が１⽇となる場合に適用される料金返還

率に、１⽇を超える１⽇ごとに１％を加算した率 

      

 15⽇ 25％       

 16⽇以上28⽇未満 開通遅延⽇数が15⽇となる場合に適用される料金返還

率に、15⽇を超える１⽇ごとに２％を加算した率 

      

 28⽇以上 50％       

 

(3) (1)及び(2)の場合において、返還するＶＰＮ開通遅延返還料金額は、次のア又はイ

の規定により算出する料金額（以下「ＶＰＮ開通遅延返還上限額」といいます。）を上

限として適用します。 

 

ア イ以外の場合 

 そのＶＰＮサービスの提供を開始した⽇を含む料金⽉に係る⽉額料金（ＶＰＮ開

通遅延返還基準額に係るもの（通則３、４及び７に規定する場合が生じたときは通

則３、４、６及び７の規定に基づき算出した額とします。）に限ります。）の合計額

（第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこと

となる料金額、通則19の規定により割引となる料金額、通則20の規定により割引と

なる料金額、通則21の規定により割引となる料金額並びに料金表別表３の規定によ

り割引となる料金額の合計額を減じた額とします。） 

 

イ 料金⽉の初⽇以外の⽇にそのＶＰＮサービスの提供を開始した場合 

 そのＶＰＮサービスの提供を開始した⽇を含む料金⽉及び翌料金⽉について、そ

れぞれアの規定に準じた方法により算出した料金額の合計額 

 

(4) 通則22に規定する料金の返還と通則23から通則27までの規定による料金の返還を

同時に行う場合のＶＰＮ開通遅延返還料金額の取扱いについては、通則27の(3)に定め

るところによります。 

 

（注１）(1)に規定する当社が別に定める別記５の(1)に掲げる協定事業者に係る電気通信

サービスは、別記５の(1)に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に規定する高速デ

ィジタル伝送サービスとします。 

 

（注２）(1)及び(2)に規定する当社が別に定めるイーサネットアクセスは、1000Mb/s品

目に係るもの（他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式会社オプテージとなるも

のに限ります。）に係るものとします。 
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（注３）(1)に規定する当社が別に定める端末設備は、その契約者回線等に係る電気通信事

業者がレンタル提供する屋内配線又は回線接続装置（それに相当するものを含みま

す。）とします。 

 

 

 （サービス品質（故障回復時間）に係る料金の扱い） 

23 ＶＰＮサービスの故障回復時間に係る料金の扱いについては次のとおりとします。 

 

 

23 削除 

(1) 当社は、ＶＰＮ契約者にＶＰＮサービスを提供する場合において、ＶＰＮ契約者の

責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、そのＶＰＮサービスの一部

又は全部が利用できない状態（そのＶＰＮ契約に係る電気通信設備による通信に著し

い支障が生じ、一部又は全部が利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。以下通則27までにおいて同じとします。）が次のアからキまでに係る区間において

生じたときであって、そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態である

ことを当社が知った時刻（第62条（ＩＰ伝送契約者の切分責任）の規定により、その

ＶＰＮ契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知っ

た場合は、その知った時刻とします。）とします。）から起算して、１時間以上その状態

が連続したときに限り、そのＶＰＮ契約に係る料金（以下「ＶＰＮ故障返還料金額」と

いいます。）を返還します。 

 ただし、第47条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に当社がＶＰＮサービス

の利用の中止をあらかじめそのＶＰＮ契約者に通知したとき又は第49条（接続休止）

の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。この場合において、その

ＶＰＮ契約に係る料金については、第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の規

定（表の１欄、３欄又は４欄に係るものに限ります。）を適用します。 

 

ア ＶＰＮノード装置相互間 

イ 回線収容部等又は契約者回線の終端とＶＰＮノード装置との間 

ウ 他社接続契約者回線（アクセスタイプ１（イーサネットアクセス（当社が別に定め

るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係る区間 

エ 加入者回線（アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）

に係るものに限ります。）に係る区間 

オ 契約者回線に係る区間 

カ 端末回線に係る区間 

キ 端末設備（当社が別に定めるものに限ります。）に係る区間 
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(2) (1)の規定によりＶＰＮ故障返還料金額を返還する場合は、当社は、第53条第２項

第３号の規定（表の１欄又は３欄に係るものに限ります。）は適用しません。 

 ただし、(4)に掲げる⽉額料金以外のそのＶＰＮサービスに係る⽉額料金について

は、第53条第２項第３号の規定（表の１欄又は３欄に係るものに限ります。）を適用し

ます。 

 

(3) (1)に規定するほか、当社の故意又は重大な過失によりそのＶＰＮサービスの全部

が利用できない状態（その状態が連続した時間が１時間未満となるものに限ります。）

が生じたときは、当社は、第53条第２項第３号の規定（表の２欄に係るものに限りま

す。）を適用します。 

 

(4) 当社は、そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態が連続した時点に

おける、次に掲げる⽉額料金（そのＶＰＮサービスに係るものに限ります。）の合計額

（以下「ＶＰＮ故障返還基準額」といいます。）を元に故障返還料金額を算出します。 

 

ア 料金表第１表（料金）第１（基本料金）に規定する回線使用料（１－１（適用）の

(1)から(4)欄までの適用による場合並びに料金表別表３の規定による場合は、適用

した後の額とします。以下この通則23において同じとします。）のアクセス回線料

（次の(ア)から(ウ)までのものを除きます。） 

 

(ア) アクセスタイプ５に係るもの 

(イ) アクセスタイプ１（イーサネットアクセス（当社が別に定めるものを除きま

す。）に係るものに限ります。）に係るもの 

 

(ウ) アクセスタイプ１（ＡＴＭアクセス（加入者回線に係るものに限ります。）に

係るものに限ります。）に係るもの 

 

イ 料金表第１表第１に規定する回線使用料の端末回線使用料 

ウ 料金表第１表第１に規定する回線終端装置使用料、屋内配線使用料及び機器使用

料（第２種サービスに係るものに限ります。）並びにインタフェースケーブル使用料

及び構内インタフェースケーブル使用料 

 

エ 料金表第１表第２（通信料金）に規定する定額通信料金（１－１（適用）の(1)欄

の適用による場合並びに料金表別表３の規定による場合は、適用した後の額としま

す。以下この通則23において同じとします。）の基本額 

オ 料金表第１表第１に規定する加算料 

 

(5) (1)の場合において、そのＶＰＮサービスの全部が利用できない状態が連続した場

合におけるＶＰＮ故障返還料金額は、ＶＰＮ故障返還基準額に次表に規定する料金返

還率を乗じて得た額とします。 
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 (1)に規定する状態が連続した時間 料 金 返 還 率       

 １時間以上２時間未満 10％       

 ２時間以上４時間未満 20％       

 ４時間以上６時間未満 30％       

 ６時間以上８時間未満 40％       

 ８時間以上72時間未満 50％       

 72時間以上 100％       

 

(6) (1)及び(5)の場合において、返還するＶＰＮ故障返還料金額は、次のア又はイの規

定により算出する料金額（以下「ＶＰＮ故障返還上限額」といいます。）を上限として

適用します。 

 

ア イ以外の場合 

 その料金⽉に係る⽉額料金（ＶＰＮ故障返還基準額に係るもの（通則３、４及び７

に規定する場合が生じたときは通則３，４，６及び７の規定に基づき算出した額と

します。）に限ります。）の合計額（第53条第２項第３号の規定により支払いを要し

ないこととなる料金額、通則19の規定により割引となる料金額、通則20の規定によ

り割引となる料金額、通則21の規定により割引となる料金額並びに料金表別表３の

規定により割引となる料金額の合計額を減じた額とします。） 

 

イ その料金⽉がＶＰＮサービスの提供を開始した料金⽉であって、料金⽉の初⽇以

外の⽇にそのＶＰＮサービスの提供を開始した場合 

 その料金⽉及び翌料金⽉について、それぞれアの規定に準じた方法により算出し

た料金額の合計額 

 

(7) (1)の場合において、そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態が連

続した場合が１の料金⽉（(6)のイに規定する場合は、その規定に係る２の料金⽉とし

ます。）において複数回となるときは、当社は、それぞれのＶＰＮ故障返還料金額の合

計額を返還します。 

 ただし、そのＶＰＮ故障返還料金額の合計額がＶＰＮ故障返還上限額を超える場合

においては、当社は、ＶＰＮ故障返還上限額を返還します。 

 

(8) 通則23に規定する料金の返還と通則22又は通則24から通則27までの規定による

料金の返還を同時に行う場合のＶＰＮ故障返還料金額の取扱いについては、通則27の

(3)に定めるところによります。 
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（注１）(1)及び(4)に規定する当社が別に定めるイーサネットアクセスは、1000Mb/s品

目に係るもの（他社接続契約者回線に係る協定事業者が株式会社オプテージとなるも

のに限ります。）とします。 

 

（注２）(1)に規定する当社が別に定める端末設備は、その契約者回線等に係る電気通信事

業者がレンタル提供する屋内配線又は回線接続装置（それに相当するものを含みま

す。）とします。 

 

 

 （サービス品質（故障通知時間）に係る料金の扱い） 

24 ＶＰＮサービスの故障通知時間に係る料金の扱いについては次のとおりとします。 

 

 

24 削除 

(1) 当社は、ＶＰＮ契約者にＶＰＮサービスを提供する場合において、ＶＰＮ契約者の

責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、そのＶＰＮサービスの一部

又は全部が利用できない状態が次のアからエまでに係る区間において生じたときであ

って、そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態であることを当社が知

った時刻から起算して、30分以内にその状態であることをＶＰＮ契約者があらかじめ

指定した連絡先に通知しなかったときに限り、そのＶＰＮ契約に係る料金（以下「ＶＰ

Ｎ故障通知返還料金額」といいます。）を返還します。 

 

ア 回線収容部等（アクセスタイプ１に係るものに限ります。）又は契約者回線の終端

とＶＰＮノード装置との間 

イ ＶＰＮノード装置相互間 

 

ウ 契約者回線（１芯式と２芯式の区別が１芯式のものに限ります。）に係る区間 

エ 加入者回線に係る区間 

 

(2) 当社は、次のアからウまでに掲げる場合には、(1)の規定を適用しません。  

ア 第62条（ＩＰ伝送契約者の切分責任）の規定により、そのＶＰＮ契約者が当社に

修理の請求をしたことにより当社がそのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用でき

ない状態であることを当社が知ったとき 

 

イ そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態であることを当社が知っ

た時点において、そのＶＰＮサービスについて利用中止（当社があらかじめそのこ

とをＶＰＮ契約者に通知したときに限ります。）、利用停止若しくは接続休止として

いるとき 

ウ 連絡先に係る電気通信設備の状況により当社からその連絡先に通知できないとき 

 

(3) ＶＰＮ故障通知返還料金額は、そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない

状態であることを当社が知った時刻における、料金表第１表（料金）第２（通信料金）

に規定する定額通信料金（１－１（適用）の(1)欄の適用による場合並びに料金表別表
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３の規定による場合は、適用した後の額とします。）の基本額（以下「ＶＰＮ故障通知

返還基準額」といいます。）に３％を乗じて得た額とします。 

(4) (1)及び(3)までの場合において、返還するＶＰＮ故障通知返還料金額は、次のア又

はイの規定により算出する料金額（以下「ＶＰＮ故障通知返還上限額」といいます。）

を上限として適用します。 

 

ア イ以外の場合 

 その料金⽉に係る⽉額料金（ＶＰＮ故障通知返還基準額に係るもの（通則３、４及

び７に規定する場合が生じたときは通則３、４、６及び７の規定に基づき算出した

額とします。）に限ります。）の額（第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の

規定により支払いを要しないこととなる料金額、通則19の規定により割引となる料

金額、通則20の規定により割引となる料金額、通則21の規定により割引となる料金

額並びに料金表別表３の規定により割引となる料金額の合計額を減じた額としま

す。） 

 

イ その料金⽉がＶＰＮサービスの提供を開始した料金⽉であって、料金⽉の初⽇以

外の⽇にそのＶＰＮサービスの提供を開始した場合 

 その料金⽉及び翌料金⽉について、それぞれアの規定に準じた方法により算出し

た料金額の合計額 

 

(5) (1)の場合において、そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態であ

ることを当社が知った時刻から起算して、30分以内にその故障をＶＰＮ契約者があら

かじめ指定した連絡先に通知しなかった場合が１の料金⽉（(4)のイの規定に該当する

場合は、その規定に係る２の料金⽉とします。以下この通則24において同じとします。）

において複数回となるときは、当社は、それぞれのＶＰＮ故障通知返還料金額の合計

額を返還します。 

 ただし、そのＶＰＮ故障通知時間返還料金額の合計額がＶＰＮ故障通知時間返還上

限額を超える場合は、ＶＰＮ故障通知返還上限額を返還します。 

 

(6) 通則24に規定する料金の返還と通則22、通則23、通則25から通則27までの規定に

よる料金の返還を同時に行う場合のＶＰＮ故障通知返還料金額の取扱いについては、

通則27の(3)に定めるところによります。 

 

 

 （サービス品質（伝送遅延時間）に係る料金の扱い） 

25 ＶＰＮサービスの伝送遅延時間に係る料金の扱いについては次のとおりとします。 

 

 

25 削除 

(1) 当社は、ＶＰＮ契約者にＶＰＮサービスを提供する場合において、ＶＰＮサービス

に係る網内の１の提供区間の一端から送信されたＩＰパケットのその提供区間の往復

 



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

49/137 

に要する時間（そのＶＰＮサービスの一部又は全部が利用できない状態が生じた場合

の時間を除きます。）を伝送遅延時間とし、その伝送遅延時間の料金⽉単位での平均時

間が、35ミリ秒を超えたときは、そのＶＰＮ契約に係る料金（以下「ＶＰＮ伝送遅延

時間返還料金額」といいます。）を返還します。 

 ただし、そのＶＰＮサービスについて、その料金⽉を連続して利用中止、利用停止又

は接続休止があったときは、この限りでありません。 

(2) ＶＰＮ伝送遅延時間返還料金額は、(1)の状態が生じた料金⽉における、料金表第

１表（料金）第２（通信料金）に規定する定額通信料金（通則３、４及び７に規定する

場合が生じたときは通則３、４、６及び７の規定に基づき算出した額とし、１－１（適

用）の(1)欄の適用による場合並びに料金表別表３の規定による場合は、適用した後の

額とします。）の基本額（第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の規定により支

払いを要しないこととなる料金額を除いたものとします。以下「ＶＰＮ伝送遅延時間

返還基準額」といいます。）に10％を乗じて得た額とします。 

 

(3) 通則25に規定する料金の返還と通則22から通則24まで、通則26又は通則27の規定

による料金の返還を同時に行う場合のＶＰＮ伝送遅延時間返還料金額の取扱いについ

ては、通則27の(3)に定めるところによります。 

 

 

 （サービス品質（全体累積故障時間）に係る料金の扱い） 

26 ＶＰＮサービスの全体累積故障時間に係る料金の扱いについては次のとおりとしま

す。 

 

 

26 削除 

(1) 当社は、次のア及びイに規定する全ての区間において、次表に規定する稼働率が9

9.99％を下回った場合に限り、そのＶＰＮ契約に係る料金（以下「ＶＰＮ全体累積故

障時間返還料金額」といいます。）を返還します。 

 

 区  分 稼     働     率      

 アクセスタイプ１

又はアクセスタイ

プ５に係るもの 

その料金⽉における⽇数に24を乗じて得た時間にＶＰＮサ

ービスの回線数（その料金⽉の末⽇において当社がＶＰＮ契

約者に対して提供している回線の数とします。以下この欄に

おいて同じとします。）を乗じて得た時間（「全体累積稼動時

間」といいます。以下、この表において同じとします。）から、

ＶＰＮ契約者の責めによらない理由によりＶＰＮサービスを

利用することができなかった時間（そのことを当社が知った

時刻（第62条（ＩＰ伝送契約者の切分責任）の規定により、
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ＶＰＮ契約者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前

に当社がそのことを知った場合は、その知った時刻としま

す。）とします。）から起算して、その状態が連続した時間を

いいます。ただし、第47条（利用中止）第１項の規定に該当

する場合に当社がＶＰＮサービスの利用の中止をあらかじめ

そのＶＰＮサービス契約者に通知したとき、又は第49条（接

続休止）の規定により接続休止したときは、その時間を除き

ます。以下この表において同じとします。）を１の料金⽉ごと

に合算して得た時間を減じて得た時間を、全体累積稼動時間

で除して得た割合 

ア 通則23の(1)に規定するアからキまでに係る区間 

イ 当社が別に定める契約約款及び料金表に定めるＶＰＮサービスに係る区間 

 

(2) ＶＰＮ全体累積故障時間返還料金額は、(1)の状態が生じた料金⽉における、通則2

3の(4)のアからオまでに係る⽉額料金（そのＶＰＮサービスに係るものに限り、通則

３、４及び７に規定する場合が生じたときは通則３、４、６及び７の規定に基づき算出

した額とします。）の合計額（第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の規定によ

り支払いを要しないこととなる料金額を除いたものとします。以下「ＶＰＮ全体累積

故障時間返還基準額」といいます。）に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とし

ます。 

 

 稼  働  率 料 金 返 還 率       

 99.8％以上99.99％未満 １％       

 98.0％以上99.8％未満 ３％       

 95.0％以上98.0％未満 10％       

 90.0％以上95.0％未満 20％       

 90.0％未満 100％       

 

(3) 通則26に規定する料金の返還と通則22から通則25まで又は通則27の規定による

料金の返還を同時に行う場合のＶＰＮ全体累積故障時間返還料金額の取扱いについて

は、通則27の(3)に定めるところによります。 

 

（注）(1)に規定する当社が別に定めるＶＰＮサービスは、Universal Oneサービス契約約

款（第３編）及び料金表に規定するＶＰＮサービスとします。 
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 （サービス品質（回線累積故障時間）に係る料金の扱い） 

27 ＶＰＮサービスの回線累積故障時間に係る料金の扱いについては次のとおりとしま

す。 

 

27 削除 

(1) 当社は、ＶＰＮ契約者にＶＰＮサービスを提供する場合において、ＶＰＮ契約者の

責めによらない理由によりその提供をしなかったときは、そのＶＰＮサービスが全く

利用できない状態が通則23の(1)に規定するアからキまでに係る区間において生じた

ときであって、次表に規定する稼働率が99.9％を下回った場合に限り、そのＶＰＮ契

約に係る料金（以下「ＶＰＮ回線累積故障時間返還料金額」といいます。）を返還しま

す。 

 ただし、第47条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に当社がＶＰＮサービス

の利用の中止をあらかじめそのＶＰＮ契約者に通知したとき、又は第49条（接続休止）

の規定により接続休止としたときは、この限りでありません。 

 

 区  分 稼     働     率      

 アクセスタイプ１

又はアクセスタイ

プ５に係るもの 

そのＶＰＮサービスを利用することができなかった時間（そ

のことを当社が知った時刻（第62条（ＩＰ伝送契約者の切分

責任）の規定により、そのＶＰＮ契約者が当社に修理の請求

をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場合は、

その知った時刻とします。）とします。以下この表において同

じとします。）から起算して、その状態が連続した時間をいい

ます。以下この表において同じとします。）を１の料金⽉ごと

に合算した時間を、その料金⽉における利用⽇数に24を乗じ

て得た時間（そのＶＰＮサービスを利用することができなか

った時間を含みます。以下この表において同じとします。）か

ら減じて得た時間を、その料金⽉における利用⽇数に24を乗

じて得た時間で除した割合 

     

 

(2) ＶＰＮ回線累積故障時間返還料金額は、(1)の状態が生じた料金⽉における、通則2

3の(4)のアからオまでに係る⽉額料金（そのＶＰＮサービスに係るものに限り、通則

３、４及び７に規定する場合が生じたときは通則３、４、６及び７の規定に基づき算出

した額とします。）の合計額（第53条（基本料金の支払義務）第２項第３号の規定によ

り支払いを要しないこととなる料金額を除いたものとします。以下「ＶＰＮ回線累積

故障時間返還基準額」といいます。）に次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とし
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ます。 

 稼  働  率 料 金 返 還 率       

 99.8％以上99.9％未満 １％       

 98.0％以上99.8％未満 ３％       

 95.0％以上98.0％未満 ５％       

 90.0％以上95.0％未満 10％       

 90.0％未満 20％       

 

(3) (1)及び(2)に規定するほか、通則22から通則26までの規定及びこの通則27（(1)及

び(2)に限ります。）の規定のうちいずれか２以上を同時に適用する場合は、当社は、Ｖ

ＰＮ開通遅延返還料金額、ＶＰＮ故障回復時間返還料金額、ＶＰＮ故障通知返還料金

額、ＶＰＮ伝送遅延時間返還料金額、ＶＰＮ全体累積故障時間返還料金額及びＶＰＮ

回線累積故障時間返還料金額（そのＶＰＮ契約に係るものに限ります。以下この通則2

7において「ＶＰＮ返還料金額といいます。」）の合計額を返還します。 

 ただし、そのＶＰＮ返還料金額の合計額が、ＶＰＮ開通遅延返還上限額、ＶＰＮ故障

回復返還上限額、ＶＰＮ故障通知返還上限額又は次のアからウまでに掲げる額（その

ＶＰＮ契約に係るものに限ります。）を⽐較して、最も高額となる額（以下「ＶＰＮ返

還上限額」といいます。）を超える場合は、ＶＰＮ返還上限額を返還します。 

 

ア 通則25の規定による返還を行う場合 

 ＶＰＮ伝送遅延時間返還基準額（通則19の規定により割引となる料金額、通則20

の規定により割引となる料金額、通則21の規定により割引となる料金額並びに料金

表別表３の規定により割引となる料金額の合計額を減じた額とします。） 

 

イ 通則26の規定による返還を行う場合 

 ＶＰＮ全体累積故障時間返還基準額（通則19の規定により割引となる料金額、通

則20の規定により割引となる料金額、通則21の規定により割引となる料金額並びに

料金表別表３の規定により割引となる料金額の合計額を減じた額とします。） 

 

ウ (1)及び(2)の規定による返還を行う場合 

 ＶＰＮ回線累積故障時間返還基準額（通則19の規定により割引となる料金額、通

則20の規定により割引となる料金額、通則21の規定により割引となる料金額並びに

料金表別表３の規定により割引となる料金額の合計額を減じた額とします。） 

 

 

28〜32 （略） 

 

28〜32 （略） 
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第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 基本料金 

  １ ＶＰＮ契約に係るもの 

   １－１ 適用 

 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 基本料金 

  １ 削除 

 区  分 内         容      

 (1) 基本料金の

適用 

当社は、ＶＰＮサービスについて、基本料金を適用します。      

 (2) ＩＰ伝送サ

ービス区域の

設定 

当社は、ＩＰ伝送サービスの需要と供給の見込み、技術的な条

件等を考慮してＩＰ伝送サービス区域を設定します。 

     

 (3) 回線使用料

の適用 

ア 当社は、第１種サービス（接続契約者回線に係るもの、ア

クセスタイプ５に係るもの又はアクセスタイプ７に係るも

のを除きます。）については、１－２－１（回線使用料）に規

定する回線使用料のうち、アクセス回線料を適用します。 

     

  イ 当社は、第１種サービス（アクセスタイプ５に係るものに

限ります。）については、１－２－１（回線使用料）に規定す

る回線使用料のうち、基本料を適用します。 

     

 (4) アクセス回

線料の適用 

ア 第１種サ－ビス（アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに係

るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るアクセ

ス回線料については、１－２－１－１（アクセス回線料）に

規定する額から１のＶＰＮ契約ごとに次表に規定する額を

減額して適用します。 

     

   他社接続契約者回線の品目 減額となる料金額 

（⽉額） 

         

   64kb/s又は128kb/s 70円(77円)          

  イ アクセス回線共用回線群に臨時ＶＰＮ契約に係るＶＰＮ

サービスが含まれている場合のアクセス回線料については、

臨時ＶＰＮ契約以外に係るＶＰＮサービスのアクセス回線

料として適用します。 

     

  ウ アクセス回線共用を行う場合の他社接続共用回線の部分

の料金については、アクセス回線料を適用します。 
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  エ アクセス回線料について、他社接続契約者回線の回線距離

の測定及び回線距離測定局の変更があった場合の料金の適

用については、協定事業者及び接続する他社接続契約者回線

の種類ごとに、別記５の(1)及び(2)に掲げる協定事業者の契

約約款及び料金表に規定する場合と、それぞれ同一としま

す。 

     

  オ アからエまでの規定にかかわらず、アクセス回線共用を行

う場合のアクセス回線料については、同一のアクセス回線共

用を行うＶＰＮ契約（当社の他の電気通信サービスに係る契

約を含みます。以下この欄において同じとします。）のうち、

１のＶＰＮ契約を除く他のＶＰＮ契約についてはアクセス

回線料（当社の他の電気通信サービスについてはアクセス回

線料に相当する料金とします。）を適用しません。 

     

 (5) 最低利用期

間内にＶＰＮ

契約の解除等

があった場合

の料金の適用 

ア ＶＰＮサービスには、臨時ＶＰＮ契約に係るものを除い

て、最低利用期間があります。 

     

 イ 第18条（最低利用期間）に規定する最低利用期間のうち、

ＶＰＮサービス（他社接続契約者回線が異経路となるものを

除きます。）の提供の開始に係るもの（以下この欄において

「基本最低利用期間」といいます。）は回線使用料及び加算料

について適用します。 

     

  ウ 第18条に規定する最低利用期間のうち、ＶＰＮサービス

（他社接続契約者回線が異経路となるものを除きます。）の

接続事業者変更に係るもの（以下この欄において「接続最低

利用期間」といいます。）はアクセス回線料及び加算料につい

て適用します。 

 ただし、他社接続契約者回線が異経路となるものにおい

て、接続事業者変更（接続事業者変更後において、他社接続

契約者回線が異経路となるものを除きます。）があった場合

は、変更後のＶＰＮサービスのアクセス回線料について接続

最低利用期間を適用します。 

     

  エ 当社は、最低利用期間内にＶＰＮ契約の解除又は接続事業

者変更があった場合は、第53条（基本料金の支払義務）、第5

4条（通信料金の支払義務）及び料金表通則の規定（通則20
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の規定を除きます。）にかかわらず、ＶＰＮ契約の解除又は接

続事業者変更があった⽇の前⽇の回線使用料（通則20の規定

による場合は適用した後の額とします。以下この(5)欄にお

いて同じとします。）、加算料及び定額通信料金（通則20の規

定による場合は適用した後の額とします。以下この(5)欄に

おいて同じとします。）に相当する額（以下「最低利用基準額」

といいます。）に残余の期間（ＶＰＮ契約の解除又は接続事業

者変更のあった⽇の翌⽇から起算して最低利用期間の満了

⽇までとします。）を乗じて得た額を当社が定める期⽇まで

に、ＶＰＮ契約者から一括して支払っていただきます。 

  オ 当社は、最低利用期間内に区分、品目若しくは通信又は保

守の態様による細目の変更、加入者回線の移転又は他社接続

契約者回線に係る種類、品目、終端の場所、１芯式と２芯式

の区別の変更又は通信モード若しくは通信の態様による細

目の廃止（以下この欄において「品目等の変更」といいます。）

があった場合であって、次表に定める額があるときは、その

額を当社が定める期⽇までに、ＶＰＮ契約者から一括して支

払っていただきます。 

     

   区  分 支払を要する額          

   (ア) (イ)以外のとき 変更前の回線使用料、加算料及

び定額通信料金に残余の期間

（品目等の変更のあった⽇の

翌⽇から起算して最低利用期

間の満了⽇までとします。以下

オにおいて同じとします。）を

乗じて得た額から変更後の回

線使用料、加算料及び定額通信

料金に残余の期間を乗じて得

た額を控除し、残額があるとき

にはその額 

         

   (イ) 接続事業者変

更と同時に品目等

次の額を合算して得た額 

ア 接続事業者変更があった
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の変更があったと

き 

⽇の前⽇のアクセス回線料

及び加算料に残余の期間を

乗じて得た額 

イ 変更前の定額通信料金に

残余の期間を乗じて得た額

から変更後の定額通信料金

に残余の期間を乗じて得た

額を控除し、残額があるとき

にはその額 

  カ オの場合において、当社は、品目等の変更（加入者回線の

移転及び他社接続契約者回線に係る終端の場所の変更を除

きます。）と同時に契約者回線、加入者回線又は接続契約者回

線等に係る終端の場所において、ＶＰＮサービスに係る契約

者回線、加入者回線若しくは接続契約者回線等の新設又はＶ

ＰＮ契約の解除若しくは接続事業者変更を行うときの残額

の算定は、同時に行う新設等の回線使用料等を合算して行い

ます。 

     

  キ エ、オ及びカの規定にかかわらず、長期利用に係るＶＰＮ

契約者について、最低利用期間内にＶＰＮ契約の解除又は品

目等の変更若しくは接続事業者変更があった場合の支払い

を要する額の適用については、料金表通則20に定めるところ

によります。 

     

 (6) 削除 削除      

 (7) 加算料の適

用 

ア 当社は、ＶＰＮサービス（アクセスタイプ１のＳＴＭアク

セスに限ります。）について、１－２－３（加算料）に規定す

る加算料を適用します。 

     

  イ 当社は、加算料について、接続料（他社接続契約者回線（別

記２の(1)のイに掲げる協定事業者に係るものに限ります。）

の利用にあたり協定事業者との相互接続協定等により当社

が協定事業者に支払う額とします。以下同じとします。）に基

づいて算定するものとし、接続料の改定があったときは、加

算料を再算定します。 
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  ウ 当社は、イの加算料の再算定により加算料の額が増加又は

減少した場合、増加又は減少後の加算料は、改定後の接続料

が適用される⽇の属する当社の会計年度の初⽇から適用す

るものとします。 

     

  エ ＩＰ伝送契約者は、イ及びウの規定により当社が改定後の

料金を適用することについて、あらかじめ承諾していただき

ます。 

     

  オ アからエまでの規定にかかわらず、アクセス回線共用を行

う場合の加算料については、同一のアクセス回線共用を行う

ＶＰＮ契約（当社の専用サービスに係る契約を含みます。以

下この欄において同じとします。）のうち、１のＶＰＮ契約を

除く他のＶＰＮ契約については加算料を適用しません。 

     

 (8) 復旧等に伴

い一時的に当

社が回線収容

部を変更した

場合又は協定

事業者が専用

サービス取扱

所等を変更し

た場合の回線

使用料の適用 

当社又は別記５の(1)及び(2)に掲げる協定事業者の設置した

電気通信設備を修理又は復旧するときに、一時的にその収容す

る回線収容部又は他社接続契約者回線に係る協定事業者の契

約約款及び料金表に規定する専用サービス取扱所等（その他社

接続契約者回線の終端に対向する装置が設置される専用サー

ビス取扱所等に限ります。以下同じとします。）を変更した場合

のアクセス回線料については、１－２（料金額）の規定にかか

わらず、その回線収容部又は他社接続契約者回線を変更前の経

路で修理又は復旧したものとみなして適用します。 

     

 (9) 屋内配線使

用料の適用 

ア 当社は、第１種サービス（加入者回線（１芯式と２芯式の

区別が２芯式のものに限ります。）に係るものに限ります。）

については、１－２－５（端末設備に係るもの）に規定する

屋内配線使用料を適用します。 

イ 屋内配線使用料は、次の配線ごとに適用します。 

     

  (ア) 契約者回線又は加入者回線の終端からジャック（ジャ

ックが設置されていない場合は端末設備とします。以下こ

の欄において同じとします。）間での配線 

(イ) １のジャックから他のジャックまでの配線 

     

 (10) 回線終端 当社は、第１種サービス（ＡＴＭアクセスであって加入者回線      
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装置使用料の

適用 

に係るもの（１芯式と２芯式の区別が１芯式のものに限りま

す。）に限ります。）については、１－２－４（回線終端装置に

係るもの）に規定する回線終端装置使用料を適用します。 

 (11) インタフ

ェースケーブ

ル使用料の適

用 

当社は、第１種サービス（加入者回線等（イーサネットアクセ

スであって、そのインタフェースが10BASE-T、100BASE-TX、

1000BASE-SX及び1000BASE-LXのものに限ります。）に係る

ものに限ります。）については、１－２－４（回線終端装置に係

るもの）に規定するインタフェースケーブル使用料を適用しま

す。 

     

 (12) 構内イン

タフェースケ

ーブル使用料

の適用 

当社は、第２種サービス（加入者回線（イーサネットアクセス

であって、そのインタフェースインタフェースが10BASE-T、

100BASE-TX、1000BASE-SX及び1000BASE-LXのものに限

ります。）に係るものに限ります。）については、１－２－５（端

末設備に係るもの）に規定する構内インタフェースケーブル使

用料を適用します。 

     

 (13) 機器使用

料の適用 

当社は、次のアからウまでに係るものについては１－２－５

（端末設備に係るもの）に規定する機器使用料を適用します。 

     

  ア 回線接続装置（第１種サービス（ＡＴＭアクセスであって、

加入者回線に係るもの（１芯式と２芯式の区別が２芯式のも

のに限ります。）に限ります。） 

     

  イ 回線接続装置（第２種サービス（ＳＴＭアクセスに係るも

のに限ります。）に係るものに限ります。） 

     

  ウ 回線接続装置（第２種サービス（ＡＴＭアクセスに係るも

のに限ります。）に係るものに限ります。） 

     

 

   １－２ 料金額 

    １－２－１ 回線使用料 

     １－２－１－１ アクセス回線料 

      １－２－１－１－１ 他社接続契約者回線に係るもの 

 

(1) (2)以外のもの 

ア アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。）に係る

もの 
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(ア) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、NTT東⽇本株式会社

又はNTT西⽇本株式会社となるもの 

Ａ Ｂ以外のもの 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

   料  金  額        

 他社接続契約者回線の品目 エコノミークラス        

   タイプ１－１ タイプ２        

 64kb/s  19,000円 

(20,900円) 

21,000円 

(23,100円) 

       

 128kb/s  28,000円 

(30,800円) 

30,000円 

(33,000円) 

       

 

Ｂ アクセス回線共用に係るもの（アクセス回線共用回線群にＶＰ

Ｎサービス以外の当社の他の電気通信サービスに係る電気通信回

線が含まれている場合に限ります。） 

(Ａ) 他社接続共用回線の品目が128kb/sのもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

   料  金  額        

 回線距離区分 エコノミークラス        

   タイプ１－１ タイプ２        

 15kmまでのも

の 

 30,000円 

(33,000円) 

33,000円 

(36,300円) 

       

 30kmまでのも

の 

 44,000円 

(48,400円) 

47,000円 

(51,700円) 

       

 40kmまでのも

の 

 50,000円 

(55,000円) 

53,000円 

(58,300円) 

       

 50kmまでのも

の 

 53,000円 

(58,300円) 

56,000円 

(61,600円) 

       

 60kmまでのも

の 

 56,000円 

(61,600円) 

59,000円 

(64,900円) 

       

 70kmまでのも

の 

 60,000円 

(66,000円) 

63,000円 

(69,300円) 

       



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

60/137 

 80kmまでのも

の 

 63,000円 

(69,300円) 

66,000円 

(72,600円) 

       

 90kmまでのも

の 

 66,000円 

(72,600円) 

69,000円 

(75,900円) 

       

 90kmを超える

もの 

 69,000円 

(75,900円) 

73,000円 

(80,300円) 

       

 

イ アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）

に係るもの 

(ア) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、北海道総合通信網株

式会社となるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

同一の単位料金区域（北海道総合通信網

株式会社のイーサネット通信網サービス

契約約款に規定するものをいいます。）内

において、その他社接続契約者回線を利

用するもの 

左欄以外のもの       

 １Mb/s 56,500円 

(62,150円) 

56,500円 

(62,150円) 

      

 ２Mb/s 65,900円 

(72,490円) 

65,900円 

(72,490円) 

      

 ３Mb/s 82,400円 

(90,640円) 

82,400円 

(90,640円) 

      

 ４Mb/s 96,500円 

(106,150円) 

96,500円 

(106,150円) 

      

 ５Mb/s 109,400円 

(120,340円) 

109,400円 

(120,340円) 

      

 ６Mb/s 115,300円 

(126,830円) 

141,200円 

(155,320円) 

      

 ７Mb/s 121,200円 

(133,320円) 

172,900円 

(190,190円) 
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 ８Mb/s 127,100円 

(139,810円) 

204,700円 

(225,170円) 

      

 ９Mb/s 132,900円 

(146,190円) 

236,500円 

(260,150円) 

      

 10Mb/s 138,800円 

(152,680円) 

263,500円 

(289,850円) 

      

 20Mb/s 167,100円 

(183,810円) 

316,500円 

(348,150円) 

      

 30Mb/s 195,300円 

(214,830円) 

369,400円 

(406,340円) 

      

 40Mb/s 223,500円 

(245,850円) 

422,400円 

(464,640円) 

      

 50Mb/s 251,800円 

(276,980円) 

475,300円 

(522,830円) 

      

 60Mb/s 280,000円 

(308,000円) 

528,200円 

(581,020円) 

      

 70Mb/s 308,200円 

(339,020円) 

581,200円 

(639,320円) 

      

 80Mb/s 336,500円 

(370,150円) 

634,100円 

(697,510円) 

      

 90Mb/s 364,700円 

(401,170円) 

687,100円 

(755,810円) 

      

 100Mb/s 391,800円 

(430,980円) 

732,900円 

(806,190円) 

      

 

(イ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社トークネッ

トとなるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

同一の県内において、その他社接続契約

者回線を利用するもの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s 49,500円 63,500円       
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(54,450円) (69,850円) 

 １Mb/s 55,300円 

(60,830円) 

74,100円 

(81,510円) 

      

 ２Mb/s 71,800円 

(78,980円) 

109,400円 

(120,340円) 

      

 ３Mb/s 89,400円 

(98,340円) 

147,100円 

(161,810円) 

      

 ４Mb/s 107,100円 

(117,810円) 

180,000円 

(198,000円) 

      

 ５Mb/s 125,900円 

(138,490円) 

211,800円 

(232,980円) 

      

 ６Mb/s 140,000円 

(154,000円) 

240,000円 

(264,000円) 

      

 ７Mb/s 154,100円 

(169,510円) 

268,200円 

(295,020円) 

      

 ８Mb/s 168,200円 

(185,020円) 

297,600円 

(327,360円) 

      

 ９Mb/s 182,400円 

(200,640円) 

327,100円 

(359,810円) 

      

 10Mb/s 197,600円 

(217,360円) 

356,500円 

(392,150円) 

      

 20Mb/s 208,200円 

(229,020円) 

401,200円 

(441,320円) 

      

 30Mb/s 218,800円 

(240,680円) 

445,900円 

(490,490円) 

      

 40Mb/s 229,400円 

(252,340円) 

490,600円 

(539,660円) 

      

 50Mb/s 240,000円 

(264,000円) 

535,300円 

(588,830円) 

      

 60Mb/s 250,600円 

(275,660円) 

581,200円 

(639,320円) 

      

 70Mb/s 261,200円 627,100円       
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(287,320円) (689,810円) 

 80Mb/s 271,800円 

(298,980円) 

672,900円 

(740,190円) 

      

 90Mb/s 282,400円 

(310,640円) 

718,800円 

(790,680円) 

      

 100Mb/s 294,100円 

(323,510円) 

764,700円 

(841,170円) 

      

 

(ウ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、ＫＤＤＩ株式会社と

なるもの 

 Ａ 他社接続契約者回線の品目が１Mb/sから100Mb/sのもの 

  ａ 収容パターン１に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

同一の都県内において、その他社接続契

約者回線を利用するもの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s 50,000円 

(55,000円) 

70,000円 

(77,000円) 

      

 １Mb/s 54,100円 

(59,510円) 

74,100円 

(81,510円) 

      

 ２Mb/s 76,800円 

(84,480円) 

100,300円 

(110,330円) 

      

 ３Mb/s 88,500円 

(97,350円) 

123,800円 

(136,180円) 

      

 ４Mb/s 112,100円 

(123,310円) 

147,400円 

(162,140円) 

      

 ５Mb/s 135,600円 

(149,160円) 

170,900円 

(187,990円) 

      

 ６Mb/s 147,400円 

(162,140円) 

194,400円 

(213,840円) 

      

 ７Mb/s 159,100円 

(175,010円) 

218,000円 

(239,800円) 
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 ８Mb/s 170,900円 

(187,990円) 

241,500円 

(265,650円) 

      

 ９Mb/s 182,700円 

(200,970円) 

253,300円 

(278,630円) 

      

 10Mb/s 194,400円 

(213,840円) 

265,000円 

(291,500円) 

      

 20Mb/s 232,100円 

(255,310円) 

338,000円 

(371,800円) 

      

 30Mb/s 255,600円 

(281,160円) 

396,800円 

(436,480円) 

      

 40Mb/s 267,400円 

(294,140円) 

443,900円 

(488,290円) 

      

 50Mb/s 279,100円 

(307,010円) 

490,900円 

(539,990円) 

      

 60Mb/s 290,900円 

(319,990円) 

538,000円 

(591,800円) 

      

 70Mb/s 302,700円 

(332,970円) 

585,000円 

(643,500円) 

      

 80Mb/s 314,400円 

(345,840円) 

632,100円 

(695,310円) 

      

 90Mb/s 326,200円 

(358,820円) 

679,100円 

(747,010円) 

      

 100Mb/s 338,000円 

(371,800円) 

726,200円 

(798,820円) 

      

 

  ｂ 収容パターン２に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

その他社接続契約者回線の終端の

場所が当社が指定する地域にある

もの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s、1Mb/ １－２－１－１－１の(1)のウの １－２－１－１－１の       
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sから1Mb /sご

とに9Mb/sまで

のもの及び10M

b/sから10Mb/s

ごとに100Mb/s

までのもの 

（ウ）のａの、同一の都県内におい

て、その他社接続契約者回線を利

用するものに規定する料金額（他

社接続契約者回線の品目が同一の

ものとします。）と同額 

(1)のウの（ウ）のａの、

左欄以外のものに規定す

る料金額（他社接続契約

者回線の品目が同一のも

のとします。）と同額 

 

Ｂ 他社接続契約者回線の品目が200Mb/sから1000Mb/sまでのも

の 

 ａ 収容パターン１に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

当社が指定する地

域において、その

他社接続契約者回

線を利用するもの 

左欄以外のもので

あって、同一の都

県内において、そ

の他社接続契約者

回線を利用するも

の 

左の二欄以外のも

の 

       

 200Mb/s 1,404,000円 

(1,544,400円) 

1,722,000円 

(1,894,200円) 

2,204,000円 

(2,424,400円) 

       

 300Mb/s 1,439,000円 

(1,582,900円) 

1,981,000円 

(2,179,100円) 

2,710,000円 

(2,981,000円) 

       

 400Mb/s 1,487,000円 

(1,635,700円) 

2,251,000円 

(2,476,100円) 

3,216,000円 

(3,537,600円) 

       

 500Mb/s 1,522,000円 

(1,674,200円) 

2,510,000円 

(2,761,000円) 

3,722,000円 

(4,094,200円) 

       

 600Mb/s 1,557,000円 

(1,712,700円) 

2,769,000円 

(3,045,900円) 

4,228,000円 

(4,650,800円) 

       

 700Mb/s 1,592,000円 

(1,751,200円) 

3,039,000円 

(3,342,900円) 

4,722,000円 

(5,194,200円) 

       

 800Mb/s 1,628,000円 

(1,790,800円) 

3,298,000円 

(3,627,800円) 

5,228,000円 

(5,750,800円) 
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 900Mb/s 1,651,000円 

(1,816,100円) 

3,557,000円 

(3,912,700円) 

5,734,000円 

(6,307,400円) 

       

 1000Mb/s 1,687,000円 

(1,855,700円) 

3,828,000円 

(4,210,800円) 

6,239,000円 

(6,862,900円) 

       

 

 ｂ 収容パターン２に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

当社が指定する地

域において、その

他社接続契約者回

線を利用するもの 

左欄以外のもので

あって、同一の都

県内において、そ

の他社接続契約者

回線を利用するも

の 

左の二欄以外のも

の 

       

 200Mb/s 1,404,000円 

(1,544,400円) 

1,722,000円 

(1,894,200円) 

2,204,000円 

(2,424,400円) 

       

 300Mb/s 1,439,000円 

(1,582,900円) 

1,981,000円 

(2,179,100円) 

2,710,000円 

(2,981,000円) 

       

 400Mb/s 1,487,000円 

(1,635,700円) 

2,251,000円 

(2,476,100円) 

3,216,000円 

(3,537,600円) 

       

 500Mb/s 1,522,000円 

(1,674,200円) 

2,510,000円 

(2,761,000円) 

3,722,000円 

(4,094,200円) 

       

 600Mb/s 1,557,000円 

(1,712,700円) 

2,769,000円 

(3,045,900円) 

4,228,000円 

(4,650,800円) 

       

 700Mb/s 1,592,000円 

(1,751,200円) 

3,039,000円 

(3,342,900円) 

4,722,000円 

(5,194,200円) 

       

 800Mb/s 1,628,000円 

(1,790,800円) 

3,298,000円 

(3,627,800円) 

5,228,000円 

(5,750,800円) 

       

 900Mb/s 1,651,000円 

(1,816,100円) 

3,557,000円 

(3,912,700円) 

5,734,000円 

(6,307,400円) 

       

 1000Mb/s 1,687,000円 

(1,855,700円) 

3,828,000円 

(4,210,800円) 

6,239,000円 

(6,862,900円) 
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(エ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、中部テレコミュニケ

ーション株式会社となるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

その他社接続契約者回線の回線距離測定

局が、同一の県内にあるもの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s 52,900円 

(58,190円) 

76,500円 

(84,150円) 

      

 １Mb/s 54,100円 

(59,510円) 

77,600円 

(85,360円) 

      

 ２Mb/s 77,600円 

(85,360円) 

112,900円 

(124,190円) 

      

 ３Mb/s 101,200円 

(111,320円) 

148,200円 

(163,020円) 

      

 ４Mb/s 124,700円 

(137,170円) 

183,500円 

(201,850円) 

      

 ５Mb/s 148,200円 

(163,020円) 

218,800円 

(240,680円) 

      

 ６Mb/s 152,900円 

(168,190円) 

235,300円 

(258,830円) 

      

 ７Mb/s 157,600円 

(173,360円) 

251,800円 

(276,980円) 

      

 ８Mb/s 162,400円 

(178,640円) 

268,200円 

(295,020円) 

      

 ９Mb/s 167,100円 

(183,810円) 

284,700円 

(313,170円) 

      

 10Mb/s 171,800円 

(188,980円) 

301,200円 

(331,320円) 

      

 20Mb/s 215,300円 

(236,830円) 

375,300円 

(412,830円) 

      

 30Mb/s 262,400円 452,900円       
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(288,640円) (498,190円) 

 40Mb/s 309,400円 

(340,340円) 

530,600円 

(583,660円) 

      

 50Mb/s 356,500円 

(392,150円) 

608,200円 

(669,020円) 

      

 60Mb/s 365,900円 

(402,490円) 

644,700円 

(709,170円) 

      

 70Mb/s 375,300円 

(412,830円) 

681,200円 

(749,320円) 

      

 80Mb/s 384,700円 

(423,170円) 

717,600円 

(789,360円) 

      

 90Mb/s 394,100円 

(433,510円) 

754,100円 

(829,510円) 

      

 100Mb/s 403,500円 

(443,850円) 

791,800円 

(870,980円) 

      

 200Mb/s 894,000円 

(983,400円) 

1,329,000円 

(1,461,900円) 

      

 300Mb/s 951,000円 

(1,046,100円) 

1,576,000円 

(1,733,600円) 

      

 400Mb/s 1,007,000円 

(1,107,700円) 

1,824,000円 

(2,006,400円) 

      

 500Mb/s 1,064,000円 

(1,170,400円) 

2,071,000円 

(2,278,100円) 

      

 600Mb/s 1,120,000円 

(1,232,000円) 

2,318,000円 

(2,549,800円) 

      

 700Mb/s 1,176,000円 

(1,293,600円) 

2,565,000円 

(2,821,500円) 

      

 800Mb/s 1,235,000円 

(1,358,500円) 

2,812,000円 

(3,093,200円) 

      

 900Mb/s 1,294,000円 

(1,423,400円) 

3,059,000円 

(3,364,900円) 

      

 1000Mb/s 1,341,000円 3,294,000円       
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(1,475,100円) (3,623,400円) 

 

(オ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、北陸通信ネットワー

ク株式会社となるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

同一の県内において、その他社接続契約

者回線を利用するもの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s 47,500円 

(52,250円) 

61,200円 

(67,320円) 

      

 １Mb/s 52,900円 

(58,190円) 

74,100円 

(81,510円) 

      

 ２Mb/s 71,800円 

(78,980円) 

109,400円 

(120,340円) 

      

 ３Mb/s 89,400円 

(98,340円) 

147,100円 

(161,810円) 

      

 ４Mb/s 110,600円 

(121,660円) 

182,400円 

(200,640円) 

      

 ５Mb/s 130,600円 

(143,660円) 

215,300円 

(236,830円) 

      

 ６Mb/s 137,600円 

(151,360円) 

242,400円 

(266,640円) 

      

 ７Mb/s 144,700円 

(159,170円) 

269,400円 

(296,340円) 

      

 ８Mb/s 151,800円 

(166,980円) 

296,500円 

(326,150円) 

      

 ９Mb/s 158,800円 

(174,680円) 

323,500円 

(355,850円) 

      

 10Mb/s 163,500円 

(179,850円) 

349,400円 

(384,340円) 

      

 20Mb/s 181,200円 

(199,320円) 

392,900円 

(432,190円) 
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 30Mb/s 198,800円 

(218,680円) 

436,500円 

(480,150円) 

      

 40Mb/s 216,500円 

(238,150円) 

480,000円 

(528,000円) 

      

 50Mb/s 234,100円 

(257,510円) 

523,500円 

(575,850円) 

      

 60Mb/s 251,800円 

(276,980円) 

565,900円 

(622,490円) 

      

 70Mb/s 269,400円 

(296,340円) 

608,200円 

(669,020円) 

      

 80Mb/s 285,900円 

(314,490円) 

650,600円 

(715,660円) 

      

 90Mb/s 302,400円 

(332,640円) 

692,900円 

(762,190円) 

      

 100Mb/s 317,600円 

(349,360円) 

732,900円 

(806,190円) 

      

 

(カ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社オプテージ

となるもの 

 Ａ 収容パターン１に係るもの 

  ａ 他社接続契約者回線の品目が１Mb/sから100Mb/sのもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

その他社接続契約者回線の回線距離測定

局が、同一の府県内にあるもの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s 42,500円 

(46,750円) 

60,000円 

(66,000円) 

      

 １Mb/s 50,600円 

(55,660円) 

70,600円 

(77,660円) 

      

 ２Mb/s 62,400円 

(68,640円) 

87,100円 

(95,810円) 

      

 ３Mb/s 80,000円 110,600円       
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(88,000円) (121,660円) 

 ４Mb/s 97,600円 

(107,360円) 

134,100円 

(147,510円) 

      

 ５Mb/s 127,100円 

(139,810円) 

174,100円 

(191,510円) 

      

 ６Mb/s 144,700円 

(159,170円) 

229,400円 

(252,340円) 

      

 ７Mb/s 161,200円 

(177,320円) 

284,700円 

(313,170円) 

      

 ８Mb/s 178,800円 

(196,680円) 

341,200円 

(375,320円) 

      

 ９Mb/s 195,300円 

(214,830円) 

396,500円 

(436,150円) 

      

 10Mb/s 212,900円 

(234,190円) 

451,800円 

(496,980円) 

      

 20Mb/s 228,200円 

(251,020円) 

489,400円 

(538,340円) 

      

 30Mb/s 243,500円 

(267,850円) 

527,100円 

(579,810円) 

      

 40Mb/s 260,000円 

(286,000円) 

564,700円 

(621,170円) 

      

 50Mb/s 275,300円 

(302,830円) 

602,400円 

(662,640円) 

      

 60Mb/s 290,600円 

(319,660円) 

640,000円 

(704,000円) 

      

 70Mb/s 305,900円 

(336,490円) 

677,600円 

(745,360円) 

      

 80Mb/s 322,400円 

(354,640円) 

715,300円 

(786,830円) 

      

 90Mb/s 337,600円 

(371,360円) 

752,900円 

(828,190円) 

      

 100Mb/s 352,900円 790,600円       
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(388,190円) (869,660円) 

 

  ｂ 他社接続契約者回線の品目が１Gb/sのもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 回線距離区分 料  金  額      

 15kmまでのも

の 

 1,365,000円 

(1,501,500円) 

      

 30kmまでのも

の 

 2,534,000円 

(2,787,400円) 

      

 40kmまでのも

の 

 2,799,000円 

(3,078,900円) 

      

 50kmまでのも

の 

 3,033,000円 

(3,336,300円) 

      

 60kmまでのも

の 

 3,219,000円 

(3,540,900円) 

      

 70kmまでのも

の 

 3,369,000円 

(3,705,900円) 

      

 80kmまでのも

の 

 3,499,000円 

(3,848,900円) 

      

 90kmまでのも

の 

 3,624,000円 

(3,986,400円) 

      

 100kmまでのも

の 

 3,745,000円 

(4,119,500円) 

      

 120kmまでのも

の 

 3,863,000円 

(4,249,300円) 

      

 120kmを超える

もの 

 3,977,000円 

(4,374,700円) 

      

 

(キ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社エネコムと

なるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      
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 他社接続契約者

回線の品目 

アクセス回線Ｂに係るもの アクセス回線Ｃに係るもの       

 0.5Mb/s 42,500円 

(46,750円) 

54,500円 

(59,950円) 

      

 １Mb/s 49,400円 

(54,340円) 

74,100円 

(81,510円) 

      

 ２Mb/s 67,100円 

(73,810円) 

109,400円 

(120,340円) 

      

 ３Mb/s 83,500円 

(91,850円) 

147,100円 

(161,810円) 

      

 ４Mb/s 103,500円 

(113,850円) 

180,000円 

(198,000円) 

      

 ５Mb/s 122,400円 

(134,640円) 

211,800円 

(232,980円) 

      

 ６Mb/s 130,600円 

(143,660円) 

228,200円 

(251,020円) 

      

 ７Mb/s 138,800円 

(152,680円) 

244,700円 

(269,170円) 

      

 ８Mb/s 147,100円 

(161,810円) 

261,200円 

(287,320円) 

      

 ９Mb/s 155,300円 

(170,830円) 

277,600円 

(305,360円) 

      

 10Mb/s 162,400円 

(178,640円) 

294,100円 

(323,510円) 

      

 20Mb/s 182,400円 

(200,640円) 

340,000円 

(374,000円) 

      

 30Mb/s 202,400円 

(222,640円) 

385,900円 

(424,490円) 

      

 40Mb/s 222,400円 

(244,640円) 

431,800円 

(474,980円) 

      

 50Mb/s 242,400円 

(266,640円) 

477,600円 

(525,360円) 
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 60Mb/s 262,400円 

(288,640円) 

523,500円 

(575,850円) 

      

 70Mb/s 282,400円 

(310,640円) 

569,400円 

(626,340円) 

      

 80Mb/s 302,400円 

(332,640円) 

615,300円 

(676,830円) 

      

 90Mb/s 322,400円 

(354,640円) 

661,200円 

(727,320円) 

      

 100Mb/s 341,200円 

(375,320円) 

705,900円 

(776,490円) 

      

 

(ク) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社ＳＴＮｅｔ

となるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

同一の県内において、その他社接続契約

者回線を利用するもの 

左欄以外のもの       

 0.5Mb/s 45,900円 

(50,490円) 

64,700円 

(71,170円) 

      

 １Mb/s 52,900円 

(58,190円) 

74,100円 

(81,510円) 

      

 ２Mb/s 74,100円 

(81,510円) 

109,400円 

(120,340円) 

      

 ３Mb/s 90,600円 

(99,660円) 

147,100円 

(161,810円) 

      

 ４Mb/s 109,400円 

(120,340円) 

180,000円 

(198,000円) 

      

 ５Mb/s 128,200円 

(141,020円) 

211,800円 

(232,980円) 

      

 ６Mb/s 141,200円 

(155,320円) 

240,000円 

(264,000円) 

      

 ７Mb/s 150,600円 263,500円       
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(165,660円) (289,850円) 

 ８Mb/s 156,500円 

(172,150円) 

281,200円 

(309,320円) 

      

 ９Mb/s 161,200円 

(177,320円) 

291,800円 

(320,980円) 

      

 10Mb/s 164,700円 

(181,170円) 

300,000円 

(330,000円) 

      

 20Mb/s 201,200円 

(221,320円) 

371,800円 

(408,980円) 

      

 30Mb/s 232,900円 

(256,190円) 

438,800円 

(482,680円) 

      

 40Mb/s 261,200円 

(287,320円) 

497,600円 

(547,360円) 

      

 50Mb/s 285,900円 

(314,490円) 

549,400円 

(604,340円) 

      

 60Mb/s 307,100円 

(337,810円) 

594,100円 

(653,510円) 

      

 70Mb/s 325,900円 

(358,490円) 

634,100円 

(697,510円) 

      

 80Mb/s 341,200円 

(375,320円) 

665,900円 

(732,490円) 

      

 90Mb/s 354,100円 

(389,510円) 

692,900円 

(762,190円) 

      

 100Mb/s 364,700円 

(401,170円) 

715,300円 

(786,830円) 

      

 

(ケ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、株式会社QTnetとな

るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

  料  金  額      

 他社接続契約者

回線の品目 

同一の県内において、その他社接続契約

者回線を利用するもの 

左欄以外のもの       
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 0.5Mb/s 42,500円 

(46,750円) 

69,500円 

(76,450円) 

      

 １Mb/s 51,800円 

(56,980円) 

78,800円 

(86,680円) 

      

 ２Mb/s 74,100円 

(81,510円) 

111,800円 

(122,980円) 

      

 ３Mb/s 90,600円 

(99,660円) 

147,100円 

(161,810円) 

      

 ４Mb/s 109,400円 

(120,340円) 

182,400円 

(200,640円) 

      

 ５Mb/s 129,400円 

(142,340円) 

211,800円 

(232,980円) 

      

 ６Mb/s 147,100円 

(161,810円) 

235,300円 

(258,830円) 

      

 ７Mb/s 158,800円 

(174,680円) 

258,800円 

(284,680円) 

      

 ８Mb/s 170,600円 

(187,660円) 

282,400円 

(310,640円) 

      

 ９Mb/s 182,400円 

(200,640円) 

300,000円 

(330,000円) 

      

 10Mb/s 194,100円 

(213,510円) 

314,100円 

(345,510円) 

      

 20Mb/s 223,500円 

(245,850円) 

370,600円 

(407,660円) 

      

 30Mb/s 252,900円 

(278,190円) 

427,100円 

(469,810円) 

      

 40Mb/s 278,800円 

(306,680円) 

482,400円 

(530,640円) 

      

 50Mb/s 304,700円 

(335,170円) 

535,300円 

(588,830円) 

      

 60Mb/s 328,200円 

(361,020円) 

588,200円 

(647,020円) 

      



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

77/137 

 70Mb/s 351,800円 

(386,980円) 

638,800円 

(702,680円) 

      

 80Mb/s 367,100円 

(403,810円) 

689,400円 

(758,340円) 

      

 90Mb/s 382,400円 

(420,640円) 

725,900円 

(798,490円) 

      

 100Mb/s 397,600円 

(437,360円) 

762,400円 

(838,640円) 

      

 

(コ) 他社接続契約者回線に係る協定事業者が、ＯＴＮｅｔ株式会社

となるもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 他社接続契約者

回線の品目 

料  金  額      

 １Mb/s  52,900円 

(58,190円) 

      

 ２Mb/s  67,100円 

(73,810円) 

      

 ３Mb/s  80,000円 

(88,000円) 

      

 ４Mb/s  96,500円 

(106,150円) 

      

 ５Mb/s  109,400円 

(120,340円) 

      

 10Mb/s  123,500円 

(135,850円) 

      

 20Mb/s  157,600円 

(173,360円) 

      

 30Mb/s  190,600円 

(209,660円) 

      

 40Mb/s  223,500円 

(245,850円) 
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 50Mb/s  256,500円 

(282,150円) 

      

 100Mb/s  305,900円 

(336,490円) 

      

 

(2) 臨時ＶＰＮ契約に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽇額）     

 区   分 料  金  額        

 アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに

係るものに限ります。）に係るもの 

臨時ＶＰＮ契約以外の契約に係るものと

みなした場合に適用される料金額の10

分の１ 

       

 

      １－２－１－１－２ 加入者回線に係るもの 

 

(1) アクセスタイプ１（ＡＴＭアクセスに係るものに限ります。）に係る

もの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品 目 料  金  額      

 0.5Mb/s   80,000円 

(88,000円) 

       

 １Mb/s   82,000円 

(90,200円) 

       

 ２Mb/s   85,000円 

(93,500円) 

       

 ３Mb/s   88,000円 

(96,800円) 

       

 ４Mb/s   91,000円 

(100,100円) 

       

 ５Mb/s   94,000円 

(103,400円) 

       

 ６Mb/s   97,000円 

(106,700円) 

       

 ７Mb/s   99,000円        
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(108,900円) 

 ８Mb/s   101,000円 

(111,100円) 

       

 ９Mb/s   103,000円 

(113,300円) 

       

 10Mb/s   105,000円 

(115,500円) 

       

 11Mb/sから44

Mb/sまでのもの 

そのＶＰＮサービスを10Mb/s品目のものとみなした場合に適

用されるアクセス回線料に、10Mb/sを超える１Mb/sまでごと

に3,500円(3,850円)を加えた額 

       

 45Mb/s   227,500円 

(250,250円) 

       

 46Mb/sから13

5Mb/sまでのも

の 

そのＶＰＮサービスを45Mb/s品目のものとみなした場合に適

用されるアクセス回線料に、45Mb/sを超える１Mb/sまでごと

に2,000円(2,200円)を加えた額 

       

 

(2) アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限ります。）

に係るもの 

ア 収容パターン１に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 10Mb/s アクセス速度が0.5Mb/sのもの 33,000円 

(36,300円) 

       

  アクセス速度が１Mb/sのもの 48,000円 

(52,800円) 

       

  アクセス速度が２Mb/sのもの 80,000円 

(88,000円) 

       

  アクセス速度が３Mb/sのもの 88,000円 

(96,800円) 

       

  アクセス速度が４Mb/sのもの 91,000円 

(100,100円) 

       

  アクセス速度が５Mb/sのもの 94,000円        
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(103,400円) 

  アクセス速度が６Mb/sのもの 97,000円 

(106,700円) 

       

  アクセス速度が７Mb/sのもの 99,000円 

(108,900円) 

       

  アクセス速度が８Mb/sのもの 101,000円 

(111,100円) 

       

  アクセス速度が９Mb/sのもの 103,000円 

(113,300円) 

       

  アクセス速度が10Mb/sのもの 105,000円 

(115,500円) 

       

 100Mb/s アクセス速度が10Mb/sのもの 105,000円 

(115,500円) 

       

  アクセス速度が20Mb/sのもの 125,000円 

(137,500円) 

       

  アクセス速度が30Mb/sのもの 148,000円 

(162,800円) 

       

  アクセス速度が40Mb/sのもの 169,000円 

(185,900円) 

       

  アクセス速度が50Mb/sのもの 187,000円 

(205,700円) 

       

  アクセス速度が60Mb/sのもの 202,000円 

(222,200円) 

       

  アクセス速度が70Mb/sのもの 215,000円 

(236,500円) 

       

  アクセス速度が80Mb/sのもの 225,000円 

(247,500円) 

       

  アクセス速度が90Mb/sのもの 233,000円 

(256,300円) 

       

  アクセス速度が100Mb/sのもの 240,000円 

(264,000円) 

       

 1000Mb/s アクセス速度が1000Mb/sのもの 830,000円        
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(913,000円) 

 

イ 収容パターン２に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 10Mb/s アクセス速度が0.5Mb/sのもの 53,000円 

(58,300円) 

       

  アクセス速度が1Mb/sのもの 68,000円 

(74,800円) 

       

  アクセス速度が2Mb/sのもの 100,000円 

(110,000円) 

       

  アクセス速度が3Mb/sのもの 110,000円 

(121,000円) 

       

  アクセス速度が4Mb/sのもの 127,000円 

(139,700円) 

       

  アクセス速度が5Mb/sのもの 130,000円 

(143,000円) 

       

  アクセス速度が6Mb/sのもの 144,000円 

(158,400円) 

       

  アクセス速度が7Mb/sのもの 158,000円 

(173,800円) 

       

  アクセス速度が8Mb/sのもの 172,000円 

(189,200円) 

       

  アクセス速度が9Mb/sのもの 174,000円 

(191,400円) 

       

  アクセス速度が10Mb/sのもの 176,000円 

(193,600円) 

       

 100Mb/s アクセス速度が10Mb/sのもの 176,000円 

(193,600円) 

       

  アクセス速度が20Mb/sのもの 231,000円 

(254,100円) 

       

  アクセス速度が30Mb/sのもの 290,000円        



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

82/137 

(319,000円) 

  アクセス速度が40Mb/sのもの 346,000円 

(380,600円) 

       

  アクセス速度が50Mb/sのもの 400,000円 

(440,000円) 

       

  アクセス速度が60Mb/sのもの 450,000円 

(495,000円) 

       

  アクセス速度が70Mb/sのもの 498,000円 

(547,800円) 

       

  アクセス速度が80Mb/sのもの 543,000円 

(597,300円) 

       

  アクセス速度が90Mb/sのもの 586,000円 

(644,600円) 

       

  アクセス速度が100Mb/sのもの 629,000円 

(691,900円) 

       

 1000Mb/s アクセス速度が100Mb/sのもの 1,219,000円 

(1,340,900円) 

       

  アクセス速度が200Mb/sのもの 1,312,000円 

(1,443,200円) 

       

  アクセス速度が300Mb/sのもの 1,559,000円 

(1,714,900円) 

       

  アクセス速度が400Mb/sのもの 1,795,000円 

(1,974,500円) 

       

  アクセス速度が500Mb/sのもの 2,042,000円 

(2,246,200円) 

       

  アクセス速度が600Mb/sのもの 2,289,000円 

(2,517,900円) 

       

  アクセス速度が700Mb/sのもの 2,513,000円 

(2,764,300円) 

       

  アクセス速度が800Mb/sのもの 2,760,000円 

(3,036,000円) 

       

  アクセス速度が900Mb/sのもの 3,007,000円        
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(3,307,700円) 

  アクセス速度が1000Mb/sのもの 3,241,000円 

(3,565,100円) 

       

 

     １－２－１－２ 削除 

 

     １－２－１－３ 基本料 

      １－２－１－３－１ アクセスタイプ５に係るもの 

 

(1) ＩＰ通信網（NTT東⽇本株式会社に係るものに限ります。）との接続

に係るもの 

Ａ プラン１に係るもの 

ａ ｂ以外のもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

106,000円 

(116,600円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

740,000円 

(814,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

806,000円 

(886,600円) 

       

   アクセス速度が30

0Mbit/sのもの 

872,000円 

(959,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

938,000円 

(1,031,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

1,004,000円 

(1,104,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

1,070,000円 

(1,177,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

1,136,000円 

(1,249,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

1,202,000円 

(1,322,200円) 
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   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

1,268,000円 

(1,394,800円) 

       

   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

1,334,000円 

(1,467,400円) 

       

 

ｂ ＩＰ通信網サービス（メニュー５に係るものに限ります。）との接

続に限定するもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

91,000円 

(100,100円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

550,000円 

(605,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

550,000円 

(605,000円) 

       

   アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

616,000円 

(677,600円) 

       

   アクセス速度が30

0Mbit/sのもの 

682,000円 

(750,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

748,000円 

(822,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

814,000円 

(895,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

880,000円 

(968,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

946,000円 

(1,040,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

1,012,000円 

(1,113,200円) 

       

   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

1,078,000円 

(1,185,800円) 
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   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

1,144,000円 

(1,258,400円) 

       

 

Ｂ プラン２に係るもの 

ａ ｂ以外のもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

326,000円 

(358,600円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,720,000円 

(1,892,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

2,086,000円 

(2,294,600円) 

       

   アクセス速度が30

0Mbit/sのもの 

2,452,000円 

(2,697,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

2,818,000円 

(3,099,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

3,184,000円 

(3,502,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

3,550,000円 

(3,905,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

3,916,000円 

(4,307,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

4,282,000円 

(4,710,200円) 

       

   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

4,648,000円 

(5,112,800円) 

       

   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

5,014,000円 

(5,515,400円) 

       

 

ｂ ＩＰ通信網サービス（メニュー５に係るものに限ります。）との接

続に限定するもの 
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 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

311,000円 

(342,100円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,530,000円 

(1,683,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,530,000円 

(1,683,000円) 

       

   アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

1,896,000円 

(2,085,600円) 

       

   アクセス速度が30

0Mbit/sのもの 

2,262,000円 

(2,488,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

2,628,000円 

(2,890,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

2,994,000円 

(3,293,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

3,360,000円 

(3,696,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

3,726,000円 

(4,098,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

4,092,000円 

(4,501,200円) 

       

   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

4,458,000円 

(4,903,800円) 

       

   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

4,824,000円 

(5,306,400円) 

       

 

(2) ＩＰ通信網（NTT西⽇本株式会社に係るものに限ります。）との接続

に係るもの 

Ａ プラン１に係るもの 

ａ ｂ以外のもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     
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 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

106,000円 

(116,600円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

740,000円 

(814,000円) 

       

 

ｂ ＩＰ通信網サービス（メニュー５に係るものに限ります。）との接

続に限定するもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

91,000円 

(100,100円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

550,000円 

(605,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

550,000円 

(605,000円) 

       

   アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

616,000円 

(677,600円) 

       

   アクセス速度が30

0bit/sのもの 

682,000円 

(750,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

748,000円 

(822,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

814,000円 

(895,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

880,000円 

(968,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

946,000円 

(1,040,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

1,012,000円 

(1,113,200円) 

       

   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

1,078,000円 

(1,185,800円) 
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   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

1,144,000円 

(1,258,400円) 

       

 

Ｂ プラン２に係るもの 

ａ ｂ以外のもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

326,000円 

(358,600円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,720,000円 

(1,892,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,720,000円 

(1,892,000円) 

       

   アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

2,766,000円 

(3,042,600円) 

       

   アクセス速度が30

0Mbit/sのもの 

3,812,000円 

(4,193,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

4,858,000円 

(5,343,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

5,904,000円 

(6,494,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

6,950,000円 

(7,645,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

7,996,000円 

(8,795,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

9,042,000円 

(9,946,200円) 

       

   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

10,088,000円 

(11,096,800円) 

       

   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

11,134,000円 

(12,247,400円) 
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ｂ ＩＰ通信網サービス（メニュー５に係るものに限ります。）との接

続に限定するもの 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額        

 イーサネットア

クセス 

10Mb/s アクセス速度が10

Mbit/sのもの 

311,000円 

(342,100円) 

       

  100Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,530,000円 

(1,683,000円) 

       

  1000Mb/s アクセス速度が10

0Mbit/sのもの 

1,530,000円 

(1,683,000円) 

       

   アクセス速度が20

0Mbit/sのもの 

2,576,000円 

(2,833,600円) 

       

   アクセス速度が30

0Mbit/sのもの 

3,622,000円 

(3,984,200円) 

       

   アクセス速度が40

0Mbit/sのもの 

4,668,000円 

(5,134,800円) 

       

   アクセス速度が50

0Mbit/sのもの 

5,714,000円 

(6,285,400円) 

       

   アクセス速度が60

0Mbit/sのもの 

6,760,000円 

(7,436,000円) 

       

   アクセス速度が70

0Mbit/sのもの 

7,806,000円 

(8,586,600円) 

       

   アクセス速度が80

0Mbit/sのもの 

8,852,000円 

(9,737,200円) 

       

   アクセス速度が90

0Mbit/sのもの 

9,898,000円 

(10,887,800円) 

       

   アクセス速度が10

00Mbit/sのもの 

10,944,000円 

(12,038,400円) 

       

 

    １－２－２ 付加機能使用料 

     (1) (2)以外のもの 

 

 【優先制御機能】     
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 ＩＰパケットを、ＩＰパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって

網（ＶＰＮノード装置相互間に限ります）。内で転送する機能 

    

 区   分 単位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 ア ク セ ス タ

イプ１（ＳＴ

Ｍ ア ク セ ス

又 は Ａ Ｔ Ｍ

ア ク セ ス に

限ります。）

に係るもの 

64kb/s品目

のもの 

１のＶ

ＰＮ契

約ごと

に 

3,000円 

(3,300円) 

300円 

(330円) 

         

 128kb /s品

目のもの 

3,000円 

(3,300円) 

300円 

(330円) 

         

 0.5Mb/s品

目のもの 

 5,000円 

(5,500円) 

500円 

(550円) 

         

 １Mb/s品目

のもの 

 10,000円 

(11,000円) 

1,000円 

(1,100円) 

         

  ２Mb/s品目

のもの 

 20,000円 

(22,000円) 

―          

  ３Mb/s品目

のもの 

 30,000円 

(33,000円) 

3,000円 

(3,300円) 

         

  ４Mb/s品目

のもの 

 40,000円 

(44,000円) 

―          

  ５Mb/s品目

のもの 

 50,000円 

(55,000円) 

―          

  ６Mb/s品目

のもの 

 60,000円 

(66,000円) 

6,000円 

(6,600円) 

         

  ７Mb/s品目

のもの 

 70,000円 

(77,000円) 

―          

  ８Mb/s品目

のもの 

 80,000円 

(88,000円) 

―          

  ９Mb/s品目

のもの 

 90,000円 

(99,000円) 

―          

  10Mb/s品目

のもの 

 100,000円 

(110,000円) 

―          

  11Mb/s品目  105,000円 ―          
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のもの (115,500円) 

  12Mb/s品目

のもの 

 110,000円 

(121,000円) 

―          

  13Mb/s品目

のもの 

 115,000円 

(126,500円) 

―          

  14Mb/s品目

のもの 

 120,000円 

(132,000円) 

―          

  15Mb/s品目

のもの 

 125,000円 

(137,500円) 

―          

  16Mb/s品目

のもの 

 130,000円 

(143,000円) 

―          

  17Mb/s品目

のもの 

 135,000円 

(148,500円) 

―          

  18Mb/s品目

のもの 

 140,000円 

(154,000円) 

―          

  19Mb/s品目

のもの 

 145,000円 

(159,500円) 

―          

  20Mb/s品目

のもの 

 150,000円 

(165,000円) 

―          

  21Mb/s品目

のもの 

 155,000円 

(170,500円) 

―          

  22Mb/s品目

のもの 

 160,000円 

(176,000円) 

―          

  23Mb/s品目

のもの 

 165,000円 

(181,500円) 

―          

  24Mb/s品目

のもの 

 170,000円 

(187,000円) 

―          

  25Mb/s品目

のもの 

 175,000円 

(192,500円) 

―          

  26Mb/s品目

のもの 

 180,000円 

(198,000円) 

―          

  27Mb/s品目  185,000円 ―          
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のもの (203,500円) 

  28Mb/s品目

のもの 

 190,000円 

(209,000円) 

―          

  29Mb/s品目

のもの 

 195,000円 

(214,500円) 

―          

  30Mb/s品目

のもの 

 200,000円 

(220,000円) 

―          

  31Mb/s品目

のもの 

 201,500円 

(221,650円) 

―          

  32Mb/s品目

のもの 

 203,000円 

(223,300円) 

―          

  33Mb/s品目

のもの 

 204,500円 

(224,950円) 

―          

  34Mb/s品目

のもの 

 206,000円 

(226,600円) 

―          

  35Mb/s品目

のもの 

 207,500円 

(228,250円) 

―          

  36Mb/s品目

のもの 

 209,000円 

(229,900円) 

―          

  37Mb/s品目

のもの 

 210,500円 

(231,550円) 

―          

  38Mb/s品目

のもの 

 212,000円 

(233,200円) 

―          

  39Mb/s品目

のもの 

 213,500円 

(234,850円) 

―          

  40Mb/s品目

のもの 

 215,000円 

(236,500円) 

―          

  41Mb/s品目

のもの 

 216,500円 

(238,150円) 

―          

  42Mb/s品目

のもの 

 218,000円 

(239,800円) 

―          

  43Mb/s品目  219,500円 ―          
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のもの (241,450円) 

  44Mb/s品目

のもの 

 221,000円 

(243,100円) 

―          

  45Mb/s品目

のもの 

 222,500円 

(244,750円) 

―          

  46Mb/s品目

のもの 

 224,000円 

(246,400円) 

―          

  47Mb/s品目

のもの 

 225,500円 

(248,050円) 

―          

  48Mb/s品目

のもの 

 227,000円 

(249,700円) 

―          

  49Mb/s品目

のもの 

 228,500円 

(251,350円) 

―          

  50Mb/s品目

のもの 

 230,000円 

(253,000円) 

―          

 ア ク セ ス タ

イプ１（イー

サ ネ ッ ト ア

ク セ ス に 限

ります。）又

は ア ク セ ス

タイプ５（イ

ー サ ネ ッ ト

ア ク セ ス に

限ります。）

に係るもの 

ポ ー ト 速 度

が0.5Mb/s

のもの 

１のＶ

ＰＮ契

約ごと

に 

5,000円 

(5,500円) 

―          

 ポ ー ト 速 度

が１Mb/sの

もの 

10,000円 

(11,000円) 

―          

 ポ ー ト 速 度

が２Mb/sの

もの 

 20,000円 

(22,000円) 

―          

 ポ ー ト 速 度

が３Mb/sの

もの 

 30,000円 

(33,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が４Mb/sの

もの 

 40,000円 

(44,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が５Mb/sの

 50,000円 

(55,000円) 

―          
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もの 

  ポ ー ト 速 度

が６Mb/sの

もの 

 60,000円 

(66,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が７Mb/sの

もの 

 70,000円 

(77,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が８Mb/sの

もの 

 80,000円 

(88,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が９Mb/sの

もの 

 90,000円 

(99,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が10Mb/sの

もの 

 100,000円 

(110,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が20Mb/sの

もの 

 150,000円 

(165,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が30Mb/sの

もの 

 200,000円 

(220,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が40Mb/sの

もの 

 215,000円 

(236,500円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が50Mb/sの

もの 

 230,000円 

(253,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が60Mb/sの

もの 

 245,000円 

(269,500円) 

―          

  ポ ー ト 速 度  260,000円 ―          
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が70Mb/sの

もの 

(286,000円) 

  ポ ー ト 速 度

が80Mb/sの

もの 

 275,000円 

(302,500円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が90Mb/sの

もの 

 290,000円 

(319,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が100Mb/s

のもの 

 300,000円 

(330,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が200Mb/s

のもの 

 430,000円 

(473,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が300Mb/s

のもの 

 560,000円 

(616,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が400Mb/s

のもの 

 690,000円 

(759,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が500Mb/s

のもの 

 800,000円 

(880,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が600Mb/s

のもの 

 910,000円 

(1,001,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が700Mb/s

のもの 

 1,020,000円 

(1,122,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が800Mb/s

のもの 

 1,130,000円 

(1,243,000円) 

―          
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  ポ ー ト 速 度

が900Mb/s

のもの 

 1,240,000円 

(1,364,000円) 

―          

  ポ ー ト 速 度

が1000Mb/

sのもの 

 1,350,000円 

(1,485,000円) 

―          

 備考     

 １ 優先制御機能には次のクラスの種類があります。     

  クラスの種類 内   容          

  ３クラス ３つの優先順位にしたがって網内で転送するもの          

  ４クラス ４つの優先順位にしたがって網内で転送するもの          

 ２ 当社は、ＶＰＮサービス（アクセスタイプ１（イーサネットアクセス（ポー

ト速度が600Mb/s以上のもの、他社接続契約者回線（別記５の(2)に係るもの

に限ります。）に係るポート速度が0.5Mb/sのもの及び当社が別に定める当社

の契約約款及び料金表に規定する電気通信サービスに係るものに限ります。）

に係るもの及びＡＴＭアクセス（51Mb/s以上の品目のものに限ります。）に係

るものに限ります。）、アクセスタイプ５（イーサネットアクセス（ポート速度

が600Mb/s以上のものに限ります。）に係るものに限ります。）及びアクセスタ

イプ７に係るものを除きます。）に係るＶＰＮ契約者に限り、この機能（クラ

スの種類が３クラスに係るものに限ります。）を提供します。 

    

 ３ 当社は、ＶＰＮサービス（アクセスタイプ１（イーサネットアクセス（他社

接続契約者回線（別記５の(2)に係るものに限ります。）に係るポート速度が0.

5Mb/sのもの及び当社が別に定める当社の契約約款及び料金表に規定する電

気通信サービスに係るものに限ります。）に係るもの、及びＡＴＭアクセス（1

1Mb/s以上の品目のものに限ります。）に係るものに限ります。）及びアクセス

タイプ７に係るものを除きます。）に係るＶＰＮ契約者に限り、この機能（ク

ラスの種類が４クラスに係るものに限ります。）を提供します。 

    

 （注）本欄に規定する当社が別に定める当社の契約約款及び料金表に規定する電

気通信サービスは、Univesal Oneサービス契約約款（第３編）に規定する

ＶＰＮサービス（コース２（速度の区分が0.5Mb/sのものに限ります。）に

係るものに限ります。）とします。 
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 【ＶＰＮグループ間通信機能】 

この機能を利用するＶＰＮサービスに係る所属ＶＰＮグループを構成するＶＰ

Ｎグループ回線と、ＶＰＮ契約者があらかじめ指定する他のＶＰＮグループ（そ

のＶＰＮグループに係るＶＰＮグループ代表者が、この機能を利用するものに限

ります。）を構成するＶＰＮグループ回線との間又は当社が必要により設置する

電気通信設備との間の通信（データモードに係るものに限ります。）を行うこと

ができるようにする機能 

    

 区 分 単   位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 下 記 以 外 の

もの 

１のＶＰＮグループご

とに 

15,000円 

(16,500円) 

1,500円 

(1,650円) 

         

 パ ケ ッ ト フ

ィ ル タ リ ン

グ（ＶＰＮ契

約 者 が あ ら

か じ め 指 定

す る 条 件 に

よ り Ｉ Ｐ パ

ケ ッ ト の 伝

送 を 制 限 す

る こ と を い

います。以下

同 じ と し ま

す。）の設定

が 可 能 な も

の 

１のＶＰＮグループご

とに 

 

9,000円 

(9,900円) 

900円 

(990円) 

         

 １のＶＰＮグループご

とに（10までのパケッ

トフィルタリングの条

件を含みます。） 

 

6,000円 

(6,600円) 

600円 

(660円) 

         

 １のＶＰＮグループに

つき設定する10のパ

ケットフィルタリング

の条件を超える他のパ

ケットフィルタリング

の条件ごとに 

 

1,000円 

(1,100円) 

100円 

(110円) 

         

 備考     

 １ 当社は、ＶＰＮ契約者（ＶＰＮグループ代表者となる者に限ります。）に限

り、この機能を提供します。 

    

 ２ この機能（パケットフィルタリングの設定が可能なものに限ります。以下備

考３までにおいて同じとします。）については、ＶＰＮ契約者があらかじめ指
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定する他のＶＰＮグループとして、当社のUniversal Oneサービス契約約款

（第１編）に規定するUniversal Oneサービスに係るものであって、そのＶＰ

Ｎグループに係るＶＰＮグループ代表者がこの機能に相当する付加機能を利

用するものを含むものとします。 

 ３ この機能の申込みにあたっては、設定するパケットフィルタリングの条件を

あらかじめ通知していただきます。 

    

  

 【削除】     

  

 【アプリケーションサービス接続機能】 

アプリケーションサービスゲートウェイ（この機能及びアプリケーションサービ

ス利用機能を提供するために当社が設置する電気通信設備をいいます。以下同じ

とします。）を介して、この機能を利用してアプリケーションサービスを提供す

るＶＰＮ契約者のＶＰＮサービスに係る所属ＶＰＮグループを構成するＶＰＮ

グループ回線と、ＶＰＮ契約者があらかじめ指定する他のＶＰＮグループ（その

ＶＰＮグループに係るＶＰＮグループ代表者が、アプリケーションサービス利用

機能を利用するものに限ります。）を構成するＶＰＮグループ回線との間の通信

を行うことができるようにする機能 

    

 区   分 単位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 ― ― ― ―          

 備考     

 １ 当社は、ＶＰＮ契約者（ＶＰＮグループ代表者となる者に限ります。）に限

り、この機能を提供します。 

    

 ２ この機能の申込みにあたっては、アプリケーションサービスゲートウェイに

設定するパケットフィルタリングの条件をあらかじめ通知していただきます。 

３ パケットフィルタリングの設定数は、当社が指定する数を上限とします。 

    

 ４ ＶＰＮ契約者は、この機能を利用するＶＰＮサービス（所属ＶＰＮグループ

を構成するＶＰＮグループ回線を含みます。）については、この機能以外の付

加機能を利用することができません。 

    

 ５ 当社は、この機能を利用してアプリケーションサービスを提供することに伴     
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い発生した損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責

任を負いません。 

  

 【アプリケーションサービス利用機能】 

アプリケーションサービスゲートウェイを介して、この機能を利用してアプリケ

ーションサービスを利用するＶＰＮ契約者のＶＰＮサービスに係る所属ＶＰＮ

グループを構成するＶＰＮグループ回線と、ＶＰＮ契約者があらかじめ指定する

他のＶＰＮグループ（そのＶＰＮグループに係るＶＰＮグループ代表者が、アプ

リケーションサービス接続機能を利用するものに限ります。）を構成するＶＰＮ

グループ回線との間又は当社が必要により設置する電気通信設備との間の通信

を行うことができるようにする機能 

    

 区 分 単   位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 ― 接続先となる他のＶＰ

Ｎグループ又は当社が

必要により設置する電

気通信設備ごとに 

20,000円 

(22,000円) 

2,000円 

(2,200円) 

         

  アプリケーションサー

ビスゲートウェイに設

定するパケットフィル

タリングの条件ごとに 

2,000円 

(2,200円) 

200円 

(220円) 

         

 備考     

 １ 当社は、ＶＰＮ契約者（ＶＰＮグループ代表者となる者に限ります。）に限

り、この機能を提供します。 

    

 ２ この機能の申込みにあたっては、アプリケーションサービスゲートウェイに

設定するパケットフィルタリングの条件をあらかじめ通知していただきます。 

    

 ３ パケットフィルタリングの設定数は、当社が指定する数を上限とします。 

４ 当社は、この機能を利用してアプリケーションサービスを利用することに伴

い発生した損害については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責

任を負いません。 
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 【フィルタリング機能（ＢＧＰ経路制御型）】 

ＶＰＮノード装置から配信する経路情報（当社が指定するものに限ります。）に

ついて、経路情報配信フィルタリング（ＶＰＮ契約者があらかじめ指定する条件

にしたがって配信する経路情報を制御することをいいます。以下同じとします。）

の設定を可能とする機能 

    

 区 分 単   位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 ― １のＶＰＮ契約ごとに 3,000円 

(3,300円) 

―          

 備考     

 １ 当社は、次に掲げるＶＰＮ契約者を除き、この機能を提供します。     

 (1) ＶＰＮサービス（アクセスタイプ１（登録タイプ１に係るものを除きま

す。）に係るものに限ります。）に係るＶＰＮ契約者 

    

 (2) ＶＰＮサービス（アクセスタイプ５に係るものに限ります。）に係るＶＰ

Ｎ契約者 

    

 (3) ＶＰＮサービス（アクセスタイプ７に係るものに限ります。）に係るＶＰ

Ｎ契約者 

    

 ２ この機能の申込みにあたっては、設定する経路情報配信フィルタリングの条

件をあらかじめ通知していただきます。 

    

 ３ 経路情報配信フィルタリングの設定数は、当社が指定する数を上限としま

す。 

４ 当社は、この機能を、臨時ＶＰＮ契約者には提供しません。 

    

  

 【フィルタリング機能（ＩＰアドレス制御型）】 

ＶＰＮノード装置においてアドレスフィルタリングの設定を可能とする機能 

    

 区 分 単   位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 ― １のＶＰＮ契約ごとに 5,000円 

(5,500円) 

―          

 備考     
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 １ ＶＰＮサービス（第１種サービス（アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセス（別

記５の(1)に掲げる協定事業者の契約約款及び料金表に係るものに限ります。）

及びイーサネットアクセスに係るものに限ります。）及びアクセスタイプ５（イ

ーサネットアクセスに係るものに限ります。）に係るものに限ります。）及び第

２種サービス（アクセスタイプ１（イーサネットアクセスに係るものに限りま

す。）に係るものに限ります。）に係るものに限ります。）に係るＶＰＮ契約者

に限り、この機能を提供します。 

    

 ２ この機能の申込みにあたっては、設定するアドレスフィルタリングの条件を

あらかじめ通知していただきます。 

    

 ３ アドレスフィルタリングの設定数は、当社が指定する数を上限とします。 

４ 当社は、この機能を、臨時ＶＰＮ契約者には提供しません。 

    

  

 【契約者回線番号受信機能】 

この機能を利用するＶＰＮサービスへ通知される契約者回線番号（当社が別に定

めるものに限ります。）を受信することができる機能 

    

 区   分 単位 料  金  額          

   臨 時 以 外 の

もの 

（⽉額） 

臨時の

もの 

(⽇額) 

         

 ＩＰ通信網（NTT東⽇本株式会社に係るものに

限ります。）との接続に係るもの 

・下記以外のもの 

            

  10Mb/s品目のもの １のＶ

ＰＮ契

約ごと

に 

19,600円 

(21,560円) 

―          

  100Mb/s品目のもの 19,600円 

(21,560円) 

―          

  1000Mb/s品目

のもの 

アクセス速度が200M

bit/sのもの 

 19,600円 

(21,560円) 

―          

   アクセス速度が300M

bit/sのもの 

 29,400円 

(32,340円) 

―          

   アクセス速度が400M

bit/sのもの 

 39,200円 

(43,120円) 

―          
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   アクセス速度が500M

bit/sのもの 

 49,000円 

(53,900円) 

―          

   アクセス速度が600M

bit/sのもの 

 58,800円 

(64,680円) 

―          

   アクセス速度が700M

bit/sのもの 

 68,600円 

(75,460円) 

―          

   アクセス速度が800M

bit/sのもの 

 78,400円 

(86,240円) 

―          

   アクセス速度が900M

bit/sのもの 

 88,200円 

(97,020円) 

―          

   アクセス速度が1000

Mbit/sのもの 

 98,000円 

(107,800円) 

―          

 ・料金表第１表第１の１－２－１－３－１(1)

Ａのｂのⅱ及びＢのｂのⅱに係るもの 

            

  10Mb/s品目のもの １のＶ

ＰＮ契

約ごと

に 

9,800円 

(10,780円) 

―          

  100Mb/s品目のもの 9,800円 

(10,780円) 

―          

  1000Mb/s品目

のもの 

アクセス速度が100M

bit/sのもの 

 9,800円 

(10,780円) 

―          

   アクセス速度が200M

bit/sのもの 

 19,600円 

(21,560円) 

―          

   アクセス速度が300M

bit/sのもの 

 29,400円 

(32,340円) 

―          

   アクセス速度が400M

bit/sのもの 

 39,200円 

(43,120円) 

―          

   アクセス速度が500M

bit/sのもの 

 49,000円 

(53,900円) 

―          

   アクセス速度が600M

bit/sのもの 

 58,800円 

(64,680円) 

―          

   アクセス速度が700M

bit/sのもの 

 68,600円 

(75,460円) 

―          
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   アクセス速度が800M

bit/sのもの 

 78,400円 

(86,240円) 

―          

   アクセス速度が900M

bit/sのもの 

 88,200円 

(97,020円) 

―          

   アクセス速度が1000

Mbit/sのもの 

 98,000円 

(107,800円) 

―          

 ＩＰ通信網（NTT西⽇本株式会社に係るものに

限ります。）との接続に係るもの 

・下記以外のもの 

            

  10Mb/s品目のもの １のＶ

ＰＮ契

約ごと

に 

19,600円 

(21,560円) 

―          

  100Mb/s品目のもの 19,600円 

(21,560円) 

―          

 ・料金表第１表第１の１－２－１－３－１(2)

のＡのｂのⅱ及びＢのｂのⅱに係るもの 

            

  10Mb/s品目のもの １のＶ

ＰＮ契

約ごと

に 

9,800円 

(10,780円) 

―          

  100Mb/s品目のもの 9,800円 

(10,780円) 

―          

  1000Mb/s品目

のもの 

アクセス速度が100M

bit/sのもの 

 9,800円 

(10,780円) 

―          

   アクセス速度が200M

bit/sのもの 

 19,600円 

(21,560円) 

―          

   アクセス速度が300M

bit/sのもの 

 29,400円 

(32,340円) 

―          

   アクセス速度が400M

bit/sのもの 

 39,200円 

(43,120円) 

―          

   アクセス速度が500M

bit/sのもの 

 49,000円 

(53,900円) 

―          

   アクセス速度が600M

bit/sのもの 

 58,800円 

(64,680円) 

―          

   アクセス速度が700M  68,600円 ―          
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bit/sのもの (75,460円) 

   アクセス速度が800M

bit/sのもの 

 78,400円 

(86,240円) 

―          

   アクセス速度が900M

bit/sのもの 

 88,200円 

(97,020円) 

―          

   アクセス速度が1000

Mbit/sのもの 

 98,000円 

(107,800円) 

―          

 備考 当社は、ＶＰＮサービス（アクセスタイプ５（タイプ２に係るものに限りま

す。）に係るものに限ります。）に係るＶＰＮ契約者に限り、この機能を提供し

ます。 

    

 （注）本欄に規定する当社が別に定める契約者回線番号は、NTT東⽇本株式会社及

びNTT西⽇本株式会社のＩＰ通信網サービス契約約款に規定する発信に係る

契約者回線番号とします。 

    

 

     (2) 利用の都度意思表示を行うことにより利用するもの 

 

 【セッション解除機能】 

ＶＰＮグループ回線と当社が別に定める協定事業者の契約約款及び料金表に規

定するＩＰ通信網に係る電気通信回線（当社が別に定める協定事業者の契約約款

及び料金表に規定する契約者回線等に限ります。）との通信について、ＶＰＮ契

約者からの申し出により、その通信に係るセッションを解除する機能 

（注）本欄に規定する当社が別に定める協定事業者の契約約款は、NTT東⽇本株

式会社及びNTT西⽇本株式会社のＩＰ通信網サービス契約約款とします。 

    

 区   分 単位 料  金  額          

   臨時以外のもの 

（⽉額） 

臨時のもの 

（⽇額） 

         

 ― ― ― ―          

 備考     

 １ 当社は、ＶＰＮ契約者（アクセスタイプ５に係る者に限ります。）に限り、こ

の機能を提供します。 

    

 ２ 当社は、この機能においてセッションを解除することに伴い発生する損 害

については、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。 
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    １－２－３ 加算料 

     (1) (2)以外の場合 

      アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに係るものに限ります。）に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 他社接続契約者回線の品目 料  金  額          

 64kb/sのもの 28,000円(30,800円)          

 128kb/sのもの 45,000円(49,500円)          

 備考     

 １ 当社は、令和７年４⽉１⽇から令和８年３⽉31⽇までの期間に限り、この料

金額を適用します。 

    

 ２ 当社は、令和８年４⽉１⽇以降の加算料については、別途算定することとし

ます。 

    

 

     (2) 臨時ＶＰＮ契約に係るもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽇額）     

 区   分 料  金  額          

 アクセスタイプ１（ＳＴＭアクセスに

係るものに限ります。）に係るもの 

臨時ＶＰＮ契約以外の契約に係るものと

みなした場合に適用される料金額の10

分の１ 

         

 

    １－２－４ 回線終端装置に係るもの 

     １－２－４－１ 回線終端装置使用料 

 

 区   分 単位 料  金  額          

   ＶＰＮ契約に係るもの 

（⽉額） 

         

 1.5Mb/s品目に係るもの １台ご

とに 

9,500円 

(10,260円) 

         

 上 記 以 外

のもの 

端末側インタフェースがメタリ

ックケーブルのもの 

１台ご

とに 

8,000円 

(8,800円) 

         

  端末側インタフェースが同軸ケ

ーブルのもの 

１台ご

とに 

9,000円 

(9,900円) 

         

令和8年4⽉1⽇付で次のとおり改定します。 

（令和8年2⽉10⽇ CNS2サ第000400018114-01号による約款改正） 

 
本件約款改正により、「加算料」の記載場所をUniversal Oneサービス契約約款（第1

編）の附則に移動します。 
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  端末側インタフェースが光ケー

ブルのもの（Ⅰ型） 

１台ご

とに 

10,000円 

(11,000円) 

         

  端末側インタフェースが光ケー

ブルのもの（Ⅱ型） 

１台ご

とに 

10,000円 

(11,000円) 

         

 備考 Ⅰ型及びⅡ型は、それぞれＴＴＣ標準ＪＴ－Ｇ957準拠及びＡＴＭ－Forum

準拠のものをいいます。 

    

 

     １－２－４－２ インタフェースケーブル使用料 

 

 区   分 単位 料  金  額          

   ＶＰＮ契約に係るもの 

（⽉額） 

         

 加入者回線等インタフェースが10BASE-Tの

もの 

１台ご

とに 

5,000円 

(5,500円) 

         

 加入者回線等インタフェースが100BASE-TX

のもの 

１台ご

とに 

10,000円 

(11,000円) 

         

 加入者回線等インタフェースが1000BASE- 

SXのもの 

１台ご

とに 

35,000円 

(38,500円) 

         

 加入者回線等インタフェースが1000BASE- 

LXのもの 

１台ご

とに 

50,000円 

(55,000円) 

         

 

    １－２－５ 端末設備に係るもの 

     １－２－５－１ 屋内配線使用料 

 

 【配線（屋内配線使用料）】 

契約者回線又は加入者回線の終端と端末設備との間に設置する線条（ジャックを

含みます。） 

    

 区   分 単位 料  金  額          

   ＶＰＮ契約に係るもの 

（⽉額） 

         

 64kb/s又は128kb/s用のもの 

 

１配線

ごとに 

60円 

(66円) 

         

 上記以外のもの １配線

ごとに 

2,000円 

(2,200円) 

         



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

107/137 

 

     １－２－５－２ 機器使用料 

 

 【回線接続装置】 

交換等設備との間で信号の送受及び変換の機能を有するもの 

    

 区   分 単位 料金額          

     Ｖ Ｐ Ｎ 契 約

に係るもの 

（⽉額） 

         

 第 １ 種 サ ー

ビス（加入者

回 線 に 係 る

も の に 限 り

ます。）に係

るもの 

0.5Mb/s、１Mb/sから１Mb/sごとに45

Mb/sまで又は135Mb/s用のもの 

（Ⅰ型） 

１台ご

とに 

12,000円 

(13,200円) 

         

 0.5Mb/s、１Mb/sから１Mb/sごとに45

Mb/sまで又は135Mb/s用のもの 

（Ⅱ型） 

１台ご

とに 

12,000円 

(13,200円) 

         

 第２種サービス（ＳＴＭアクセスに係るものに限りま

す。）に係るもの 

１台ご

とに 

23,000円 

(25,300円) 

         

 第 ２ 種 サ ー

ビス（ＡＴＭ

ア ク セ ス に

係 る も の に

限ります。）

に係るもの 

１ 芯 式 と ２

芯 式 の 区 別

が １ 芯 式 の

もの 

光ファイバーに係るもの 

（ＡＴＭフォーラム準拠

のもの） 

１台ご

とに 

14,000円 

(15,400円) 

         

 光ファイバーに係るもの 

（ＴＴＣ準拠のもの） 

１台ご

とに 

14,000円 

(15,400円) 

         

  同軸ケーブルに係るもの １台ご

とに 

13,000円 

(14,300円) 

         

   ＵＴＰケーブルに係るも

の 

１台ご

とに 

12,000円 

(13,200円) 

         

  １ 芯 式 と ２

芯 式 の 区 別

が ２ 芯 式 の

もの 

光ファイバーに係るもの 

（ＡＴＭForum準拠の

もの） 

１台ご

とに 

16,000円 

(17,600円) 

         

  光ファイバーに係るもの 

（ＴＴＣ準拠のもの） 

１台ご

とに 

16,000円 

(17,600円) 

         

 備考     



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

108/137 

 １ Ⅰ型及びⅡ型は、それぞれＴＴＣ標準ＪＴ－Ｇ957準拠及びＡＴＭForum準

拠のものをいいます。 

    

 ２ ＡＴＭForum準拠のもの及びＴＴＣ準拠のものは、それぞれＡＴＭForum

準拠及びＴＴＣ標準ＪＴ－Ｇ957準拠のものをいいます。 

    

 

     １－２－５－３ 構内インタフェースケーブル使用料 

 

 区   分 単位 料  金  額          

   ＶＰＮ契約に係るもの 

（⽉額） 

         

 加入者回線等インタフェースが10BASE-Tの

もの 

１台ご

とに 

8,000円 

(8,800円) 

         

 加入者回線等インタフェースが100BASE-TX

のもの 

１台ご

とに 

12,000円 

(13,200円) 

         

 加入者回線等インタフェースが1000BASE-S

X又は1000BASE-LXのもののもの 

１台ご

とに 

4,000円 

(4,400円) 

         

 

  ２ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 

   ２－１ （略） 

 

  ２ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 

   ２－１ （略） 

 

   ２－２ 料金額 

    ２－２－１ （略） 

 

   ２－２ 料金額 

    ２－２－１ （略） 

 

    ２－２－２ 付加機能使用料 

 

    ２－２－２ 付加機能使用料 

 【優先制御機能】 

ＩＰパケットを、ＩＰパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって

網（国際ＶＰＮノード装置相互間に限ります。）内で転送する機能 

  【優先制御機能】 

ＩＰパケットを、ＩＰパケットごとにあらかじめ指定した優先順位にしたがって

網（国際ＶＰＮノード装置相互間に限ります。）内で転送する機能 

 

 １の国際ＶＰＮ契約ごとに（⽉額）   １の国際ＶＰＮ契約ごとに（⽉額）  

 区   分 料 金 額   区   分 料 金 額  

 アクセスタイプ１に

係るもの 
（略） （略） 

  アクセスタイプ１に

係るもの 
（略） （略） 

 

 アクセスタイプ３に

係るもの 

１Mb/s品目のもの 18,400円          

 ２Mb/s品目のもの 34,500円          
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  ３Mb/s品目のもの 46,000円          

  ４Mb/s品目のもの 57,500円          

  ５Mb/s品目のもの 69,000円          

  ６Mb/s品目のもの 80,900円          

  ７Mb/s品目のもの 92,200円          

  ８Mb/s品目のもの 113,900円          

  ９Mb/s品目のもの 124,300円          

  10Mb/s品目のもの 128,800円          

  20Mb/s品目のもの 316,600円          

  30Mb/s品目のもの 466,600円          

  40Mb/s品目のもの 616,200円          

  50Mb/s品目のもの 800,013円          

  60Mb/s品目のもの 956,635円          

  70Mb/s品目のもの 1,113,258円          

  80Mb/s品目のもの 1,269,880円          

  90Mb/s品目のもの 1,426,502円          

  100Mb/s品目のもの 1,583,125円          

  200Mb/s品目のもの 3,154,255円          

  300Mb/s品目のもの 4,731,383円          

  400Mb/s品目のもの 6,308,510円          

  500Mb/s品目のもの 7,885,638円          

 備考 当社は、国際ＶＰＮサービス（次の(1)及び(2)に掲げるものに限ります。）

に係る国際ＶＰＮ契約者に限り、この機能を提供します。 

  備考 当社は、国際ＶＰＮサービスのアクセスタイプ１（次の(1)及び(2)に掲げる

ものに限ります。）に係る国際ＶＰＮ契約者に限り、この機能を提供します。 

 

 (1) アクセスタイプ１に係るもの 

ア （略） 

イ （略） 

(2) アクセスタイプ３に係るもの 

 １Mb/s品目から500Mb/s品目までのものに限ります。 

   

(1) （略） 

(2) （略） 

 

  

 【国際ＶＰＮグループ間通信機能】 （略）   【国際ＶＰＮグループ間通信機能】 （略）  
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 第２ 通信料金 

  １ ＶＰＮ契約に係るもの 

   １－１ 適用 

 

 第２ 通信料金 

  １ 削除 

 区  分 内         容      

 (1) ＶＰＮサー

ビスに係る通

信料金の適用 

ア ＶＰＮサービス（アクセスタイプ１に係るものに限りま

す。）に係る定額通信料金については、１－２－１に規定する

基本額を適用します。 

     

  イ ＶＰＮサービス（アクセスタイプ５に係るものに限りま

す。）に係る定額通信料金については、１－２－２に規定する

基本額を適用します。 

     

  ウ 削除 

エ 削除 

     

 (2) 最低利用期

間内に契約の

解除等があっ

た場合の料金

の適用 

ア ＶＰＮサービス（アクセスタイプ７に係るものを除きま

す。）には、臨時ＶＰＮ契約に係るものを除いて、最低利用期

間があります。 

イ 第18条（最低利用期間）に規定する最低利用期間のうち、

定額通信料金については、基本最低利用期間を適用します。 

     

  ウ 当社は、最低利用期間内にＶＰＮ契約の解除があった場合

は、第54条（通信料金の支払義務）及び料金表通則の規定（通

則20の規定を除きます。）にかかわらず、第１（基本料金）

の１－１（適用）の(5)欄の適用によるものとします。 

     

  エ 当社は、最低利用期間内に区分、品目若しくは通信又は保

守の態様による細目の変更又は通信の態様による細目の廃

止があった場合の取扱いは、第１の１－１の(5)欄の適用に

よるものとします。 

     

 

   １－２ 料金額 

    １－２－１ アクセスタイプ１に係るもの 

     定額通信料金（基本額） 

      (1) ＳＴＭアクセスのもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに     
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 品   目 料  金  額        

   ＶＰＮ契約に係る

もの（⽉額） 

臨時ＶＰＮ契約に

係るもの（⽇額） 

       

 64kb/s 12,000円 

(13,200円) 

1,200円 

(1,320円) 

       

 128kb/s 14,000円 

(15,400円) 

1,400円 

(1,540円) 

       

 

      (2) ＡＴＭアクセスのもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料  金  額        

 0.5Mb/s 74,000円 

(81,400円) 

       

 １Mb/s 105,000円 

(115,500円) 

       

 ２Mb/s 157,000円 

(172,700円) 

       

 ３Mb/s 186,000円 

(204,600円) 

       

 ４Mb/s 225,000円 

(247,500円) 

       

 ５Mb/s 254,000円 

(279,400円) 

       

 ６Mb/s 283,000円 

(311,300円) 

       

 ７Mb/s 326,000円 

(358,600円) 

       

 ８Mb/s 368,000円 

(404,800円) 

       

 ９Mb/s 411,000円 

(452,100円) 

       



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

112/137 

 10Mb/s 454,000円 

(499,400円) 

       

 11Mb/s 476,000円 

(523,600円) 

       

 12Mb/s 497,000円 

(546,700円) 

       

 13Mb/s 519,000円 

(570,900円) 

       

 14Mb/s 540,000円 

(594,000円) 

       

 15Mb/s 561,000円 

(617,100円) 

       

 16Mb/s 583,000円 

(641,300円) 

       

 17Mb/s 604,000円 

(664,400円) 

       

 18Mb/s 626,000円 

(688,600円) 

       

 19Mb/s 647,000円 

(711,700円) 

       

 20Mb/s 669,000円 

(735,900円) 

       

 21Mb/s 690,000円 

(759,000円) 

       

 22Mb/s 712,000円 

(783,200円) 

       

 23Mb/s 733,000円 

(806,300円) 

       

 24Mb/s 755,000円 

(830,500円) 

       

 25Mb/s 776,000円 

(853,600円) 
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 26Mb/s 797,000円 

(876,700円) 

       

 27Mb/s 819,000円 

(900,900円) 

       

 28Mb/s 840,000円 

(924,000円) 

       

 29Mb/s 862,000円 

(948,200円) 

       

 30Mb/s 883,000円 

(971,300円) 

       

 31Mb/s 904,000円 

(994,400円) 

       

 32Mb/s 925,000円 

(1,017,500円) 

       

 33Mb/s 946,000円 

(1,040,600円) 

       

 34Mb/s 967,000円 

(1,063,700円) 

       

 35Mb/s 988,000円 

(1,086,800円) 

       

 36Mb/s 1,009,000円 

(1,109,900円) 

       

 37Mb/s 1,030,000円 

(1,133,000円) 

       

 38Mb/s 1,051,000円 

(1,156,100円) 

       

 39Mb/s 1,072,000円 

(1,179,200円) 

       

 40Mb/s 1,093,000円 

(1,202,300円) 

       

 41Mb/s 1,114,000円 

(1,225,400円) 
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 42Mb/s 1,135,000円 

(1,248,500円) 

       

 43Mb/s 1,156,000円 

(1,271,600円) 

       

 44Mb/s 1,177,000円 

(1,294,700円) 

       

 45Mb/s 1,198,000円 

(1,317,800円) 

       

 46Mb/s 1,219,000円 

(1,340,900円) 

       

 47Mb/s 1,240,000円 

(1,364,000円) 

       

 48Mb/s 1,261,000円 

(1,387,100円) 

       

 49Mb/s 1,282,000円 

(1,410,200円) 

       

 50Mb/s 1,303,000円 

(1,433,300円) 

       

 51Mb/s 1,324,000円 

(1,456,400円) 

       

 52Mb/s 1,345,000円 

(1,479,500円) 

       

 53Mb/s 1,366,000円 

(1,502,600円) 

       

 54Mb/s 1,387,000円 

(1,525,700円) 

       

 55Mb/s 1,408,000円 

(1,548,800円) 

       

 56Mb/s 1,429,000円 

(1,571,900円) 

       

 57Mb/s 1,450,000円 

(1,595,000円) 
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 58Mb/s 1,471,000円 

(1,618,100円) 

       

 59Mb/s 1,492,000円 

(1,641,200円) 

       

 60Mb/s 1,513,000円 

(1,664,300円) 

       

 61Mb/s 1,534,000円 

(1,687,400円) 

       

 62Mb/s 1,555,000円 

(1,710,500円) 

       

 63Mb/s 1,576,000円 

(1,733,600円) 

       

 64Mb/s 1,597,000円 

(1,756,700円) 

       

 65Mb/s 1,618,000円 

(1,779,800円) 

       

 66Mb/s 1,639,000円 

(1,802,900円) 

       

 67Mb/s 1,660,000円 

(1,826,000円) 

       

 68Mb/s 1,681,000円 

(1,849,100円) 

       

 69Mb/s 1,702,000円 

(1,872,200円) 

       

 70Mb/s 1,723,000円 

(1,895,300円) 

       

 71Mb/s 1,744,000円 

(1,918,400円) 

       

 72Mb/s 1,765,000円 

(1,941,500円) 

       

 73Mb/s 1,786,000円 

(1,964,600円) 
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 74Mb/s 1,807,000円 

(1,987,700円) 

       

 75Mb/s 1,828,000円 

(2,010,800円) 

       

 76Mb/s 1,849,000円 

(2,033,900円) 

       

 77Mb/s 1,870,000円 

(2,057,000円) 

       

 78Mb/s 1,891,000円 

(2,080,100円) 

       

 79Mb/s 1,912,000円 

(2,103,200円) 

       

 80Mb/s 1,933,000円 

(2,126,300円) 

       

 81Mb/s 1,954,000円 

(2,149,400円) 

       

 82Mb/s 1,975,000円 

(2,172,500円) 

       

 83Mb/s 1,996,000円 

(2,195,600円) 

       

 84Mb/s 2,017,000円 

(2,218,700円) 

       

 85Mb/s 2,038,000円 

(2,241,800円) 

       

 86Mb/s 2,059,000円 

(2,264,900円) 

       

 87Mb/s 2,080,000円 

(2,288,000円) 

       

 88Mb/s 2,101,000円 

(2,311,100円) 

       

 89Mb/s 2,122,000円 

(2,334,200円) 
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 90Mb/s 2,143,000円 

(2,357,300円) 

       

 91Mb/s 2,164,000円 

(2,380,400円) 

       

 92Mb/s 2,185,000円 

(2,403,500円) 

       

 93Mb/s 2,206,000円 

(2,426,600円) 

       

 94Mb/s 2,227,000円 

(2,449,700円) 

       

 95Mb/s 2,248,000円 

(2,472,800円) 

       

 96Mb/s 2,269,000円 

(2,495,900円) 

       

 97Mb/s 2,290,000円 

(2,519,000円) 

       

 98Mb/s 2,311,000円 

(2,542,100円) 

       

 99Mb/s 2,332,000円 

(2,565,200円) 

       

 100Mb/s 2,353,000円 

(2,588,300円) 

       

 101Mb/s 2,374,000円 

(2,611,400円) 

       

 102Mb/s 2,395,000円 

(2,634,500円) 

       

 103Mb/s 2,416,000円 

(2,657,600円) 

       

 104Mb/s 2,437,000円 

(2,680,700円) 

       

 105Mb/s 2,458,000円 

(2,703,800円) 
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 106Mb/s 2,479,000円 

(2,726,900円) 

       

 107Mb/s 2,500,000円 

(2,750,000円) 

       

 108Mb/s 2,521,000円 

(2,773,100円) 

       

 109Mb/s 2,542,000円 

(2,796,200円) 

       

 110Mb/s 2,563,000円 

(2,819,300円) 

       

 111Mb/s 2,584,000円 

(2,842,400円) 

       

 112Mb/s 2,605,000円 

(2,865,500円) 

       

 113Mb/s 2,626,000円 

(2,888,600円) 

       

 114Mb/s 2,647,000円 

(2,911,700円) 

       

 115Mb/s 2,668,000円 

(2,934,800円) 

       

 116Mb/s 2,689,000円 

(2,957,900円) 

       

 117Mb/s 2,710,000円 

(2,981,000円) 

       

 118Mb/s 2,731,000円 

(3,004,100円) 

       

 119Mb/s 2,752,000円 

(3,027,200円) 

       

 120Mb/s 2,773,000円 

(3,050,300円) 

       

 121Mb/s 2,794,000円 

(3,073,400円) 
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 122Mb/s 2,815,000円 

(3,096,500円) 

       

 123Mb/s 2,836,000円 

(3,119,600円) 

       

 124Mb/s 2,857,000円 

(3,142,700円) 

       

 125Mb/s 2,878,000円 

(3,165,800円) 

       

 126Mb/s 2,899,000円 

(3,188,900円) 

       

 127Mb/s 2,920,000円 

(3,212,000円) 

       

 128Mb/s 2,941,000円 

(3,235,100円) 

       

 129Mb/s 2,962,000円 

(3,258,200円) 

       

 130Mb/s 2,983,000円 

(3,281,300円) 

       

 131Mb/s 3,004,000円 

(3,304,400円) 

       

 132Mb/s 3,025,000円 

(3,327,500円) 

       

 133Mb/s 3,046,000円 

(3,350,600円) 

       

 134Mb/s 3,067,000円 

(3,373,700円) 

       

 135Mb/s 3,088,000円 

(3,396,800円) 

       

 

      (3) イーサネットアクセスのもの 

       ア イ以外のもの 

        (ア) 登録タイプ１のもの 
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 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額       

 10Mb/s ポート速度が0.5Mb/sのもの 42,000円 

(46,200円) 

      

  ポート速度が１Mb/sのもの 52,000円 

(57,200円) 

      

  ポート速度が２Mb/sのもの 65,000円 

(71,500円) 

      

  ポート速度が３Mb/sのもの 80,000円 

(88,000円) 

      

  ポート速度が４Mb/sのもの 100,000円 

(110,000円) 

      

  ポート速度が５Mb/sのもの 120,000円 

(132,000円) 

      

  ポート速度が６Mb/sのもの 180,000円 

(198,000円) 

      

  ポート速度が７Mb/sのもの 205,000円 

(225,500円) 

      

  ポート速度が８Mb/sのもの 220,000円 

(242,000円) 

      

  ポート速度が９Mb/sのもの 235,000円 

(258,500円) 

      

  ポート速度が10Mb/sのもの 250,000円 

(275,000円) 

      

 100Mb/s ポート速度が10Mb/sのもの 300,000円 

(330,000円) 

      

  ポート速度が20Mb/sのもの 390,000円 

(429,000円) 

      

  ポート速度が30Mb/sのもの 452,000円 

(497,200円) 

      

  ポート速度が40Mb/sのもの 540,000円 

(594,000円) 
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  ポート速度が50Mb/sのもの 635,000円 

(698,500円) 

      

  ポート速度が60Mb/sのもの 720,000円 

(792,000円) 

      

  ポート速度が70Mb/sのもの 760,000円 

(836,000円) 

      

  ポート速度が80Mb/sのもの 840,000円 

(924,000円) 

      

  ポート速度が90Mb/sのもの 920,000円 

(1,012,000円) 

      

  ポート速度が100Mb/sのもの 1,000,000円 

(1,100,000円) 

      

 1000Mb/s ポート速度が100Mb/sのもの 1,000,000円 

(1,100,000円) 

      

  ポート速度が200Mb/sのもの 1,350,000円 

(1,485,000円) 

      

  ポート速度が300Mb/sのもの 2,000,000円 

(2,200,000円) 

      

  ポート速度が400Mb/sのもの 2,650,000円 

(2,915,000円) 

      

  ポート速度が500Mb/sのもの 3,300,000円 

(3,630,000円) 

      

  ポート速度が600Mb/sのもの 3,950,000円 

(4,345,000円) 

      

  ポート速度が700Mb/sのもの 4,600,000円 

(5,060,000円) 

      

  ポート速度が800Mb/sのもの 5,250,000円 

(5,775,000円) 

      

  ポート速度が900Mb/sのもの 5,900,000円 

(6,490,000円) 

      

  ポート速度が1000Mb/sのもの 6,500,000円 

(7,150,000円) 
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        (イ) 登録タイプ２のもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額       

 10Mb/s ポート速度が0.5Mb/sのもの 32,000円 

(35,200円) 

      

  ポート速度が１Mb/sのもの 42,000円 

(46,200円) 

      

  ポート速度が２Mb/sのもの 55,000円 

(60,500円) 

      

  ポート速度が３Mb/sのもの 70,000円 

(77,000円) 

      

  ポート速度が４Mb/sのもの 90,000円 

(99,000円) 

      

  ポート速度が５Mb/sのもの 110,000円 

(121,000円) 

      

  ポート速度が６Mb/sのもの 170,000円 

(187,000円) 

      

  ポート速度が７Mb/sのもの 195,000円 

(214,500円) 

      

  ポート速度が８Mb/sのもの 210,000円 

(231,000円) 

      

  ポート速度が９Mb/sのもの 225,000円 

(247,500円) 

      

  ポート速度が10Mb/sのもの 240,000円 

(264,000円) 

      

 

イ 契約者回線が、当社が別に定めるＩＰ伝送サービス取扱所内を終端の

場所とするもの 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額       
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 10Mb/s ポート速度が0.5Mb/sのもの 74,000円 

(81,400円) 

      

  ポート速度が１Mb/sのもの 99,000円 

(108,900円) 

      

  ポート速度が２Mb/sのもの 122,000円 

(134,200円) 

      

  ポート速度が３Mb/sのもの 139,000円 

(152,900円) 

      

  ポート速度が４Mb/sのもの 161,000円 

(177,100円) 

      

  ポート速度が５Mb/sのもの 183,000円 

(201,300円) 

      

  ポート速度が６Mb/sのもの 245,000円 

(269,500円) 

      

  ポート速度が７Mb/sのもの 280,000円 

(308,000円) 

      

  ポート速度が８Mb/sのもの 315,000円 

(346,500円) 

      

  ポート速度が９Mb/sのもの 336,000円 

(369,600円) 

      

  ポート速度が10Mb/sのもの 357,000円 

(392,700円) 

      

 100Mb/s ポート速度が10Mb/sのもの 407,000円 

(447,700円) 

      

  ポート速度が20Mb/sのもの 473,000円 

(520,300円) 

      

  ポート速度が30Mb/sのもの 541,000円 

(595,100円) 

      

  ポート速度が40Mb/sのもの 635,000円 

(698,500円) 

      

  ポート速度が50Mb/sのもの 736,000円 

(809,600円) 

      



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

124/137 

  ポート速度が60Mb/sのもの 827,000円 

(909,700円) 

      

  ポート速度が70Mb/sのもの 873,000円 

(960,300円) 

      

  ポート速度が80Mb/sのもの 957,000円 

(1,052,700円) 

      

  ポート速度が90Mb/sのもの 1,041,000円 

(1,145,100円) 

      

  ポート速度が100Mb/sのもの 1,125,000円 

(1,237,500円) 

      

 （注）イに規定する当社が別に定めるＩＰ伝送サービス取扱所は、ＶＰＮ契約の申

込みをする者及びＶＰＮ契約者に開示します。 

      

 

    １－２－２ アクセスタイプ５に係るもの 

     定額通信料金（基本額） 

 

 １のＶＰＮ契約ごとに（⽉額）     

 品   目 料 金 額       

 10Mb/s ポート速度が１Mb/sのもの 52,000円 

(57,200円) 

      

  ポート速度が２Mb/sのもの 65,000円 

(71,500円) 

      

  ポート速度が３Mb/sのもの 80,000円 

(88,000円) 

      

  ポート速度が４Mb/sのもの 100,000円 

(110,000円) 

      

  ポート速度が５Mb/sのもの 120,000円 

(132,000円) 

      

  ポート速度が６Mb/sのもの 180,000円 

(198,000円) 

      

  ポート速度が７Mb/sのもの 205,000円 

(225,500円) 
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  ポート速度が８Mb/sのもの 220,000円 

(242,000円) 

      

  ポート速度が９Mb/sのもの 235,000円 

(258,500円) 

      

  ポート速度が10Mb/sのもの 250,000円 

(275,000円) 

      

 100Mb/s ポート速度が10Mb/sのもの 300,000円 

(330,000円) 

      

  ポート速度が20Mb/sのもの 390,000円 

(429,000円) 

      

  ポート速度が30Mb/sのもの 452,000円 

(497,200円) 

      

  ポート速度が40Mb/sのもの 540,000円 

(594,000円) 

      

  ポート速度が50Mb/sのもの 635,000円 

(698,500円) 

      

  ポート速度が60Mb/sのもの 720,000円 

(792,000円) 

      

  ポート速度が70Mb/sのもの 760,000円 

(836,000円) 

      

  ポート速度が80Mb/sのもの 840,000円 

(924,000円) 

      

  ポート速度が90Mb/sのもの 920,000円 

(1,012,000円) 

      

  ポート速度が100Mb/sのもの 1,000,000円 

(1,100,000円) 

      

 1000Mb/s ポート速度が100Mb/sのもの 1,000,000円 

(1,100,000円) 

      

  ポート速度が200Mb/sのもの 1,350,000円 

(1,485,000円) 

      

  ポート速度が300Mb/sのもの 2,000,000円 

(2,200,000円) 
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  ポート速度が400Mb/sのもの 2,650,000円 

(2,915,000円) 

      

  ポート速度が500Mb/sのもの 3,300,000円 

(3,630,000円) 

      

  ポート速度が600Mb/sのもの 3,950,000円 

(4,345,000円) 

      

  ポート速度が700Mb/sのもの 4,600,000円 

(5,060,000円) 

      

  ポート速度が800Mb/sのもの 5,250,000円 

(5,775,000円) 

      

  ポート速度が900Mb/sのもの 5,900,000円 

(6,490,000円) 

      

  ポート速度が1000Mb/sのもの 6,500,000円 

(7,150,000円) 

      

 

    １－２－３ 削除 

 

 

  ２ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 

   ２－１ （略） 

 

  ２ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 

   ２－１ （略） 

 

   ２－２ 料金額 

    ２－２－１ 第１種サービスに係るもの（定額通信料金） 

     ２－２－１－１ （略） 

 

   ２－２ 料金額 

    ２－２－１ 第１種サービスに係るもの（定額通信料金） 

     ２－２－１－１ （略） 

 

     ２－２－１－２ アクセスタイプ３に係るもの 

 

 品   目 料  金  額        

 0.5Mb/s 193,100円        

 １Mb/s 253,400円        

 ２Mb/s 437,900円        

 ３Mb/s 450,400円        

 ４Mb/s 462,900円        

 ５Mb/s 475,400円        



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

127/137 

 ６Mb/s 487,800円        

 ７Mb/s 500,300円        

 ８Mb/s 512,800円        

 ９Mb/s 525,300円        

 10Mb/s 537,800円        

 20Mb/s 1,075,427円        

 30Mb/s 1,613,141円        

 40Mb/s 2,150,854円        

 50Mb/s 2,688,568円        

 60Mb/s 3,226,282円        

 70Mb/s 3,763,995円        

 80Mb/s 4,301,709円        

 90Mb/s 4,839,422円        

 100Mb/s 5,377,136円        

 200Mb/s 10,754,272円        

 300Mb/s 16,131,408円        

 400Mb/s 21,508,544円        

 500Mb/s 26,885,680円        

 600Mb/s 32,262,815円        

 700Mb/s 37,639,951円        

 800Mb/s 43,017,087円        

 900Mb/s 48,394,223円        

 1000Mb/s 53,771,359円        

 

    ２－２－２ （略） 

 

    ２－２－２ （略） 

 

 第３ （略） 

 

 第３ （略） 

 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ 適用 

 

第２表 工事に関する費用（工事費（附帯サービスの工事費を除きます。）） 

 １ 適用 

 区  分 内         容   区  分 内         容  

 (1) （略） （略）   (1) （略） （略）  
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 (2) ネットワー

ク工事費及び

アクセス回線

工事費の適用 

ア （略） 

イ ＩＰ伝送契約者は、午後５時から午前８時までの時間帯に

次の工事を行ってほしい旨の申出を行う場合は、(7)欄に規

定する訪問時刻指定工事の希望の有無にかかわらず、対象と

なる契約者回線等に係る工事に加えて、訪問時刻指定工事の

申込みを要します。 

  (2) ネットワー

ク工事費及び

アクセス回線

工事費の適用 

ア （略） 

イ 削除 

 

  (ア) ＶＰＮサービス（第１種サービスのアクセスタイプ１

であって、イーサネットアクセスに係るものに限ります。）

に係る加入者回線の工事 

     

  (イ) ＶＰＮサービス（第１種サービスのアクセスタイプ１

であって、品目がＳＴＭタイプの128kb/sに係るものに限

ります。）に係る他社接続契約者回線の工事 

     

 (3)〜(4) (略) （略）   (3)〜(4) (略) （略）  

 (5) 現地調査報

告工事費の適

用 

当社は、次のとおり現地調査報告工事費を適用します。 

ア 現地調査報告には次の区分があります。 

  (5) 削除 削除  

  区 分 内    容          

   写 真 付 き

現 地 調 査

報告 

ＩＰ伝送契約者から、現地調査報告工事

費を支払うことを条件として、当社が加

入者回線の設置場所において行う調査に

ついて、写真付きの調査報告を行ってほ

しい旨の申出があった場合に、当社がそ

の報告を行うことをいいます。 

         

   現 地 調 査

報 告 兼 お

客 様 工 事

依頼報告 

ＩＰ伝送契約者から、現地調査報告工事

費を支払うことを条件として、当社が加

入者回線の設置場所において行う調査に

ついて、現地調査報告書兼お客様工事依

頼書による調査報告を行ってほしい旨の

申出があった場合に、当社がその報告を

行うことをいいます。 

         

  イ 当社は、次に掲げるＩＰ伝送契約者に限り、現地調査報告

を提供します。 

 ＶＰＮサービス（第１種サービスのアクセスタイプ１であ
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って、イーサネットアクセスに係るものに限ります。）に係る

者 

  ウ 当社は、ＩＰ伝送契約者から現地調査報告の申出があった

場合は、当社が加入者回線の設置場所において調査が必要と

判断した場合であって、当社のＶＰＮサービスに係る業務の

遂行上支障がないときに限り、現地調査報告を行います。 

     

  エ ＩＰ伝送契約者は、次の場合に、現地調査報告工事費の支

払いを要します。 

     

  (ア) 当社が現地調査報告を行ったとき。 

(イ) ＩＰ伝送契約者の責めに帰すべき理由により、当社が

現地調査報告を行えなかったとき。 

     

  オ エの規定にかかわらず、ＩＰ伝送契約者は、当社の責めに

帰すべき理由により現地調査報告が完了しなかった場合は、

現地調査報告工事費の支払いを要しません。 

     

  カ エ及びオのほか、当社は、現地調査報告に係る当社の準備

等に要した費用を請求することがあります。 

     

 (6) 割増工事費

の適用 

当社は、ＩＰ伝送契約者から割増工事費を支払うことを条件に

次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があっ

た場合であって、当社のＩＰ伝送サービスに係る業務の遂行上

支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります

（ただし、(5)欄に規定する現地調査報告を行う時間帯は、その

ＩＰ伝送契約者の申出の有無にかかわらず、その報告の対象と

なる工事等を行う時間帯と同じとみなします。）。この場合の割

増工事費の額は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、同表

に規定する額とします。 

  (6) 割増工事費

の適用 

当社は、ＩＰ伝送契約者から割増工事費を支払うことを条件に

次表に規定する時間帯に工事を行ってほしい旨の申出があっ

た場合であって、当社のＩＰ伝送サービスに係る業務の遂行上

支障がないときは、その時間帯に工事を行うことがあります。

この場合の割増工事費の額は、２（工事費の額）の規定にかか

わらず、同表に規定する額とします。 

 

   （略）      （略）   

        

 (7) 訪問時刻指

定工事費の適

用 

当社は、ＶＰＮサービス（第１種サービスのアクセスタイプ１

であってイーサネットアクセス（加入者回線に係るものに限り

ます。）に係るもの又は第１種サービスのアクセスタイプ１で

あってＳＴＭアクセス（品目が128kb/sのものに限ります。）に

係るものに限ります。）について、次のとおり、訪問時刻指定工

  (7) 削除 削除  
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事に係る訪問時刻指定工事費を適用します。 

  ア 訪問時刻指定工事とは、ＩＰ伝送契約者から、訪問時刻指

定工事費を支払うことを条件としてそのＩＰ伝送契約者が

指定する指定時刻から工事等を行ってほしい旨の申出があ

った場合に、当社又は協定事業者（ＳＴＭアクセスに係る者

に限ります。以下本欄において同じとします。）がその指定時

刻から工事等を行うことをいいます。 

     

  イ 訪問時刻指定工事の対象となる工事等は、次に掲げるもの

とします。 

     

  (ア) アクセス回線工事費の支払いを要する工事 

(イ) 当社が(ア)の工事を施工する前に契約者回線等の設置

場所において行う調査（ただし、当該調査は、当社が必要

と認める場合に限り行います。） 

(ウ) 協定事業者が実施する工事（ＳＴＭアクセスに係るも

のに限ります。） 

     

  ウ ＩＰ伝送契約者が指定することができる指定時刻は、正時

とします。 

     

  エ ＩＰ伝送契約者は、訪問時刻指定工事を希望する場合は、

あらかじめ当社が指定する期⽇までに申出を行っていただ

きます。 

     

  オ 当社は、ＩＰ伝送契約者から訪問時刻指定工事の申出があ

った場合は、当社のＶＰＮサービスに係る業務の遂行上支障

がないときに限り、訪問時刻指定工事を行います。 

     

  カ ＩＰ伝送契約者は、次の場合に、訪問時刻指定工事の対象

となる工事等に要する工事費に加えて、訪問時刻指定工事費

の支払いを要します。 

     

  (ア) 当社又は協定事業者が指定時刻に訪問時刻指定工事を

行う場所に到着したとき。 

     

  (イ) ＩＰ伝送契約者の責めに帰すべき理由により、当社又

は協定事業者が指定時刻に訪問時刻指定工事を行う場所

に到着できなかったとき。 

     

  キ カの規定にかかわらず、ＩＰ伝送契約者は、当社又は協定      
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事業者の責めに帰すべき理由により、訪問時刻指定工事の対

象となる工事等が完了しなかった場合は、訪問時刻指定工事

費の支払いを要しません。 なお、当社又は協定事業者が訪

問時刻指定工事の対象となる工事等を完了しなかった場合

の責任は、本項に規定する内容に限ります。 

  ク カのほか、当社は、訪問時刻指定工事に係る当社の準備等

に要した費用を請求することがあります。 

     

 (8)〜(9) (略) （略）   (8)〜(9) (略) （略）  

 

 ２ 工事費の額 

  ２－１ ＩＰ伝送サービスの提供の開始、区分、品目、アクセス速度の区分若しくは 

通信の態様による細目の変更、加入者回線の設置若しくは移転、通信モードの

設定、回線収容部等の変更、アクセス回線共用の利用、付加機能の利用開始若し

くは利用内容の変更、回線終端装置の種類の変更等、端末設備の設置、回線相互

接続、接続契約者回線等の接続の変更又はその他の契約内容の変更に関する工

事 

 

 ２ 工事費の額 

  ２－１ ＩＰ伝送サービスの提供の開始、区分、品目、アクセス速度の区分若しくは

通信の態様による細目の変更、加入者回線の設置若しくは移転、通信モードの

設定、回線収容部等の変更、アクセス回線共用の利用、付加機能の利用開始若し

くは利用内容の変更、回線終端装置の種類の変更等、端末設備の設置、回線相互

接続、接続契約者回線等の接続の変更又はその他の契約内容の変更に関する工

事 

 区   分 単 位 工事費の額   区   分 単 位 工事費の額  

 (1) ネットワーク工事費 

ア ＶＰＮ契約に関する工事の場合 

Ａ 契約者回線又は回線収容部等単位で実施する工事

（Ｂ、Ｃ及びＤに関する工事の場合を除きます。）の場合 

   (1) ネットワーク工事費 

ア 削除 

   

  利用の開始に関する工事の場合 １のＶＰＮ契

約ごとに 

3,000円 

(3,300円) 

   削除 削除 削除  

  区分等の変更に関する工事の場合 １のＶＰＮ契

約ごとに 

2,000円 

(2,200円) 

       

  ＶＰＮグループに係るＩＰアドレスの変

更に関する工事の場合 

１のＶＰＮ契

約ごとに 

2,000円 

(2,200円) 

       

  

Ｂ 回線収容部（アクセスタイプ５に係るものに限りま

す。）単位で実施する工事の場合 

       

  ― １のＶＰＮ契

約ごとに 

別に算定する 

実費 
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Ｃ 付加機能に関する工事の場合 

       

  優先制御機能 ａ この機能の利用開

始に関する工事の場

合 

１のＶＰＮ契

約につき１の

ＶＰＮグルー

プごとに 

2,000円 

(2,200円) 

        

   ｂ クラスの種類の変

更に関する工事の場

合 

１のＶＰＮ契

約につき１の

ＶＰＮグルー

プごとに 

2,000円 

(2,200円) 

        

  ＶＰＮグルー

プ間通信機能 

ａ ｂ以外に関する工

事の場合 

１のＶＰＮグ

ループごとに 

2,000円 

(2,200円) 

        

   ｂ パケットフィルタ

リングの設定が可能

なものに関する工事

の場合 

１のＶＰＮグ

ループごとに 

10,000円 

(11,000円) 

        

  グループ設定機能 １のＶＰＮ契

約ごとに 

別に算定する 

実費 

       

  発信者識別符号認証代行機能 １のＶＰＮ契

約ごとに 

別に算定する 

実費 

       

  アプリケーシ

ョンサービス

接続機能 

アプリケーションサー

ビスゲートウェイの設

定変更に関する工事の

場合 

接続先となる

他のＶＰＮグ

ループごとに 

20,000円 

(22,000円) 

        

   ａ ｂ以外に関する工

事の場合 

接続先となる

他のＶＰＮグ

ループ又は当

社が必要によ

り設置する電

気通信設備ご

とに 

20,000円 

(22,000円) 

        

   ｂ アプリケーション 接続先となる 20,000円         



Universal Oneサービス契約約款（第2編） 【現改⽐較表】 2026年3⽉1⽇現在 

〜2026年3⽉31⽇ 2026年4⽉1⽇〜 

 

133/137 

サービスゲートウェ

イの設定変更に関す

る工事の場合 

他のＶＰＮグ

ループ又は当

社が必要によ

り設置する電

気通信設備ご

とに 

(22,000円) 

  フィルタリン

グ機能 

ＢＧＰ経路制御型 １のＶＰＮ契

約ごとに 

2,000円 

(2,200円) 

        

   ＩＰアドレス制御型 １のＶＰＮ契

約ごとに 

6,000円 

(6,600円) 

        

  セッション解除機能 １のＶＰＮ契

約ごとに 

別に算定する 

実費 

       

  

イ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 

(ア)〜(ウ) （略） 

    

イ 国際ＶＰＮ契約に係るもの 

(ア)〜(ウ) （略） 

   

  （略） （略） （略）    （略） （略） （略）  

 (2) （略） （略） （略）   (2) （略） （略） （略）  

 (3) 現地調査報告工事費 １の工事ごと

に 

別に算定する 

実費 

  (3) 削除 削除 削除  

 (4) 訪問時刻指定工事費 １の指定する

指定時刻ごと

に 

別に算定する 

実費 

  (4) 削除 削除 削除  

 (5) （略） （略） （略）   (5) （略） （略） （略）  

 

  ２－２ 利用の一時中断に関する工事 

 

  ２－２ 削除 

 区   分 単 位 工事費の額          

 (1) 利用の一時

中断の工事 

ネットワーク工事費 １のＩＰ伝送

契約ごとに 

2,000円 

(2,200円) 

      

 (2) 再利用の工事  ２－１の工事費

の額と同額 

      

 

第３表 （略） 

 

第３表 （略） 
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料金表別表 

 １〜２ （略） 

 

料金表別表 

 １〜２ （略） 

 

 ３ 複合利用割引 

  (1) 複合利用割引（タイプ１） 

 

 ３ 削除 

 １ 複合利用に係る料金の割引の適用については次のとおりとします。     

 (1) 当社は、以下のアからエに定める条件を満たすＶＰＮ契約者（ＶＰＮグル

ープ代表者（臨時ＶＰＮ契約者を除きます。）に限ります。以下この料金表別

表３の(1)において同じとします。）から申出があった場合には、そのＶＰＮ契

約者に係る１の所属ＶＰＮグループ（ＶＰＮ契約者があらかじめ指定した所属

ＶＰＮグループに限ります。以下この料金表別表３の(1)において同じとしま

す。）を構成するＶＰＮ契約に係る料金表第１表（料金）に規定する回線使用

料（基本料を除きます。以下この料金表別表３の(1)において同じとします。）

の額（料金表第１表第１（基本料金）の１－１（適用）の(1)から(5)欄までの

適用による場合及び通則20の規定により長期利用割引を適用される場合は、

適用した後の額とします。）及び定額通信料金の額（料金表第１表第２（通信

料金）の１－１（適用）の(1)から(3)欄の適用による場合及び通則20の規定に

より長期利用割引を適用される場合は、適用した後の額とします。）から次表

に規定する額の割引（以下この料金表別表３の(1)において「複合利用割引（タ

イプ１）」といいます。）を行います。 

    

   ただし、通則21の規定により高額利用割引を適用される場合又は料金表別

表３の(2)の規定により割引を適用される場合についてはこの限りではありま

せん。 

    

 ア ＶＰＮ契約者が指定する当社の提供する電気通信サービス（当社が別に定

めるものに限ります。）であって、ＶＰＮ契約者に係るもの（そのＶＰＮ契

約者と業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に

係るものを含みます。）の料金額の年間累計額（前12料金⽉の累計額としま

す。）が3,000,000,000円（3,300,000,000円）以上であること。 

    

 イ 所属ＶＰＮグループが、ＶＰＮサービス（アクセスタイプ１（ＳＴＭアク

セスに係るもの限ります。）に係るものに限ります。）のみにより構成されて

いること。 

    

 ウ 所属ＶＰＮグループが、350以上の契約者回線等により構成されているこ     
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と。 

 エ 全ての都道府県の区域（⽇本電信電話株式会社等に関する法律（昭和59年

法律第85号）第２条第３項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じと

します。）に、ＶＰＮサービス（所属ＶＰＮグループに係るものに限ります。）

に係る契約者回線他社接続契約者回線の終端の場所があること。 

    

 【割引額（⽉額）】 

回線使用料及び定額通信料金に次表に規定する割引率を乗じて得た額の合計額 

    

  複合利用割引（タイプ１）の対象となる料金 割引率           

  回線使用料 ８％           

  定額通信料金 25％           

 (2) 当社は、ＶＰＮ契約者からの申出を当社が承諾した⽇からその廃止があっ

た⽇の前⽇までの期間について、回線使用料及び定額通信料金に対する複合利

用割引（タイプ１）を適用します。 

    

 (3) 当社は、ＶＰＮ契約者から、その所属ＶＰＮグループに新たにＶＰＮ契約

を追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した⽇から、所属ＶＰ

Ｎグループを構成しているＶＰＮ契約をその所属するＶＰＮグループから除

外する旨の申出があったときは、その申出があった⽇の前⽇まで、その所属Ｖ

ＰＮグループを構成するＶＰＮ契約として取り扱います。 

    

 (4) 当社は、複合利用割引（タイプ１）に係るＶＰＮ契約の解除があった場合

には、その解除されたＶＰＮ契約に係る複合利用割引（タイプ１）を廃止しま

す。 

    

 (5) 当社は、ＶＰＮ契約者が(1)のアからエに掲げる条件を満たさなくなった場

合又はＶＰＮ契約者から複合利用割引（タイプ１）の廃止の申出があった場合

には、複合利用割引（タイプ１）を廃止します。 

    

 (6) (1)から(5)の場合において、当社は、複合利用割引（タイプ１）の対象とな

るそのＶＰＮ契約の回線使用料及び定額通信料金を通則３から７の規定に準

じて取り扱います。 

    

 （注）本欄(1)のアに規定する当社が別に定める電気通信サービスは、電話等サー

ビス、専用サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サービス、ＩＰ通信網

サービス、イーサネット通信サービス及びUniversal Oneサービス（イーサネ

ット通信サービスから移行したものに限ります。）とします。 
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  (2) 複合利用割引（タイプ２） 

 

 １ 複合利用に係る料金の割引の適用については次のとおりとします。     

 (1) 当社は、以下のアからウに定める条件を満たすＶＰＮ契約者（ＶＰＮグル

ープ代表者（臨時ＶＰＮ契約者を除きます。）に限ります。以下この料金表別

表３の(2)において同じとします。）から申出があった場合には、そのＶＰＮ契

約者に係る１の所属ＶＰＮグループ（ＶＰＮ契約者があらかじめ指定した所属

ＶＰＮグループに限ります。以下この料金表別表３の(2)において同じとしま

す。）を構成するＶＰＮ契約に係る料金表第１表（料金）に規定する定額通信

料金の額（料金表第１表第２（通信料金）の１－１（適用）の(1)から(3)欄の

適用による場合及び通則20の規定により長期利用割引を適用される場合は、

適用した後の額とします。）から次表に規定する額の割引（以下この料金表別

表３の(2)において「複合利用割引（タイプ２）」といいます。）を行います。 

    

   ただし、通則19の規定により継続利用に係る料金の減額を適用される場合、

通則21の規定により高額利用割引を適用される場合又は料金表別表３の(1)の

規定により割引を適用される場合についてはこの限りではありません。 

    

 ア ＶＰＮ契約者が指定する当社の提供する電気通信サービス（当社が別に定

めるものに限ります。）であって、ＶＰＮ契約者に係るもの（そのＶＰＮ契

約者と業務上緊密な関係を有することについて当社の基準に適合する者に

係るものを含みます。）の料金額の年間累計額（前12料金⽉の累計額としま

す。）が3,000,000,000円（3,300,000,000円）以上であること。 

    

 イ 所属ＶＰＮグループが、300以上の契約者回線等により構成されているこ

と。 

    

 ウ 所属ＶＰＮグループに係るＶＰＮサービスの品目（アクセスタイプ１（イ

ーサネットアクセスに限ります。）及びアクセスタイプ５（イーサネットア

クセスに限ります。）についてはポート速度とします。）に係る符号伝送速度

の合計値が300Ｍbit/s以上であること。 

    

 【割引額（⽉額）】 

定額通信料金に次表に規定する割引率を乗じて得た額の合計額 

    

  複合利用割引（タイプ２）の対象となる料金 割引率           

  定額通信料金 42％           

 (2) 当社は、ＶＰＮ契約者からの申出を当社が承諾した⽇からその廃止があっ     
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た⽇の前⽇までの期間について、定額通信料金に対する複合利用割引（タイプ

２）を適用します。 

 (3) 当社は、ＶＰＮ契約者から、その所属ＶＰＮグループに新たにＶＰＮ契約

を追加する申出があったときは、その申出を当社が承諾した⽇から、所属ＶＰ

Ｎグループを構成しているＶＰＮ契約をその所属するＶＰＮグループから除

外する旨の申出があったときは、その申出があった⽇の前⽇まで、その所属Ｖ

ＰＮグループを構成するＶＰＮ契約として取り扱います。 

    

 (4) 当社は、複合利用割引（タイプ２）に係るＶＰＮ契約の解除があった場合

には、その解除されたＶＰＮ契約に係る複合利用割引（タイプ２）を廃止しま

す。 

    

 (5) 当社は、ＶＰＮ契約者が(1)のアからウに掲げる条件を満たさなくなった場

合又はＶＰＮ契約者から複合利用割引（タイプ２）の廃止の申出があった場合

には、複合利用割引（タイプ２）を廃止します。 

    

 (6) (1)から(5)の場合において、当社は、複合利用割引（タイプ２）の対象とな

るそのＶＰＮ契約の定額通信料金を通則３から７の規定に準じて取り扱いま

す。 

    

 （注）本欄(1)のアに規定する当社が別に定める電気通信サービスは、電話等サー

ビス、専用サービス、パケット交換サービス、ＩＰ伝送サービス、ＩＰ通信網

サービス、イーサネット通信サービス及びUniversal Oneサービス（イーサネ

ット通信サービスから移行したものに限ります。）とします。 

    

  

 




